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水を汲む少女（ブルキナファソ）－1人当たりの基本的ニーズを満たすのに
十分な水を供給できない国に住む人口は、2050年までに42億人になる。
Mark Edwards, Still Pictures
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概　要
１章

川で皿洗いをする女性（ネパール）－開発途上国では、下水の90％以上、工業用水の70％が未処理のまま
地表水に流されている。
Hartmut Schwarzbach, Still Pictures

2001年 世界人口白書

序　論
350万年以上も昔、人類の祖先

である男女が現在のタンザニアの
ラエトリに近い砂地にその足跡を
残した。この2人連れは平原にそ
って裸足で歩いていた。彼ら人類
の祖先は数としてはおそらく数百
または数千人であり、非常に原始
的な道具を使っていた。驚くべき
偶然が重なったことで彼らの足跡
は保存され、現在、われわれの調
査と驚きの対象になっている。

今日、人類の足跡はどこでも見
られる。人間の活動は、どのよう
な遠隔地であれ地球の隅々にまで
影響を及ぼし、また生態系は一番
単純なものから最も複雑なものま
ですべてがその影響を受けてい
る。われわれの選択と介入は自然
界を変容させ、文明の質とその持
続、また自然の複雑なバランスに

対して大きな可能性と極度の危険
の双方をもたらしている。

世界人口は1960年以降倍増して
61億人に達し、その増加の大部分
は貧しい国々に集中している。消
費支出は、1970年以降2倍以上に
増加し、その増加の大部分は豊か
な国々に起因している。この期間
に、想像できない規模の富が生み
出されてきた一方で、世界人口の
半分はいまだに1日2ドル以下で
生活している。人類はいかに資源
を引き出して利用するかというこ
とを学んできたが、その結果生じ
る廃棄物の処理方法は習得してこ
なかった。例えば、二酸化炭素の
排出量は1900年から2000年の間
に12倍に増加した。この過程で、
われわれは世界の気候を変えつつ
ある。21世紀に検討すべき大きな
問題は、20世紀の活動によって人

類が環境との衝突を避けられない
進路をたどってきたのかという点
であり、もしそれが真実なら、ど
のような対応が可能であるかとい
う点である。人類はその創意によ
りここまで発展してきた。人類の
ウェル・ビーイング（良好な状態）
を確保しつつ自然界を保護するた
め、その創意を将来に向けて活用
する方法はあるだろうか。

地球全体とそこに住む人類のウ
ェル・ビーイングを守る任務は、
共同で負うべき責任である。あら
ゆる場面でわれわれは重大な決定
に直面している。その中には健康
に対する権利や、人間としての尊
厳のような基本的価値をいかに擁
護し、推進するかについての決定
もある。また、可能な選択肢の間
での選択か、選択の幅を拡大しよ
うと望むかに影響する決定もあ
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る。われわれは、存在する選択の
内容を慎重に速やかに検討し、選
択肢を広げ、その影響を把握する
ための時間を拡大するあらゆる手
段を講じる必要がある。

現在、自然界と人間社会のあら
ゆる側面は、相互に関連している。
局地的な決定が世界的な影響をも
たらす。地球規模の政策、または
その欠如が、地域社会の構成員と
その生活条件に影響を及ぼす。人
間は常に自然界を変容させ、また
自然界の影響を受けて変化してき
た。人間開発の将来は、今や、自
然との関係を管理するわれわれの
英知にかかっている。

人口はそのカギとなる要因の一
つとなるだろう。人口はまた、選
択肢を広げる行動が一般にどこで
も可能であり、費用負担もでき、
意見の一致をみている分野の一つ
である。

関連性

人口と環境は密接に関係してい
るが、その関連性は複雑多岐であ
り、さらに特定の状況に左右され
る。人口増加が環境に負の影響を
与えるという一般論はしばしば誤
解を招いている。人口科学者はか
なり以前にこのようなアプローチ
をしなくなったが、これがあたか
も真実であるかのような政策が依
然として推進されている場合もあ
る1。

人口が増加し、グローバル化が
進行するにつれ重要になる政策上
の論点は、以下の3つである。1）
いかに利用可能な土地と水資源を
使ってすべての人に行き渡るだけ
の食糧を生産するか、2）いかに
経済開発を推進し、貧困を根絶し
てすべての人が食べるのに困らな
いようにするか、さらにこれらを
実施する中で、3）工業化が人間
と環境にもたらす影響、また地球
温暖化、気候変動、生物多様性の
減少といった問題にいかに対応す
るかである。

環境破壊は、単に資源の無駄遣
いというだけでなく、人間開発を
支える複雑な構造に対する脅威で
ある。

人口と環境の関連性を理解する
には、豊かさ、消費、技術、人口
増加ばかりでなく、以前は無視さ

れたり過小評価されたりしていた
ジェンダー（社会的・文化的性別）
による役割分業やジェンダーの関
係、政治構造、あらゆるレベルで
の統治などの社会問題をはじめと
する各要因の相互関係を詳細に検
討しなければならない。

環境、人口および社会開発の間
に関連性があるということは、次
第に理解されつつある。その手段
と目的については広く合意が形成
されている。例えば、女性のエン
パワーメント（能力強化）はそれ自
体が開発の目的の一つである。ま
た、女性の経済・政治的な能力の
発揮を阻む障害をなくすことは、
貧困を根絶する手段の一つでもあ
る。

リプロダクティブ・ヘルスは、
ヘルスケアと教育という基本的な
要素の一部である。これは女性の
エンパワーメントという目標を達
成する手段の一つであると同時
に、人権の一つでもあり、子ども
の人数や出産間隔を選択する権利
を含んでいる。また、男女間の平
等の実現、リプロダクティブ・ヘ
ルスを享受する権利の保障、個人
やカップルが家族の規模に関して
自ら選択ができるようにすること
は、人口増加率を緩和し、将来の
世界人口を減少させることにつな
がる。

とりわけ、開発途上国における
人口増加の鈍化は、環境への圧力
を軽減させるのに大きく寄与す
る。

人口に関する課題と機会

人口の規模、増加率、分布の変
化は、環境と開発の展望に幅広い
影響を及ぼす。様々な地域で多様
な人口変動が起きていることで、
新たな課題と可能性が生じてい
る。

人口と出生率の傾向
出生率は、最貧国の、しかもそ

の中の最貧困層において一番高く
なっている。保健、教育などのサ
ービスが特に女性に行き渡ってい
ないことが、これらの国での貧困
の一因となっている。リプロダク
ティブ・ヘルス・サービスは、避
妊や妊娠を遅らせることを望む女
性の現状のニーズにさえ対応しき

れていないが、このようなニーズ
は今後20年間で急速に増加すると
見込まれている2。妊産婦死亡率は
高く、避妊実行率は低い（すべて
のカップルの15％以下である場合
が多い）。

また、これらの国々は土壌や水
質の悪化という課題に最も厳しく
さらされており、さらに食糧不足
の影響が一番深刻でもある。「生物
多様性ホットスポット」として知
られる生態学的に豊かでありなが
ら危機に瀕している地域の中には、
人口増加が世界平均の年間1.3％
を大きく上回るところもある3。よ
り豊かな地域からの需要が増大す
ることで、これらの生態系での天
然資源に一層の負担がかかってい
る。

好ましい状況として指摘できる
のは、開発途上国全体の出生率が、
1969年の女性1人当たりの子ども
数の約半分に相当する3人未満に
低下しており、2045―2050年まで
には2.17人へとさらに低下すると
見込まれていることである。また、
世界全体の平均寿命は66歳に延び
ており（1950年には46歳）、HIV/エ
イズの影響が最も深刻な地域を除
けば、人々は生涯を通じて史上例
がないほど健康な状態にある4。

エイズの世界的流行は人口に深
刻な影響を与えることになる。
2015年までに、エイズの影響率が
最も深刻な国の平均寿命は60歳に
なり、エイズがない場合の推定よ
り5歳低下する。

メキシコや東南アジアなどの一
部の国々では、出生率がここ1世
代において急激に低下したこと
で、労働市場に参入する15歳から
24歳までの大規模な世代の「人口
ボーナス」をもたらすことができ
る。しかしその後には同じような
大規模の子ども人口の重圧はな
い。これらの国では今後急速に高
齢人口が増加すると見込まれる
が、人口ボーナスによって高齢者
のニーズに対応する準備をする余
裕が生まれる。出生率が依然とし
て高く、平均寿命が延びている国
には、このような余裕はない。世
界全体では、15歳から24歳までの
若者は10億人を超えている。

先進国では、出生率は現在女性
1人当たりの子ども数1.6人になっ
ており、人口置換水準を下回って
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いる5。これらの国の人口は急速に
高齢化しており、国によっては移
民による増加がない限り実際に人
口が減少する可能性もある。出生
率低下の傾向は定着している。し
かし、英国で最近行われた研究で
は、一部の低所得家庭の子ども数
が両親の希望より少なくなってい

るという結果が出ている。
消費の大部分が先進国に集中す

る一方、他の地域でも所得が増加
するにつれ消費が急速に伸びてい
る。エネルギー源の保存、汚染の
緩和、天然資源の持続可能な活用
方法の促進を図るための対策をと
ることは、将来の持続可能な開発

に不可欠である。
世界人口の増加を安定化させる

ためにも同様の対策が必要とされ
ている。2050年の世界人口が高位
推計の109億人になるか、低位推
計の79億人になるか、または中位
推計の93億人になるかは、今後の
選択と取り組みに左右されるであ
ろう。その際、2つの行動が重要
になる。一つは、教育とリプロダ
クティブ・ヘルスを含む健康に関
する権利をすべての女性が確実に
享受できるようにすることであ
る。そしてもう一つは、12億人が
1日1ドル以下で生活しているとい
う絶対的貧困を根絶することであ
る。絶対的貧困下にある人々の大
部分は女性であるため、これらの
2つの目標は密接に関連してくる。
つまり、片方の目標を達するため
の行動は、もう一方の目標の促進
につながる。

各国政府、国際援助機関、市民
社会、そして多くの場合は民間セ
クターもこれらの目標を達成し、
子どもの数が少なくなり家族が健
康になる、子どもは健康になりよ
りよい教育を受けて多くの機会を
もつようになる、人口の安定化と
環境の持続に向けて着実な前進が
あるという好循環を形成するうえ
で重要な役割を担っている。

重大な出来事

過去10年間で、人口増加、人口
分布の変化、持続不可能な消費・
生産のパターンが生態系に対して
一段と深刻な爪痕を残しているこ
とを、われわれは以前に増して知
るようになった。 持続可能な開発
の実現に対して立ちはだかる逃れ
ようのない課題が、一層明らかに
なっている。その一方で、環境を
保護しながら開発を促進する行動
についての国際的な合意が形成さ
れつつあるなど、前向な変化への
重要な兆しも見えている。

この点に関する重大な出来事
は、1990年代に開かれた国連会議
でいくつかの合意文書が採択され
たことである。1992年にリオデジ
ャネイロで開催された国連環境開
発会議（UNCED）はこのような画期
的出来事の一つであった。環境保
護と天然資源の管理は、貧困と低
開発を緩和するための行動と統合

囲み　１

ニーズが高い国ほど著しい人口増加

2050年の世界人口は、2001年年央の61億人から50％増加
し、93億人に達する。国連人口部の「世界人口推計2000年版」
（World Population Prospects: the 2000 Revision）によると、
後発開発途上の49カ国の人口は6億6800万人から18億6000
万人へとほぼ3倍に増加する。
国連人口部による最新の推計によると、世界人口は現在年

間1.3％、7700万人の割合で増加している。この増加の半分
が、インド（増加全体の21％）、中国、パキスタン、ナイジ
ェリア、バングラデシュ、インドネシアの6カ国で生じてい
る。
推計される人口増加のすべてが今日の開発途上国で生じ、

2050年までにこれらの国の人口は世界人口の85％以上を占め
ることになる。先進国の総人口は約12億人のまま推移すると
みられる。しかし、出生率の低い39カ国では人口の減少が見
られ、その傾向は東ヨーロッパで最も強くなる。2050年には
先進国と開発途上国の双方で、人口の高齢化が現在よりも進
行する。
世界の一部の地域における人口の高齢化と減少の傾向を取

り立てて強調し、世界人口の増加を引き続き懸念することは
妥当ではないと論じる解説者もいる。しかし、事実はこれと
は異なる状況を示している。今後50年間で、過去40年間と同
じだけの人口増加が生じる。そして、この増加が集中するの
は世界の最貧国であり、すでにこれらの国では国民に基本的
な社会サービスを提供することに苦労しているのである。
同報告書によると、ヒト免疫不全ウィルスおよび後天性免

疫不全症候群（HIV/エイズ）の感染率が最も高い45カ国では、
今後5年間のそれによる死亡数が、HIV/エイズがないと仮定し
た場合の推定死亡数より1550万人も多くなる結果となり、こ
れは以前の推定より高い数値になっている。2015年までにこ
れらの国の平均寿命は60歳になり、エイズがない場合の推定
よりも5歳低下する。それでもなお、高い出生率が続くため、
人口は引き続き増加すると見込まれている。HIVの感染率が
36％のボツワナでさえ、2050年までに37％の人口増加が予
測されている。
国連人口部による2050年の世界人口の中位推計は93億人

であり、98年改訂版の推計より4億1300万人増加している。
これは、出生率が高いままの16の貧困国（この増加分の59％）
とインド、ナイジェリア、バングラデシュなど人口の多い数
カ国（この増加分の32％）で将来の出生率の推計値が高くな
ったためである。

Source: United Nations. 2001. World Population Prospects, The 2000
Revision: Highlights. Population Division, Department of Economic and
Social Affairs.
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する必要がある点を、国際社会が
認識した。

開発計画には人口および女性の
権利とエンパワーメントが重要で
あるとの認識は、ウィーン世界人
権会議（1993年）、国際人口開発会
議（ICPD、1994年）、第4回世界女
性会議（1995年）を通して進展して
きた。参加型開発戦略は、世界社
会開発サミット（1995年）で大きく
取り上げられた。

ICPDでは、明解で詳細にわたる
一連の目標について合意が形成さ
れたが、これらは人権と個人によ
る意思決定を基本とするアプロー
チを用いている。これらの目標の
中には、2005年までに初等・中等
教育におけるジェンダーの格差を
なくすこと、2015年までにすべて
の人が初等教育を受けられるよう
にすること、妊産婦死亡率と乳児
と5歳未満児の死亡率を大きく低
下させること、2015年までに安全
で信頼性の高い家族計画のあらゆ
る手段をはじめとするリプロダク
ティブおよびセクシュアル・ヘル
ス・サービスを誰もが利用できる
ようにすることが挙げられてい
る。また、これらの目標の達成は、
早期の人口安定化を導くことにつ

ながる。
ICPDの（リプロダクティブ･ヘル

スの向上とジェンダーの平等に向
けた動きも含めた）開発のための
提言を実行すれば、貧困を撲滅し
環境を守ることにつながる。人口
増加の緩和を推進することで、重
要な決定ができるだけの時間を生
み出すことができる。

これらの主要な会議のすべて
で、国家計画の制定と実施、国の
政策と優先事項の変更を含めて多
岐にわたる具体的な行動と政策の
見直しが促進された。それぞれの
実施状況の5年目の見直しにより、
将来に向けた主要な行動が確認さ
れている。各段階において、持続
可能な開発の実現に向けた前進が
認められる。

ミレニアム・サミット（2000年）
では、各国首脳は開発と貧困撲滅
のための優先事項の概要を明らか
にした。この重大な前進を遂げた
会議において、これまでの会議で
各国政府が合意した責務が一層明
確になり、進展状況を評価する特
定の目標が設定され、持続可能な
将来のために必要な変化のビジョ
ンが提示された。

来年実施される国連環境開発会

議の10年目の見直し「リオ＋10」
は、これらの重大な会議が提示し
てきた社会的課題を持続可能な開
発の推進のためのイニシアティブ
に組み込む、格好の機会となるで
あろう。

今年の「世界人口白
書」の主要テーマ

環境の動向（2章）

人口が増加し需要が拡大するに
つれ、水・食糧・エネルギー資源
の探求とその結果生じる環境への
影響が、持続性という疑問を呼ん
でいる。技術の限界と技術を活用
する人間の英知が大きな課題とな
りつつあり、統治、社会組織、人
権などの問題が、持続可能な成果
を実現するためにますますその重
要性を増している。

水
水は持続可能な開発の限界を決

める資源になり得る。新鮮な水の
供給は基本的に固定化しており、
人類の需要と利用可能な水量の間
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のバランスはすでに不安定になっ
ている。

すべての国が同じように影響を
受けているわけではない。概して、
先進地域では、途上地域を大きく
上回る降雨量があり、水をより効
率的に活用する技術も開発されて
いる。

過去70年間で世界人口は3倍に
増加し、水の使用量は6倍に増大
した。世界全体では、年間で利用
可能な水量の54％が使用されてお
り、そのうち3分の2が農業用水
である。2025年には人口増加の要
因だけを考慮してもこの数値が
70％に達する可能性があり、また
1人当たりの使用量が世界全体で
先進国の水準に達した場合、90％
になり得る。

2000年には、水問題が深刻な国
または水不足の国が31カ国あり、
5億800万人がこれらの国に住んで
いた。2025年までに、このような
国は48カ国、人口は30億人にな
る。また、2050年までには、基本
的な人間のニーズ（BHN）の1日1
人当たり50Îの水の需要を満たす
ことができない国に住む人口は42
億人（世界全体の45％以上）になる。

水の需要に対応するために持続
不可能な手段を用いている国も多
く、結果として自国の帯水層を枯
渇の危機にさらしている。中国、
ラテンアメリカ、南アジアには、
地下水面が毎年1m以上も沈下し
続けている都市がある。増大する
農・工業の需要に対応するため、
海と河川の水で代用している場合
もあるが、これが時に悲惨な結果
を招いている。中国の黄河は、
1997年に226日間も水が枯れると
いう、過去最悪の記録となった。

世界保健機関（WHO）は、清潔な
水を利用できない人口が約11億人
いると推定している。公式な統計
では初めて、前回の推計値と比較
して水の普及範囲が減少している
点が認められている。

開発途上国では、下水の 90 ―
95％と工業排水の70％が未処理の
まま地表水に流され、これが水質
汚染の原因になっている。多くの
先進工業国では、肥料や農薬から
の流出化学物質や大気汚染による
酸性雨の影響により、多額の費用
と多量のエネルギーを消費する浄
化や処理を行って許容レベルの水

質を取り戻す必要がある。
水不足に対して純粋に技術的な

面だけの解決を図っても、その効
果は限定される。海水の脱塩には
多額の費用がかかるため、現在の
利用されている水の消費量の1％
に満たない。

汚染物質からの水源保護、水系
への自然な流入パターンの回復、
灌漑管理と化学物質使用の制限、
産業による大気汚染の削減は、水
質改善と利用可能な水の増加に欠
かせない手段である。

食糧
ここ数年、食糧生産よりも人口

増加のほうが速く進んでいる国は
数多い。食糧生産が人口増加に追
いつかない国は、1985年から1995
年の間に調査対象となった開発途
上の105カ国中64カ国あり、その
うちアフリカが最も悪い状況にあ
った。

オーストラリア、ヨーロッパ、
北アメリカは輸出向けの余剰食糧
を多量に抱えており、おそらく食
糧生産を拡大することも可能であ
る。しかし、集約的な農業生産の
慣行は長期的な持続性に関しては
疑問が投げかけられている。

国連食糧農業機関（FAO）は開発
途上国の大部分を「低所得食糧不
足国」と分類している。これらの
国々は、国民を養うのに十分な量
の食糧を生産しておらず、その差
を埋めるだけの食糧を輸入する資
金的余裕もない。これらの国では、
約8億人が慢性的な栄養不良状態
にあり、20億人が食糧安全保障を
欠いている。

多くの貧しい国では、土壌劣化、
慢性的な水不足、不適切な農法、
急速な人口増加のために食糧生産
能力が低下しつつある。農地も輸
出向けの換金作物のために使われ
ることが多くなり、現地の貧困層
から耕作地と食糧を奪いつつあ
る。

今日、15種の穀物が世界の食物
摂取量の90％を満たしている。コ
メ、コムギ、トウモロコシの三大
穀物が、世界の3分の2の人々の
主食になっている。地球に自然に
存在する穀物その他の栽培植物の
品種の遺伝子が今後も衰退してい
くことが、主要農作物の改良を目
指す絶え間ない努力に対する脅威

になっている。植物遺伝子の消失
を止めるか、または大幅に減速さ
せない限り、世界全体の約4分の1
に当たる6万の植物種が2025年ま
でに絶滅する可能性がある。

水産資源も危機に面している。
FAOによると、世界の商業用海洋
魚類の69％は「取り尽くされてい
るか、乱獲されているか、または
ゆっくりと回復しつつある」とい
う。

2025年までに80億人近くに達す
ると推定される世界人口を養い、
その食生活を改善するため、世界
は食糧生産を倍増させるとともに
その分配を向上させ、人々が飢餓
に苦しまないようにしなければな
らない。利用可能な耕地は減少し
つつあるため、生産の大部分は新
たな耕作ではなく、収穫高の増加
によって達成しなければならな
い。しかし、新しい高収量の品種
には特別な肥料や農薬が必要で、
これにより生態系のバランスが崩
れ、新たな病気や害虫の問題が発
生しかねない。

食糧安全保障を達成するには、
土地と水の劣化という現在の流れ
を各国が逆転させなければならな
い。最貧国であっても、特に表土
と淡水をはじめとする自国の資源
基盤を守り、土地の生産性を向上
させ、農業収穫高を増加させるこ
とは可能である。必要なのは、
様々な利害を調整する責任ある統
治、地域社会の参加（特に地域の
資源を管理していることが多い女
性の参加）、食糧安全保障に対す
るコミットメント、国際社会の協
力である。

気候変動
20世紀中に世界人口は16億人か

ら61億人へと4倍になり、大気中
に熱を取り込む二酸化炭素の排出
量は 1900 年の 5 億 3400 万 t から
1997年の65億9000万tへと12倍に
なった。

気候変動に関する政府間パネル
（IPCC）では、今後100年間に5.8
℃も地上の気温が上昇すると推定
しており、これは過去1万年にさ
かのぼっても例を見ないほどの上
昇率である。海水面は IPCC の

「最良予測」シナリオでも、2100
年までに約50cm上昇すると推定
している。
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1995年には、1人当たりの化石
燃料による二酸化炭素排出量が最
も多い国に住む世界人口の20％が
世界全体の総排出量の63％の原因
をつくっていた。排出量が最も少
ない国に住む世界人口の20％が排
出したのは、世界全体の排出量の
2％にすぎなかった。米国は世界
人口の4.6％を占めるにすぎない
が、地球全体の温室効果ガスの4
分の1を排出している。

先進国全体では、1人当たりの
排出量は1970年以降比較的変動が
なく、1人当たり約3tになってい
る。開発途上国の1人当たりの排
出量は先進国の排出量を大きく下
回っているものの、その差は縮ま
ってきている。

気候変動は、暴風雨・洪水・土
壌浸食の増加、動植物の絶滅の加
速化、農業地帯の移動などの深刻
な影響を与え、水不足の深刻化と
熱帯病の増加により公衆衛生を脅
かす。これらの状況によって、環
境難民と経済的な理由による国際
人口移動が増加する可能性がある。

全人類のために気候変動から生
じる利益と負担との均衡をとるに
は、責任のあるリーダーシップと
排出量を緩和するための先進国に
よる具体的な対策が必要になると
ともに、開発途上国に対して将来
の重大な課題に立ち向かえるよう
資金提供、技術移転、能力強化な
どの支援が求められる。

21世紀の早い段階で、開発途上
国が総排出量の半分以上を排出す
るようになるであろう。1人当た
りの排出量の差が縮まりつつある
ため、人口の規模と増加率が政策
論議においてさらに重大になって
いく。

森林、生息地、生物多様性
過去数十年間で人口増加が頂点

に達するにつれ、森林伐採の速度
も過去最高の水準に達した。

熱帯林には世界に残存する多様
な生物の50％が生息すると推定さ
れるため、これらの森林破壊は特
に壊滅的である。現在の速度で森
林伐採が進むと、最後の重要な原
始熱帯林が50年以内には伐採され
る可能性があり、これは取り返し
のつかない種の絶滅につながりか
ねない。また、熱帯林伐採は大気
中の二酸化炭素の増加にもつなが

る。
持続可能な森林管理にはある程

度の将来性があるものの、今後数
十年間に予測される人口増加が難
題と厳しい選択を突き付ける。残
存する熱帯林の大きな一帯が広が
る国の多くは、人口増加率が最も
高い国々でもある。

残存する森林と生物多様性を保
護する手段の一つは、公園や森林
の管理に向けた努力にリプロダク
ティブ・ヘルスと家族計画のプロ
グラムを統合化することかもしれ
ない。

開発、貧困、環境への影響
（3章）

人類の歴史において、現在ほど
多くの人が集中的に大量の資源を
使っている時代は他に例を見な
い。豊かさは、貧困とは比べもの
にならないほどの速さでエネルギ
ーを消費し、廃棄物を排出する。
貧困の影響によっても環境は破壊
されるが、貧困層は因果関係の長
い連鎖の末端にいる。彼らは持続
不可能な状況を生み出しているの
ではなく、むしろ伝えているので
ある。

人口増加、豊かさの増大とそれ
に伴う消費、汚染、廃棄物の増加、
そして根強く残る貧困とそれに関
連する資源不足、資源を活用する
技術の欠如、このような状況を変
化させる力の欠如が加わり、環境
にますます大きな重圧がのしかか
っている。

消費の格差
先進国と開発途上国の間には大

きな「消費の格差」がある。世界
人口の20％に相当する最も豊かな
国々が個人消費総額の86％を占め
る一方、世界人口の最も貧しい
20％が消費に占める割合は1.3％
にすぎない。

現在、先進国で生まれる子ども
1人がその生涯を通して生み出す
消費と汚染は、開発途上国で生ま
れる子ども30人から50人によっ
て生じる消費と汚染よりも大きく
なる。豊かな層の「エコロジカ
ル・フットプリント（生態学的「足
跡」）」は貧困層のものよりもはる
かに大きく、また多くの場合地球
の再生能力の限度を超えている。

貧困と環境
現在年間30兆ドル以上と推定さ

れる急速に拡大する経済活動にも
かかわらず、約12億人が1日1ド
ル以下で生活している。開発途上
国に住む49億人のうち60％近く
が基礎的な衛生設備をもたず、約
3分の1が清潔な水を利用すること
ができず、4分の1が適切な住居を
持たず、20％が近代的な保健サー
ビスを利用できず、5年生を終え
るまで学業を続けられない子ども
が20％いる。

グローバル化は明らかに世界の
富を増大させ、その成長を促して
きたが、その一方で、所得の不平
等を拡大し、環境悪化を招いてき
た。多くの貧しい人々は貧困ゆえ、
自分たちが生き延びるために壊れ
やすい天然資源にますます大きな
負担をかけるようになっている。

都市化の進行も別の課題を提示
している。毎日約16万人が農村か
ら都市へと移住している。今日、
世界人口の約半分が都市で生活し
ている。開発途上国の多くの都市
は、急速な都市成長、増大するニ
ーズに対応するための適切なイン
フラの欠如、水質や大気の汚染、
処理能力を超える量のゴミのため
に、環境に起因する深刻な健康問
題と生活状況の悪化に直面してい
る。

貧困問題と環境悪化に対して総
合的な取り組みをしない限り、持
続可能な開発は達成できないとい
う点については、ますます意見の
一致がみられるようになってい
る。成功に欠かせないものとして
は、貧困層の資源基盤の強化、エ
ネルギーのサービスとインフラへ
の投資、グリーン（環境への影響
が小さい）・テクノロジーの支援、
水、電気、肥料などの資源に対す
る適正価格設定を実施する政策が
挙げられる。

貧困層がしばしば長い時間をか
けて燃料を集め、高い単価でエネ
ルギー料金を支払う一方、電気に
対する助成金は都市部の富裕層に
有利に働いている。

農村地帯の人口増加は必ずしも
環境に悪影響を与えるわけではな
いが、利用可能な土地が限られて
いることで貧困層は土地のやせた
地域に定住せざるを得なくなる。
人口政策を含め建設的な政策をと
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ることが、機会を最大限に活用し、
限界を取り除き、公平を促進する
ことにつながる。

貧困の撲滅と環境保護に対して
総合的な取り組みをしない限り、
持続可能な開発は達成できない。
地域管理や地域の人がもつ知識の
尊重は非常に重要である。食糧、
水、燃料、その他の家庭資源を管
理する女性の声に耳を傾けること
は不可欠である。

人為的に環境に影響を与えたこ
とで自然災害が激化しており、そ
のしわ寄せが貧困層に集中してい
る。こうして発生した環境難民は
2500万人に上る。

女性と環境（4章）

女性は全世界的に、育児とその
ために必要となる十分な物資を確
保することに関して、主要な責任
を負っている。開発途上国の農村
地域では、清潔な水、調理と暖房
用の燃料、家畜の飼料などの家庭
資源を女性が中心になって管理し
ている。

女性は世界の農業人口の半分以
上を占めている。女性は家庭と市
場向けに作物を育て、主要農産物
の大部分を生産していることも多
い。世界の最貧国では、農村世帯
の約4分の1は女性が世帯主であ
る。

しかし、女性はお金や物をやり
くりする責任を主として担ってい
るにもかかわらず、通常、それを
管理する力はもっていない。女性
に土地の所有や相続権を認めてい
ない国の法律や地域の慣習が多
い。このため女性には信用貸しに
よって状況を改善しようとしても
担保がないのである。

生活の他の側面でも女性には権
利が認められていない場合が多く、
ジェンダーによる不平等が強まっ
ている。出生率の高さと大家族は、
それを正当化する理由がかなり以
前になくなっているにもかかわら
ず、依然として農村生活の特色と
なっている。このような問題に関
して、女性の選択の権利が欠けて
いることが反映されている。

持続可能な開発のために求めら
れるのは、女性の生活が環境と多
くの面で密接に絡み合っている点
を認め、それを尊重することであ

る。女性には、土地の所有権、保
有、相続に関する法的・社会的な
支援が必要である。また、女性は
信用貸しの利用、農業の普及事業
や資源管理サービスの利用も必要
としている。

農地での就労機会が縮小するに
つれて多くの男性が移住してい
き、住居、教育、ヘルスケアのた
めのお金を受け取る可能性はある
ものの、その家庭での女性の負担
と責任は増大する。

都市化は女性に対して危険と機
会の双方をもたらす。ヘルスケア
が利用しやすい都市部では、妊娠
と出産は一般に安全になる。また、
都市部の生活では教育、雇用、結
婚に関する女性の選択の幅は広が
るが、一方で性暴力、性的強要、
性的搾取の危険も高まる。

都市と農村とにかかわらず、女
性が家庭資源などの資源を効率的
に管理するためには、子どもの数
と出産間隔、リプロダクティブ・
ヘルスを含むヘルスケア、教育と
男性とのパートナーシップに関す
る選択など、幅広い選択肢が必要
である。保健や環境に関する決定
に女性が関与することは必須であ
る。リプロダクティブ・ヘルス・
サービスと環境面のサービスを地
域社会の優先事項に沿って計画す
れば、双方のサービスが非常に効
果的に機能することが一連の経験
から明らかになっている。

また、女性の権利と平等、およ
び天然資源の持続可能な使用と保
護に関する法律と政策も不可欠で
ある。このような支援がない限り、
多くの女性が環境悪化、貧困、多
産、機会の限定という悪循環に陥
ることになる。

自らの生活に影響を及ぼす政策
決定に最大限関与することを目指
して、政治過程に女性を完全に参
加させるために女性団体が組織さ
れつつある。

健康と環境（5章）

環境条件は、そこに住む人々が
健康であるかどうか、そして彼ら
の寿命がどの程度かを判断する助
けとなる。環境とリプロダクティ
ブ・ヘルスの間には密接な関係が
ある。

感染症は世界全体の年間死亡数

の約20―25％を占めているが、環
境条件は感染症を引き起こす大き
な原因となる。推定によると全世
界の急性呼吸器疾患の60％、下痢
性疾患の90％、慢性呼吸器疾患の
50％、マラリアの90％は、簡単な
環境改善で回避できる。

不潔な水とそれに伴う劣悪な衛
生状況のために、毎年1200万人以
上が死亡している。大気汚染によ
りさらに300万人近くが死亡して
いるが、その大部分が開発途上国
に住んでいる。

土地利用の変化が健康に多くの
影響をもたらすこともある。ダム
や灌漑は疾病の媒介の温床になる
ことがある。農薬と肥料の使用が
増加することによって現地住民が
有毒な化学物質の影響を受けるお
それがある。

人口密度が高く、急速に成長す
るメガシティ（巨大都市）の住民は、
WHOが勧告する許容量をはるか
に超える大気汚染から逃れること
ができないでいる。

調理や暖房のために薪や動物の
糞、作物の残留物、石炭を燃やす
ことで出る煤煙による室内空気汚
染は、女性や女児を主として約25
億人に影響を及ぼし、毎年220万
人以上の死因になっていると推定
される。そのうち98％以上が開発
途上国に住んでいる。

環境汚染はリプロダクティブ・
ヘルスに直接影響を及ぼし、特に
貧困層においてそれが顕著であ
る。無計画な都市開発や辺境の農
村地域の土地の開墾によって、リ
プロダクティブ・ヘルス・サービ
スを利用できない人の数が増え、
妊産婦死亡と望まない妊娠のリス
クが高まっている。保健施設でも
清潔な水が不足しているため、サ
ービスの質は低下している。

1900年以来、以前は知られてい
なかった約10万種類の化学物質が
工業化によって環境の中に持ち込
まれた。これらの化学物質が健康
に及ぼす影響は、単独でも複合的
にも調査されていない場合が多
い。なかには有害であるため先進
工業国では禁止されている化学物
質が、開発途上国では引き続き広
く使用されていることもある。

化学物質の多くは、何らかの経
路で大気、水、土壌、食品、そし
て人間の体内にも達している。化
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学物質の影響は子宮の中から始ま
る。農薬や工業用化学製品の中に
は、不妊や妊娠の異常や乳幼児の
発育障害、疾病、死亡との関連性
が指摘されているものもある。核
放射能や重金属の一部にさらされ
ると、遺伝子への影響が出る。

気候変動は、虫が媒介する病気
の危険地帯を変えるなど、健康に
も幅広い影響を及ぼすとみられ
る。

農村と都市の間および国を越え
ての移動や取引は、病気を広める
一因となる。また、新しい土地に
定住する移民には、保健サービス
が十分に行き届かない。

HIV/エイズ危機は、貧困、栄養
不良、エイズ以外の感染症にかか
る危険、ジェンダーによる不平等、
不安定な生計など、開発の幅広い
問題と密接に関連している。この
感染症は健康と家族に直接的・壊
滅的な打撃を与え、また環境保護
を複雑化し、農業労働力の問題を
深刻化させ、農村女性の負担を重
くする。

持続可能で公平な開発を目指
した行動（6章）

開発の定義と解釈は変化してき
ている。経済開発、環境の状況、
男性・女性・子どもの健康、女性
の地位は、すべて複雑に関連して
いる。開発には個人の生活の向上、
それも通常は自らの手による向上
が必要であり、女性の地位は開発
の状況を大きく決定づけるもので
あり、女性は自らの地位向上のた
めに良質なリプロダクティブ・ヘ
ルスケアを必要とする。

このような解釈は、1990年代に
開催された一連の国際会議で取り
決められた合意文書に明確に述べ
られている。これらの会議では、
1992年に環境と開発、1994年には
人口と開発、1995年には社会開発
と女性の権利が取り上げられた。

1994年のICPDでは、人口増加
の緩和、貧困状態の軽減、経済発
展の達成、環境の保護、持続不可
能な消費・生産の減少の間に相関
性があることが認識された。ICPD
ではまた、リプロダクティブ・ヘ
ルスに関する権利を含む女性の権
利を保障することは、それ自体が
重要であるとともに持続可能な開

発へのカギでもあると強調された。
1999 年に 185 カ国が実施した

ICPD行動計画の実施状況の見直し
により、1）その目標とアプロー
チが依然として有効であること、
2）多くの政府が国の保健・人口
プログラムを改定してICPDのア
プローチに近づける努力をしたこ
と、3）とりわけHIV/エイズをは
じめとするいくつかの問題は1994
年以降緊急性が増していること、
4）資金援助はICPDで表明された
希望額や目標額に比して驚くほど
不足していることが確認された。
この見直しで、新たな行動のため
の基準と公約が採用された。

1992年にリオデジャネイロで合
意されたアジェンダ21に関する見
直しが来年行われるが、これは
ICPDの課題を持続可能な開発のた
めのイニシアティブに組み込む格
好の機会となる。

行動と資金
ICPD行動計画を実施する資金の

調達のために、緊急の行動が求め
られている。現在、人口・リプロ
ダクティブ・ヘルス・プログラム
のための資金は、ICPDが2000年
に必要となると認めた170億ドル
を大きく下回っている。開発途上
国が必要とされる資金の3分の2
という負担分のほとんどを提供し
ているにもかかわらず、国際援助
機関からの支援は2000年に必要と
される57億ドルの半分にも達して
いない。

HIV/エイズ予防は、ICPD行動
計画の重要な要素である。しかし、
HIVと共に生きる何百万という人
の治療とケアのためには、今以上
に多くの資金が必要である。2015
年までに家族計画に関するアンメ
ット・ニーズ（満たされないニー
ズ）を完全になくすことは、世界
的に合意されている目標である。
このためにも、さらに資金が必要
となる。妊産婦死亡の低下ももう
一つの主要な課題である。

資金不足はすでにその影響を見
せ始めている。出生率低下の速度
は、もっと多くのカップルや個人
が自分の望む数だけの子どもをも
てるようになる、とした予測より
も減速している。行動を先送りに
することによって生じるコスト
は、時がたつにつれ急速に増大す

るであろう。

人口増加の鈍化に対する報酬
人口増加、リプロダクティブ・

ヘルス、女性のエンパワーメント
の問題に取り組む政策やプログラ
ムは、差し迫った人類のニーズに
応え、人権の尊重を推進するもの
である。これらはまた、環境に対
しても重要な利益をもたらす。こ
れらの利益を数量化することは、
複合的な相互作用があるため困難
である。しかし、リプロダクティ
ブ・ヘルス・サービスの提供は比
較的少ない費用で実行可能であ
り、リプロダクティブ・ヘルスの
ニーズが満たされない場合に起こ
る、さらに急速な人口増加によっ
て環境にもたらされる弊害より
も、長期的にはその費用がはるか
に少なくてすむことは明らかであ
る。また、このこのことによって
保健と、経済的・社会的機会の面
でも大きな利益がもたらされる。

提　言
人権を尊重し、貧困を撲滅し、

リプロダクティブ・ヘルスを改善
し、人口と開発のニーズと環境保
護の間のバランスを達成するに
は、幅広い行動が必要となる。以
下にいくつかの優先事項を挙げ
る。

1. ICPDの世界的合意を実施する
こと

2. より持続可能性の高い生産工程
の普及、開発、活用に向けた奨
励策を実施すること

3. 人口・開発・環境の面でより高
い持続可能性が認められる実践
例についての情報基盤を強化す
ること

4. 貧困の軽減と社会開発の推進を
目指す国際的に合意された行動
を実行すること

人口・環境・開発問題に関する
行動は、必要不可欠であるととも
に実際的なものである。国際的に
認められている様々な環境に関す
る合意と、人口・開発に関する合
意事項は、実情に合わせて実施さ
れつつある。これらの合意は、さ
らに広範囲にわたる努力が必要な
点を強調しているにすぎない。
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文化的変容、
人口、環境

どの社会も、自分たちが認める
価値を保持しようと努める。文化
的変容とは、ある社会が変化する
世界に順応し、適応するための手
段である。しかし、これは一方通
行のプロセスではない。社会変容
は、外部環境の変化に対応する形
で始まるだけでなく、地域レベル
での意識の変革とともに始まる場
合もある。

文化的理解とは、超経験的な価
値観を日常生活に伝達することで
ある。例えば、多くの文化的伝統
では、人が環境を管理すると認識
されている。各世代が自然を受け
継ぎ、今度はそれを次世代へと残
していくことが重んじられてい
る。また、差し迫った選択をする
場合にも長期的な視点を強調して
いる（ただし、この認識は無視さ
れることが多い）。変化のリスク
と不確実性に直面すると、文化は
ゆっくりと用心深く進展する傾向
がある。しかし、活気ある文化は、
外部環境の変化に対応して発展す
る。文化的理解は変化していく経
済・社会・環境の現実を認識し、
それに適応することが可能であ
り、しかし、変化に対する文化に
根ざした抵抗は、根本的な価値観
よりも短期的な利害を反映してい
る場合が多い。

白書で取り上げた問題に関する
国際的な論議には、このような一
般的な原理が反映されている。国
際社会が到達した社会開発に関す
る合意文書に、この点を読み取る
ことができる6。

文化的慣習は重要な情報源とな
り得る。地域特有の知識や慣習は、
科学者や専門技術者が完全には理
解できないかもしれない環境の現
実への適応を反映している。現代
科学は、伝統的な農業技術から役
立つ先例を新たに学び直してい
る。例えば、中央アメリカの段々
畑によるジャガイモ栽培では、そ
れ以降の多くの技術に比べて、低
コストで収穫量が多く、害虫予防
も効果的である。農業経営者と生
態学者は、農地に輪作をすること
で同様の効果を上げている。大規
模な単一栽培では達成できない成

果を現地の多様性が生み出してい
る。

しかし文化の多様性は、種の多
様性と同じく脅威にさらされてい
る。多くの伝統的な知識が、その
価値の実証と広い普及を待たずに
消える可能性もある。現代医学で
使われている薬品の多くが、歴史
的・文化的慣習の中で使われてき
た自然植物や動物性の物質から作
られている7。森林形態が変化した
ことで、すでにアマゾン地域、中
央アメリカ、アフリカ、東南アジ
アの文化が変容してきている。

自然要因か人間の作用または両
者の組み合わせによる急速な環境
の変化は、伝統文化を脅かしてい
る。アフリカのチャド湖は、気候
が乾燥化し過去40年間で灌漑用水
の需要が増大したことで、その面
積の95％を消失した8。定住型の

農民が、この水源に依存していた
遊牧民文化と漁師にとって代わっ
た。

ダムは、水力発電と大規模な灌
漑を可能にした。しかし、現存す
るダムは多くの環境問題の原因に
なっており、新しいダムの建設は
ティグリス・ユーフラテス川デル
タ地帯の湿地のアラブ人9からナ
ミビアのヒンバ族とその近隣民族
10に至るまで、地域社会とそこで
長い間に培われてきた生活様式を
追い払うことにつながる。世界ダ
ム委員会は、調査対象とした世界
中のダム123カ所のうち68カ所
が、固有の文化をもつことの多い
定住地の立ち退きにつながるだろ
うと報告している。

文化的な適応は多様な形態をと
るが、最も広く見られるのが、現
在あらゆる地域で進行している都

成人対象の識字教室で学ぶ女性（バングラデシュ）－女性を教育し、女
性が自ら望む数だけの子どもをもてるようにすることは、家族の規模
を小さくし、人口増加を緩和することにつながる。
Shehzad Noorani, Still Pictures
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概　要

市生活への変容である。都市化は
多くの利点をもたらすが、個人の
ウェル・ビーイングと、地域社会、
それを取り巻く環境への不安を反
映して、具体的な都市文化という
ものがなかなか進展しない。伝統
的な同質社会よりはるかに大規模
になりうる多様な集団の統治を含
めて、大規模な文化的組織化に向
けた仕組みを構築することは、こ
れまであまりにも注目されてこな
かった開発プロジェクトの一つで
ある。

変化の勢いは多様で力強い。他
のライフスタイルに関する情報の
増加によって、経済的・社会的動
向（国内、地域、世界市場への影
響を含む）および教育の変化、市
民組織や社会的役割によって世界
中でさらなる変化が起きている。
変化の主体者は、地域住民の価値
観を尊重しない限り敬意を要求す
ることはできず、また地域社会と
接触を持たない限り地域の知識か
ら利益を得ることは難しい。

あらゆるレベルの政策決定者、

公共機関、多国籍企業などの民間
企業は、地域の人々が理解できる
言葉を使って対話をするべきであ
る。彼らは地域の関心事に対応し、
地域の人の視点を取り入れなけれ
ばならない。多様な文化的理解は、
それを表明し、そのために行動し
ていくなら、力の源泉となり意思
決定の向上となりうる。

文化は内包的なアプローチに適
応して変わっていく。一例を挙げ
ると、サヘル（サハラ以南アフリカ）
のトゥアレグ族は、サハラ全域の
移動手段として機械化された交通
輸送手段のほうが好まれるように
なるにつれ、遊牧民的な交易と移
動するライフスタイルをやめ始め
ている。定住型農業への転換によ
り厳格なジェンダーによる役割分
担は変化しつつあり、女性は男性
と以前よりもコミュニケーション
をするようになって、価値のある
経済的・社会的な活動に参加する
機会が増えている。このような変
化はあっても、砂漠とその生態に
対する畏敬の念は残っている11。

多様性のある社会では、地域社
会だけでなく広範囲の人々の利益
を反映する手段を見出す必要があ
る。アマルティア・センなどの思
想家は、民主主義の文化的側面と
それが開発にもたらす好影響を探
求している。

人口・環境・開発をめぐる議論
は、何よりもまず、個人の表現や
選択の自由と、広範囲にわたる地
域社会の利益との間にある関連性
と結びつく。この点については、
すでにある程度の合意が形成され
てきた。例えば、子どもの数と出
産間隔に関する個人の選択の自由
が人口増加の緩和につながる点は
理解されている。また、リプロダ
クティブ・ヘルスに関する選択
は、ジェンダーの平等と女性のエ
ンパワーメントを推進することで
環境保全の推進にもつながる。

囲み　２

グローバル化と公共セクター

国際合意は個人の人権を推進すると同時に、社会的団結や、
急速な人口増加など地球規模の問題の解決に向けても機能す
る。合意事項の実施はそれ自体が目標であるとともに、各国
が貧困をなくし環境を保護する助けにもつながる。
より豊かな先進工業国も含めてほとんどの国の大部分の

人々は、保健、教育、司法その他の社会構造を維持するサー
ビスを公共サービスに依存している。営利志向のサービスで
はアクセスと公平性が保証されないため、人々は今後も公共
サービスに依存していくとみられる。
貧困にあえぐ農村地帯や過度の負担がかかっている都市部

という課題があるにもかかわらず、比較的貧しい国でも適切
な水準の公共サービスを提供することは可能である。ただし、
そのためには、地域社会の利益を明確に表明できる統治シス
テム、進んでそれに応じるリーダー、開発の目標として公共
サービスを改善するというコミットメントや社会投資を促進
し、少なくともそれに不利に働くことがない国際的な経済シ
ステムが必要とされている。
グローバル化は止めようのない速さで進んでいるように思

われる。しかし、グローバル化を維持するためには、貿易と
経済活動の自由化だけでは不十分である。これに対応するよ
うな努力、つまり環境保護を含めて社会投資を可能にする努
力が必要になる。保健・教育・社会サービスに向けた国内外
での努力は、公共セクターに依存している。この努力は、先
進国から開発途上国への移転があってこそ実を結ぶ。社会
的・経済的な意味でのグローバル化は、環境の保護と救済を
目指す地域的な努力を成功させるために重要である。
グローバル化を支持する政策決定者は「地方化（ローカリ

ゼーション）」にも関心を向けるべきであり、経済活動が地域
社会に利益をもたらし、あるいは少なくとも経済状況の悪化
を招かないようにしなければならない。
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水と人口
水は持続可能な開発の限界を決

める資源になり得る。これに代わ
る資源は存在せず、人類の需要と
利用可能な水量の間のバランスは
すでに不安定になっている1。

人間のほぼすべての目的に不可
欠な淡水は地球上にある全水量の
約2.5％のみであり、利用可能な
地下水または地表水は約0.5％に
すぎない。降水量は世界の各地域
で大きく異なる。北アフリカと西
アジアの一部では、非常に少量の
降水量しかない。

各国間および各国内で、所得と
利用可能な水量は関連している。
概して、先進地域では、開発途上
および後発開発途上地域を大きく
上回る降水量がある2。さらに、流
出淡水や利用可能な地下水を貯蔵

する貯水池、ダムその他の技術の
開発に必要となる投資余力は、先
進国のほうが大きい。

過去70年間で世界人口は3倍に
増加し、工業化と灌漑使用の増大
により水の使用量は6倍になった。
最近では1人当たりの水の使用量
が横ばいになっているため、水の
総消費量は人口増加とほぼ同じ速
度で増加している。毎年増加する
7700万人分の水の需要を満たすに
は、ライン川の流水にほぼ匹敵す
る水量が必要であると見積もられ
ている。しかし、利用可能な淡水
量は変化していない。

世界全体では、年間で利用可能
な淡水量の54％が使用されてい
る。1人当たりの使用量が変化し
ない場合、2025年までに人口増加
の要因だけを考慮しても使用量が
この総水量の70％に達する可能性

がある。1人当たり使用量が世界
全体で先進国の水準に達した場
合、2025年までに使用量が利用可
能な水量の90％に達することもあ
り得る。

このような過去の事実から推定
する補外法は、水使用の効率性に
変化が起こることを想定していな
い。しかし、比較的低価格の技術
によって、利用可能な水の一定単
位当たりの農業生産性を倍増させ
ることは可能であると推測されて
いる3。過去50年間で、先進国は
工業用水および農業用水の効率を
大幅に向上させた。例えば氾濫を
利用した灌漑に代わる点滴灌漑な
ど、先進国と同じ技術の多くが開
発途上国でも徐々に採用されつつ
あるが、費用面と文化的な問題

（行動の変容を促す教育活動など）
への対応が必要である。

環境の動向
２章

冷蔵庫のリサイクル（ドイツ）－世界人口の最も豊かな20％が住んでいる国々が、個人消費の86％を占め
ている。
Thomas Raupach, Still Pictures
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環境の動向

利用可能な水量

再生可能な水量に応じて、各国
は水問題が深刻な国または水不足
の国に分類される4。水問題が深刻
な国は、年間で1人当たり利用可
能な水量が1700m3に満たない国で
ある。このような状況では、特定
の地域において一時的に水が利用
できないことがしばしばあり、生
活用水、農業用水、工業用水の配
分をめぐって難しい選択を迫られ
る。水不足の国は、年間で1人当
たりの利用可能な水量が1000m3に
満たない国である。この水準では、
十分な食糧を生産するだけの水が
なく5、経済開発は阻まれ、深刻な
環境問題が進む可能性がある。

2000年には、水問題が深刻な国
または水不足の国が31カ国あり、
5億800万人がこれらの国に住んで
いた。2025年までに、このような
国は48カ国に増え、そこに30億人
が生活することになるであろう6。
水不足の状況で生活する人の数は
2倍に増加し、水問題が深刻な状
況で暮らす人は6倍に増大する。

目的によっては、国よりも河川
流域のほうが、水の流量分析によ
り適した構成単位になる。世界の

主要河川流域の多くが、2カ国以
上にまたがっているからである。
現在、23億人が少なくとも水問題
が深刻化している河川流域に住
み、17億人が水不足が慢性化して
いる河川流域で生活している。
2025年までには、この人数はそれ
ぞれ35億人と24億人になる。

国内消費需要
コフィ・アナン国連事務総長に

よると、「安全な水が利用できる
ことは基本的な人間の欲求であ
り、したがって基本的な人権であ
る」という7。

専門家は飲用、衛生、入浴、調
理のニーズを満たすために1人当
たり1日50Îが必要であるという
水の最低基準量（BWR）の概要を設
定し、安全な水を得る権利を判断
する際の基準として認識するよう
主張している8。

国内の水の使用量に関するデー
タの収集方法は各国で異なり、水
質評価の一律の基準は設定されて
いない。入手可能な各国の推計に
よると、2000年時点で、水の使用
量がBWRを下回る国は61カ国あ
り、その人口は 21 億人になる。

2050年までに、BWR基準を下回
る国で生活する人口は42億人（世
界全体の45％以上）になるとみら
れる。

この最低基準量は、農業、生態
系保護、工業など他に必要とされ
る水の用途を考慮に入れていな
い。これらの用途を計算に入れた
場合、消費基準は1人当たり1日
100Îになるであろう。2000年に
は、この基準を下回る国が80カ国
あり、その人口は37億5000万人
であった。2050年までに、これら
の国の人口は64億人まで増加す
る。

世界の多くの場所で、家族のた
めに水汲みをする責任を主に担っ
ているのは女性である。男性と比
べて最高5倍もの時間をこのため
に費やしている。水源が遠くなる
ほど、女性にかかる負担は大きく
なる。

各家庭で使用される水量は、距
離と水源の両方に左右される。例
えば、水源が家から1㎞以上離れ
た所にある公共貯水塔である場
合、通常使用量は1日10Î以下に
なる。貯水塔がこれより近くにあ
る場合、水の消費はこの2倍にも
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図２：1人当たり水資源（地域別・2000年）�
 （年平均：単位m3）�
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なりうる。また水道が引かれてい
る家庭では大幅に増加することも
考えられる。

持続不可能な水の利用
水の需要に対応するために持続

不可能な手段を用いている国は多
い。取水量が自然の作用で補充さ
れる量より多い場合、この超過分
は必然的に地下の貯水層から「掘
り出される」ことになる。この蓄
えは近年形成された局地的な帯水
層の場合もあり、また極端な場合
には9地下の「古世代の水」にあ
る古い水源のこともある。中国、
ラテンアメリカ、南アジアには、
地下水面が毎年1m以上も沈下し
続けている都市がある。

農・工業用に大量の水を使用す
ることが、時に災害をもたらして
いる。最も有名な事例がアラル海
で、ここに流れ込む支流の水が灌
漑に利用されたため、この塩湖は
消滅しつつある。中国の黄河は、
1990年代に毎年、河口から600㎞
の上流まで干上がった。1997年に
は226日間の水枯れという過去最
悪の記録となった10。米国とメキ
シコの国境にあるリオグランデ川
の河口には最近、砂州ができ、水
量の減少を際立たせている。

大規模なダムの建設は、その悪
影響が理解されるにつれ、特に先
進国で減少してきている。悪影響
には、環境破壊、長期定住人口の
立ち退き、農地の消失、下流地域
や時には他国に影響が及ぶような
沈泥などによる水流の停滞があ
る。大規模なダムのプロジェクト
は、トルコ、中国、インドで引き
続き実施されている。

水質

水の利用可能量やその消費量を
数量的に推定するだけでは、水需
要の課題のすべてを把握すること
にはならない。利用可能な水の水
質は適切な状態からは程遠い。世
界保健機関（WHO）は、水量は別と
して清潔な水を利用できない人口
が約11億人いると報告している11。
少なくとも24―30億人が、衛生設
備が整っていないところで暮らし
ている。

このような不備・不足の状況は
農村地域で特に顕著であり、農村

住民の29％は清潔な水を利用でき
ず、62％は衛生設備を利用するこ
とができない。

都市部とその周辺地域での計画
外の急速な人口増加は、水の需要
を満たすための都市部の処理能力
を越えている。公式な統計では初
めて、前回の推定と比較して水の
普及の低下が認められている。都
市部の住民で清潔な水が利用でき
ない人口が少なくとも6％に達し、
衛生設備を欠いている人口は14％
に上るというのが現在の推定だ
が、これは明らかにこの問題を過
小評価している。

水質は使える水の量と密接に関
連しており、また土地利用、農・
工業生産、廃棄物処理に関する決
定にも深くかかわっている。開発
途上国では、下水の90―95％と工
業排水の70％が未処理のまま地表
水に流され、これが利用可能な水
源を汚染している。

水が豊富にあれば、自然のしく
みにより水は循環して浄化され
る。通常は水がだんだんと不足す
るにつれ、水質も徐々に悪化する。
集約的な土地利用と工業発展も水
質に影響を及ぼす。先進国の多く
では、土壌からの化学肥料、農薬、
堆肥の流出物や大気汚染による酸
性雨の影響により、多額の費用と
多量のエネルギーを費やして浄化
や処理を実施し、水質を許容でき
るレベルまで取り戻す必要があ
る。水系への自然な流入パターン
の回復、灌漑、化学物質使用、動
物の排泄物の管理、工業上の大気
汚染の抑制は、水質改善に加えて
全体的な持続可能性の向上に欠か
せない手段である。

新たな課題

利用可能な淡水の3分の2は農
業用水で占められている。ここ数
十年の所得増加により、多くの国
では食用肉の消費が増加してい
る。この消費を賄うためには穀物
と水の使用量を大きく増加させる
必要がある12。

次第に減少していく水を確保し
ようとする競争のために、水質や
分水計画をめぐる経済的・軍事的
な国際紛争の危険性が高まってい
る13。国境をまたぐ水系は200を
超え、13の主要な河川と湖水は

100カ国が共有している状態であ
る。

水の利用可能性、ひいては人類
の居住様式に関する持続可能性
に、地球温暖化が将来的にどのよ
うな影響を与えるかについては、
ほとんど予測がつかない。暴風雨
の激しさや時期と蒸発率を含め
て、降水パターンが気候の温暖化
とともに大きく変化する公算が大
きい。

水不足に対して純粋に技術面の
解決だけ図っても、その効果は限
定される。脱塩した海水は現在の
水の消費量の1％に満たない。こ
れは今後増加すると思われるが、
現在では西アジアの産油国など、
その費用を負担できる余裕をも
ち、水を長距離輸送する必要がな
い国でのみ実行可能である。淡水
を入れた大きなビニール製の袋を
船で曳航する方法は地中海東部で
はある程度有益であったが、海水
脱塩と同様に海に接していない国
や内陸の人々にとってはあまり役
に立たず、規模は限定される。

氷山の輸送などのより大掛かり
な計画は、今日までに実行不可能
であることが証明されている。海
洋上に落ちる大量の降水を集める
ことは実行可能になるかもしれな
いが、これに必要なビニールシー
トが反射する光と熱の影響が問題
を引き起こしかねない。このよう
な水を必要な人々に輸送するに
は、おそらく乗り越えられないほ
どの問題が生じる。他の多くの分
野と同様に、技術はそのままでは
救済につながらない。救済のため
には、政治的・社会的な決断が必
要とされている。これらの決断は
現時点でも困難であろうが、人口
が増加し限られた一定量の資源に
対する需要が増大するにつれ、そ
れが一層困難になることは必至で
あろう。

将来の世界人口へ
の食糧供給

環境悪化、人口増加、疲弊する
農業、不適切な国際間の食糧分配
が問題を提起している。将来に十
分な量の食糧は存在するであろう
か。

「すべての人がいかなる時にも、
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健康で活動的な生活を維持するた
めに、安全で栄養価に富んだ食糧
を入手できる状態」と国連食糧農
業機関（FAO）が定義する食糧安全
保障を欠いている人が20億いる14。

ここ数年、食糧生産よりも人口

増加のほうが早く進んでいる国の
数は多い15。世界の穀物生産高は
1990年から1997年の間に毎年約
1％ずつ増加したが、これは開発
途上国の平均人口増加率1.6％よ
り低い16。1985年から1995年の間

に食糧生産が人口増加に追いつか
なかった国は、FAOの調査対象と
なった開発途上国105カ国のうち
64カ国あった17。主要地域の中で
はアフリカが最も悪い状況にあっ
た。アフリカの46カ国のうち31

東アフリカ�
46

図３：栄養不良人口の割合（地域別・1996－1998年）�
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カ国では、1人当たりの食糧生産
高が低下した18。

1人当たりの平均穀物耕地面積
は、1950年から1996年の間に0.23
haから0.12 haにほぼ半減した。世
界人口が最低でも80億人になると
見込まれる2030年までには、1人
当たりの穀物耕地面積は0.08 haし
かなくなる19。開発途上国に関し
ては、1992年に1人当たりの可耕
地は約0.2haであった。2050年ま
でに、この数値が 1 人当たり約
0.1haに減少する可能性がある20。

国際食糧政策研究所（IFPRI）によ
ると、2020年に、世界中の農業従
事者は1999年の生産高より40％
多く穀物を生産しなければならな
くなる。この推定増加分の大部分
は、新しく開墾した土地での耕作
ではなく、現存する農地での収穫
高の増加によって賄わなくてはな
らない21。

各国に対する影響はまちまちで
ある。オーストラリア、ヨーロッ
パ、北アメリカは輸出向けの余剰
食糧を大量にかかえている22。こ
れらの国の人口増加の速度は遅
く、1人当たりの消費量は増加し
ていない。

これらの国はおそらく現在の水
準を大幅に越える食糧増産を図る
ことも可能であるが、最近の事態
を反映して、集約農法の長期的な
持続性に関しては疑問が投げかけ
られている。最も広く報道された
のは、「狂牛病」（ウシ海綿状脳症）
と口蹄疫の大発生である。しかし、
タマゴと鶏肉に起因するサルモネ
ラ菌中毒、汚染された食肉と水を
原因とする突然変異の薬物耐性大
腸菌感染に対する懸念も大きい。
これらはすべて農業生産高の最大
化とコスト削減の追求に何らかの
意味で関連づけることができる23。

また、食用作物と家畜に対する
遺伝子組み換えに関して大きな論
争が起きている。遺伝子組み換え
食物が人間に直接的な害を及ぼす
とは証明されていないが、この手
法は社会的影響を含めたリスクを
伴い、まだ十分に評価されていな
い。ある英国政府の報告書は、遺
伝子組み換えが生物多様性を脅か
すという懸念を表明した24。

国民を養うのに十分な量の食糧
を自給できないが、不足分を輸入
によって補うことのできる国もあ

る。これらの国には、日本、シン
ガポール、チリ、ペルシア湾岸の
産油国が挙げられる。

FAOによると、世界人口の半分
以上、サハラ以南のアフリカのほ
とんどの人口を含む開発途上国の
人口の大部分が「低所得食糧不足
国」で生活している25。

低所得食糧不足国では、国民の
需要を満たすだけの量の食糧を生
産しておらず、その差を埋められ
るだけの輸入もできない。FAOの
1999年の推定によると、これらの
国では8億人弱が慢性的な栄養不
良状態にある26。

食糧不足国の問題

多くの低所得食糧不足国では、
土壌劣化、慢性的な水不足、不適
切な農業政策、急速な人口増加の
ために食糧生産能力が低下しつつ
ある27。穀物の生産高と市場需要
の間の格差は、南アジアで1990年
の100万tから2020年には2400万t
に増大し、サハラ以南のアフリカ
では900万tから2700万tに増大す
ると予測される。これらの穀物不
足地域における生産と需要の格差
は、貧困が大幅に緩和されない限
り一層拡大する28。

低所得食糧不足国は、食糧安全
保障の達成を阻む以下のような制
約に直面している。

• 限られた可耕地 食糧増産は、
現存する農地の中で実現しなけ
ればならない29。可耕地は理論
上ではさらに40％、20億haの
増加が可能であるが、未耕作地
の大部分は土壌が悪く、降水量
が不十分か過剰な辺境の土地で
ある。このような土地で生産を
するには、費用がかかる灌漑と
水管理システム、肥沃な土壌を
作るための大規模な手段を講じ
る必要がある。また、これらの
土地の大部分は現在森林地帯に
あるため、森林伐採が土壌浸食、
劣化、局地的気候変動に対する
予測不可能な結果などを引き起
こしかねない。

• 家族農場の規模縮小 急速な人
口増加の影響の一つが、家族農
場の規模縮小である。開発途上
国の多くでは、小規模家族農場

の規模が過去40年間で半分にな
った。世代を経るごとに農地を
さらに小さな区画に分割し、ま
た後に続く世代が常に前の世代
の人数を上回っていたためであ
る。例えば、FAOが1990年代初
頭に開発途上の57カ国で実施し
た調査によると、1haに満たな
い農場が半数以上あり、4人か
ら6人の子どもがいる平均的な
農業世帯を養うには不十分であ
った。インドでは全農場の5分
の3が1ha未満である30。

• 土壌劣化 20億ha近くの耕作地
と牧草地が、中程度から重度の
土壌劣化の影響を受けている。
これは米国とメキシコを合わせ
た面積よりも広い31。土壌を酷
使し放置すると、土壌劣化の主
要因である風雨によって土地の
浸食は簡単に進む。ずさんな灌
漑や排水は、浸水や塩類化によ
って土地を使い物にならなくす
る（以下を参照）。また、肥料、
除草剤、農薬の乱用も土壌劣化
の一因となる。

土壌浸食をはじめとする土壌劣
化は、毎年500万から700万haの
耕作地を犠牲にしている32。カザ
フスタンの例を挙げると、同国の
土壌管理研究所は、2025年までに
は耕作地の半分近くが土壌浸食と
土壌劣化によって失われると推定
している33。世界全体では、最低
でも10億人の農業従事者と牧畜従
事者が、土壌劣化によってその生
計を脅かされており、そのほとん
どの人が開発途上国に住んでいる
34。

• 水不足と水質悪化 （前項を参
照）灌漑農業用水は、世界全体
で人間が年間に使用する水量の
約70％を占めている。水が不足
すると、農家は食糧供給を持続
するのが困難になる場合が多
い。例えば、インドのウッタル
プラデシュ州では、20年間で水
不足の村の数が1万7000から7
万に急増し、穀物生産を圧迫し
ている35。

また、国内での水をめぐる争い
に対する政府の憂慮は深まりつつ
ある。例えば、中国では水をめぐ
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る争いが激しさを増しているよう
である。2000年8月に広東省陸河
県の公務員が裁判での調停に従っ
て水路を爆破し、隣接する県（普
寧市）が黄河から水を引くのを阻
止しようとした際には、6人の死
者が出た。両県の農民は河川の水
に依存して作物の灌漑を行ってい
る。水の供給がますます制限され、
汚染が進むにつれ、これらの県の
収穫高（と収入）は大幅に減少しつ
つある36。

• 灌漑の問題 食糧供給は水不足
だけでなく、非効率的な灌漑方
法によっても脅かされている。
灌漑耕作地は全耕作地の17％の
みであるが、これが世界の総食

糧供給量の3分の1を生産して
いる37。灌漑用に取水された全
水量のうち、実際に作物に達す
るのは半分以下である。残りの
水量は、内壁が整備されていな
い運河に染み込み、パイプから
漏れ、または耕作地に達するま
でに蒸発してしまう38。

FAOの1995年の推計によると、
計画が不完全で設計が悪い灌漑シ
ステムのために、灌漑耕作地の半
分で収穫高が減少している39。二
つの主な問題が作物の塩類化と浸
水害である。FAOの推定では、土
壌内の塩類の蓄積によって世界中
の灌漑耕作地2億5500万haのうち
2500―3000万haが深刻な被害を受

けている40。さらに8000万haが塩
類化と浸水の双方による影響を受
けている41。塩類蓄積の要因だけ
でも、平均して毎年約150万haの
灌漑耕作地が作物生産できない状
態に追い込まれるが、このうち半
分ではその後も作物が作られてい
る42。国際灌漑管理研究所による
と、本来は増大する食糧需要を満
たすために灌漑耕作地を増やすべ
き時期に、このような問題から世
界の灌漑耕作地が実際には減少し
ていく可能性があるという43。

• 浪費 毎年、膨大な量の食糧が、
ネズミや虫に食われたり、輸送
中の損傷や紛失のために無駄に
されている。例えば、中国では
収穫された穀物の25％が無駄に
なっていると推定され、その大
半がネズミまたはその他の害虫
の口に入っている。同様にベト
ナム政府によると、劣悪な保存
状態と保存方法のため、同国で
収穫されるコメの約13―16％、
野菜の20％が無駄になっている
という44。

遺伝子多様性の価値

定住農業は1万年前にさかのぼ
るほど古く、また約5万品種の食
用植物が発見されたにもかかわら
ず、世界の食糧エネルギー摂取量
の90％を供給するのは15種の作
物にすぎない。このうちコメ、コ
ムギ、トウモロコシの三大穀物が、
40億人の主食となっている45。わ
ずかな作物だけに依存することは
危険である。というのは、単一栽
培では病気が急速に蔓延するから
である。1840年代に起きたアイル
ランドのジャガイモ飢饉はこのよ
うな事例であって、同国民の5分
の1が餓死に追いやられた46。

FAOの推計によると、1900年以
降栽培用農作物の遺伝子多様性の
約4分の3が失われた47。野生品種
から常に新たな遺伝子を導入しな
い限り、遺伝学者は主要食糧の改
良を続けることができない。栽培
変種植物（栽培植物）には、病気や
害虫に対する抵抗を高めるために
5年から15年ごとの強化が求めら
れ、また干ばつや塩類化した土壌
に対する耐性の増大など収穫量を
高める新たな特性を導入しなけれ

囲み　３

養殖漁業に対する賛否両論

20世紀の間に海洋漁獲量は25倍に増加し、300万 tから
1989年のピーク時には約8200万tに達した。1990年には漁獲
量が減少し、捕獲努力の強化にもかかわらずそれ以降停滞し
ている。
FAOによると、世界の商業用海洋魚類の69％は「取り尽く

されているか乱獲されているか、またはゆっくりと回復しつ
つある」という。商業価値のある海洋種の3分の2が減少して
おり、緊急な管理が必要な状態にある。
世界全体では、約2億人が漁業によって生計を立てている。
沿岸地域の急速な人口増加により魚に対する需要が高まる

一方、世界の主要漁業水域15カ所のうち4カ所を除く全水域
で、乱獲と汚染により漁獲量が減少している。
多くの開発途上国は、動物性タンパク質としての海産物へ

の需要増加を満たすため、養殖漁業への依存を増しつつある。
養殖では、魚を消費用に数多く産出し、飼育する。1995年に
人類が消費した食用魚の4分の1が養殖魚であった。
他の技術と同様に、養殖にも弊害が伴う。一例としては、

集約的な養殖はそれ自体が汚染源である。余剰飼料と糞を半
包囲区域にまき散らし、水中の酸素不足を引き起こす。
また、養殖魚は成長するために他の魚からのアミノ酸を必

要とする。これらは野生の魚から作られた高タンパク質の粒
状飼料という形で与えられる。小エビ1kgの養殖に、海洋魚
類約5kgから作る魚粉が必要となり、最終的に大きなタンパ
ク質の損失が見られる。野生の魚類に依存した養殖は、海洋
生態系にさらに負担をかけることになる。
浅い湖や河川における養魚用ケージと養魚池の急増から、

土壌の浸食、沈積作用、沈泥による水流の停滞が生じている。
養殖魚が河川、湖水、沿岸水域に逃げ出すことで、すでに滅
びつつある野生の魚類にとっては大きな脅威になっている。
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ばならない。最も効果的な実施方
法は、栽培品種と野生品種を異種
交配させることである。

植物の品種改良家は、穀物をは
じめとする栽培植物の野生品種の
遺伝子が破壊され続けていること
に愕然としている。熱帯林の破壊、
急速な都市化、生命の宿る湿地帯
の破壊、乾燥地帯での過剰耕作に
より、栽培作物の野生原種の原生
地が数多く破壊されてきた48。国
際乾燥地域農業研究センターによ
ると、植物遺伝子の消失を止める
か、または大幅に減速させない限
り、世界全体の約4分の1に当た
る6万の植物種が2025年までに絶
滅する可能性がある49。

食肉消費革命

多くの低所得食糧不足国にとっ
て、増加する人口への食糧供給は
同じ面積の土地から今以上の生産
高を上げることを意味する。カナ
ダ人地理学者のバーツラーフ・ス
ミルの推計によると、人工化学物
を使わずに1人分の菜食食品を供
給するために必要とされる土地の
最低面積は0.07haであり、1エー
カーの4分の1弱に当たる。これ
に基づき、ポピュレーション・ア
クション・インターナショナル
は、現在約4億2000万人が土地不
足の開発途上国に住んでいると推
計した。開発途上国の出生率と人
口増加が今後も低下すれば、2025
年にはこの人口は5億6000万人に
なるとみられる。低下しない場合
は、この人数が10億4000万人に
なる可能性がある50。

IFPRIによると、「開発途上国で
は需要に押された家畜革命が起こ
りつつあり、地球全体の農業、保
健、生活、環境に深い影響を与え
ている」という51。IFPRIは、開発
途上国の食肉需要が1995年から
2020年の間に倍増し、1億9000万t
に達すると予測している。開発途
上国の食肉需要は穀物需要よりも
急速に増加し、その年間増加率は
穀物が1.8％であるのに対し3％近
くになる。1人当たりの食肉需要
は、1995 年から 2020 年の間に
40％増加する。

これは、次世代中に開発途上国
での家畜飼料用の穀物需要が2倍
になることを意味する。2020年ま

でに、穀物飼料需要は4億5000万t
弱に到達すると推測される。すで
にアジアの多くの地域で顕著にな
りつつあるこの傾向を考慮する
と、トウモロコシに対する需要は
他の穀物よりも急速に増大し、今
後20年間にわたり年間2.35％増加
する。需要の増加分の3分の2近
くが、家畜飼料用に使われる。

中国では、所得増加と食生活の
変化により、鶏肉と豚肉を中心に
膨大な食肉需要が生じている。今
後20年間で総食肉需要は2倍にな
り、穀物生産者への圧力は強まる。
ちなみに、食肉1kgを生産するに
は、4―5kgの飼料が必要とされる52。

食糧安全保障への動き

健康を維持するために十分な量
の食糧を誰もが確実に入手できる
ようにすることを意味する「食糧
安全保障」を達成するには、食糧
増産と同時に、環境保護のための
行動が必要とされる。貧困国の人
口増加を緩和できれば、持続可能
な食糧生産を達成するための時間
的余裕が生まれるであろう。女性
のエンパワーメント（能力強化）を
はじめとする人口増加を鈍化させ
るための行動は、食糧増産を左右
する天然資源基盤の保護にもつな
がる。

食糧増産 2025年までに80億人
近くに達すると推定される人口を
養い、その食生活を改善するため
には、世界は食糧生産を現在の水
準の 2 倍に高める必要がある 53。
ここ数年、前途有望な品種開発が
いくつか行われている。収穫高を
25％増加させる性質をもつスーパ
ーライスという新品種54、収穫高
の40％までの引き上げが可能で、
劣悪な耕作地でも栽培できるトウ
モロコシの改良品種55、葉枯れ病
への抵抗力をもつジャガイモの新
種56などである。

1960年代の緑の革命の経験は、
技術革新と市場原理によって大幅
に食糧を増産することが可能であ
っても、これらが必ずしも食糧安
全保障問題の解決にはつながらな
いことを示唆している。例えば、
収穫量の高い新品種には特別な肥
料と農薬が必要になる。これらの
投入により収穫は増えるが、生態

系のバランスを崩して新たな病気
や害虫問題を生み、さらなる投入
の必要性を引き起こすことが明ら
かになりつつある。所得の低い地
域では、このような投入は多額の
出費を意味し、投資のための預金
を多くもつ大規模な耕作地の方が
成功しやすい。これに対し小規模
な農家ほど成功を収める可能性が
低くなり、耕作地の引き渡しを余
儀なくされ、所得の不安定な臨時
雇い労働者になる場合さえある。

アマルティア・センをはじめと
する学者が指摘しているように、
食糧不足の問題は絶対的なもので
はなく、所得に関連していること
が多い。飢饉の間、貧困層は飢え
に苦しむことが多いが、その一方
で、彼らの手の届かない所には食
糧は豊富にある。飢餓を防ぐため
には、総合的な責任ある統治、食
糧の生産と供給の管理、適正価格
を維持するための緊急用備蓄とい
った社会的仕組みが必要である。

環境保護 環境保護は国の食糧
生産の可能性を高める57。食糧安
全保障を達成するためには、土地
や水資源の悪化という現在の潮流
を各国が変えていく必要がある。
このための具体的な行動として
は、土地所有改革をはじめとする
国の管理や、集約的な肥料の使用
と灌漑を必要とする換金作物用地
を中心とする土地利用の慎重な見
直しが挙げられる。形態の異なる
土地利用の間での妥協が必要にな
る場合もある。例えば、水の供給
を増加するためのダム建設と、ダ
ムによる貯水場と引き換えに失わ
れる可耕地のバランス、または収
穫量の増加と環境にかかるコスト
のような問題である。適切なバラ
ンスを見出すためには、関係者全
員による慎重で責任ある話し合い
が求められる。

頻繁に生じる問題の一つは、遠
隔地に散在している政治力をほと
んどもたない地域の土地資源と水
資源に対して、代替使用案が提案
されることである。このような地
域の利益は保護される必要があ
る。これらは地元の利益以上のも
のを含む場合も多く、慎重に考慮
すべきである。このような遠隔地
域は、重要な高地の分水界地域で
あるかもしれず、また遺伝子多様
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性を保護する森林であるかもしれ
ない。短期的な食糧増産の見通し
よりも、これらの要因を考慮した
複雑で長期的な視点に立った計算
の方が重要なことがある。

耳を傾けるべき地元の声は、家
族のために食糧、水、燃料を調達
する責任を中心になって担う女性
の声である。食糧不足国の大部分
において、女性が土地と水の資源
を管理する権限は、その責任に見
合ったものになっていない。この
点に関する女性のエンパワーメン
トを目指す行動には、ヘルスケア
と教育が含まれる。ヘルスケアと
教育は、女性が子どもの数や家族
の規模も含めて、生活のその他の
面を管理することにも貢献する。

最貧国であっても、特に表土と
淡水源をはじめとする自国の資源
基盤を守り、土地の生産性を改善
し、農業収穫高を増加させ、将来
的に食糧安全保障を達成すること
は可能である。しかし、これを成
功させるには、多様な利害を調整
する責任ある統治、食糧安全保障
に対するコミットメント、熟慮さ
れた行動、国際社会の協力が必要
である。

温室効果ガスの
排出と気候変動

二酸化炭素をはじめとする「温
室効果ガス」は、大気中に熱を取
り込み、地球表面の平均気温を上
昇させる。二酸化炭素の排出量は
1900年から2000年の間に12倍に
なり、年間排出量は1900年の5億
3400万tから1997年には65億9000
万tに達した58。

同じ期間に世界人口は16億人か
ら61億人へと4倍近くになり、石
油、ガス、石炭などの化石燃料の
消費はだんだんと増加している。
農業の拡大、森林破壊、ある種の
化学製品の増産も、大気中の温室
効果ガスを増加させている。

化石燃料から供給されるエネルギ
ーがなければ、世界人口は現在の規
模には達しなかったものと思われ
る。逆にいえば、増加する人口から
生じる需要が、エネルギーの探査と
生産に向けて拡大し続ける市場を形
成してきたとも言える59。

気候変動は深刻な影響を与える。
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気候変動に関する政府間パネル
（IPCC）では、今後100年間に5.8℃
も地球の気温が上昇すると推定し
ており、これは過去1万年にさか
のぼっても例を見ないほどの上昇
率である60。IPCCの「最良のシナ
リオ」では、2100年までに海水面
が約50cm（15―95cmの範囲で）上
昇すると推定しており、これは前
世紀中の上昇をはるかに上回る61。

海面の上昇が人類と生態系に与
える影響には、洪水の増加、海岸
の浸食、帯水層の塩類化、沿岸の
耕作地と湿地帯や居住地域の消失
がある。ハリケーンをはじめとす
る悪天候の程度や頻度も増し、増
加しつつある沿岸地域に住む人々
に危険をもたらす62。

地球の表面温度の上昇と降水の
量、激しさ、地理的分布の変化に
よって、おそらく再生可能資源の
世界地図が塗り替えられるであろ
う。このような気候変動が世界全
体の純農業生産に影響しようとし
まいと、このために各地域間、各
国間、および各国内で、生産性の
高い場所が移動しつつあるのはほ
ぼ確実である63。

例えば、最近の予測によると、
米国全体の農業生産高は減少しな
いが、降水量と気温の変化によっ
て、米国のある地域は他の地域に
比べて大きな打撃を受ける可能性
が高いという64。気候変動に関す
る政策は、世界経済および地球規
模の生態系に対する影響に加え
て、変化しつつある地域と国の命
運にも対応する必要がある65。

温暖化は公衆衛生上も大きな脅
威となる。降水量の分布の変化に
より、水問題が非常に深刻な地域
で生活する人の数は著しく増加
し、また、その人口の増加によっ
て水問題はさらに悪化していく66。
また、マラリアやデング熱など気
温の影響を受けやすい熱帯病の発
生地が地理的に拡大する可能性も
ある67。平均気温の上昇は、現在
よりも長期的で強烈な熱波が存在
することを意味し、これに伴って
暑さに起因する健康問題が増加す
る。

人口増加と気候変動が複合的に
作用した結果、地域的な資源不足
を招き、ひいてはそれが丘陵の斜
面、氾濫原、沿岸地域、湿地帯な
どの環境変化の影響を受けやすい

囲み　５

氷の溶解が裏づける温暖化の進行

米国航空宇宙局（NASA）の研究によると、地球最大の島を覆
う氷床が場所によっては年間1m近くものスピードで急速に薄
くなりつつある。同研究では、この溶解が（少なくともその一
部は）人間の活動に起因する地球温暖化によって引き起こされ
ている確率は98％であると推定している。
2000年のサイエンス誌に掲載された記事の中で、NASAの

科学者ビル・クラビルは、グリーンランドの氷床が年間約51
㎞3ずつ消失しており、これは地球全体の海面を年間0.01㎝
ずつ上昇させるのに十分な量であると報告した。
「この程度の海面上昇では沿岸地域の脅威にはならないが、

これらの結果は氷床の端の部分が変化しつつあることを証明
している」とクラビルは語っている。「氷の溶ける量が増大し
ていることだけでは、氷床が薄くなりつつあることの説明が
つかない。氷が氷河を通って海洋に流出する速度が以前にも
増して速くなっているに違いないと思われる」
他のいくつかの研究でも、北極の氷層と世界中の山岳氷河

が過去数十年の間に大きく減少し、現在も急速に減り続けて
いる点が指摘されている。

Source: Krabill, W., et al. 2000. "Greenland Ice Sheet: High-elevation
Balance and Peripheral Thinning." Science 289: 428-430.

囲み　４

不均等な環境への影響

地球の気温が上昇するにつれ、その影響は世界各地で感じ
られるようになるが、影響が均等に及ぶわけではない。例え
ば、北方の地域の一部では、気温が温暖になり成育期が延び
るといった利点があるかもしれないが、それ以上に多くの悪
影響が見込まれる。これらの悪影響には以下のものが含まれ
る。
・海洋の温暖化と氷河の溶解により、地球全体の海面が平均
で0.88mも上昇する。これにより低地にある沿岸都市や小
規模な村落が水没する可能性がある。
・温帯、亜熱帯および熱帯地域での農業や漁業の生産性の低
下。
・暴風雨、洪水、干ばつ、熱波、雪崩、暴風が今まで以上に
予測しにくくなり、発生頻度が増え、その程度も激しくな
る。それに伴い人間の健康も脅かされる。
・マラリアやデング熱など虫が媒介する感染症の発生地の拡
大。
・土壌浸食の増加、熱帯林の乾燥化と縮小、成長の速い雑草
など外来種の侵入。
・適応や移動ができない動植物の絶滅が加速する。特に人間
の活動のために生息地が隔離または分散されてしまった所
では、多くの種が絶滅の危機に瀕している。現存する動植
物の生息地の3分の1までが、2100年までに消失する可能
性もある。
・生態系が破壊されやすい熱帯地域にある南の国、小さな島、
または大規模な砂漠は、気候変動の打撃を最も大きく受け、
またそれに適応できる可能性もほとんどないと思われる。
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地域の開拓につながることも考え
られる68。このような状況により、
環境難民、世界規模の経済移民、
これに伴う社会政治的問題が増加
しかねない69。気候と環境に関す
る政策は、21世紀における人口の
絶対数に加えて、その地理的分布
と移動にも対応するものでなけれ
ばならない70。

人口と気候に関する政策

1970年以降、1人当たりの平均
二酸化炭素排出量は比較的変化を
しなかったため、過去30年間にわ
たる世界規模での産業排出量の増
加は、人口の増加と密接に関係し
ていると言える 71。したがって、
人口動向と人口政策は、過去にお
いては排出量の上昇カーブを決め
る主要な役割を果たし、将来にお
いてはその役割がさらに大きくな
る可能性がある72。

気候変動枠組み条約に対する
1997年の京都議定書が批准されれ
ば、「付属書B」国38カ国（主とし
て先進国）は、2008－2012年（以降
は2010年とする）の間に、自国の
温室効果ガス排出量を、1990年比
で平均5.2％削減することを公約
することになる73。この問題の主
な原因となっているのは先進国で
あり、原因をつくった先進国が初
めに行動する義務があるという基
本原則から、開発途上国（非付属
書B国）はこの議定書において特定
の排出制限の義務を課されていな
い74。

京都議定書は人口に言及してい
ないが、人口要因は議定書の成否
を左右し、さらに将来の気候に関
する政策に大きな影響を与える。
議定書は各国の排出量制限に基づ
いている。1990年から2010年の間
に、出生率または移民による人口
の増減があったとしても、この制
限が調整されることはないとみら
れる75。発展した経済圏においては、
特に、人口の増加が住居、自動車、
その他の消費の増加につながるた
め、人口増加と経済成長が著しい
国々は、京都議定書で採用されて
いる国ごとに制限を設ける形式の
下では相対的に不利になる76。

主な付属書B国の間に見られる
人口に関する差異は、今後も継続
し、2012年以降は急速に拡がると

予測される。例えば、米国の人口
は 1990 年の 2 億 5500 万人から
56％増加し、2050年には3億9700
万人（中位推計）に達すると推計さ
れる77。一方ドイツは、同じ期間
に7900万人から7100万人へと人
口が10％減少するとみられ、ロシ
アでは1億4800万人から1億400
万人へと30％減少すると推定され
る。

開発途上国（非付属書B国）の人

口予測は、さらに国による違いが
大きくなる。例えば、パキスタン
の人口は、1990年から2050年の間
に（189％増加し）1億1900万人か
ら3億4400万人に増加すると推定
される一方、韓国は同期間に4300
万人から5160万人に増加するにす
ぎない（20％の増加）。

先進国（付属書B国）全体では、1
人当たりの排出量は1970年以降比
較的変動がなく、1人当たり3tを

囲み　6

先行き不透明な運命に直面する京都議定書

長年にわたり、科学的な検討と慎重な国際議論を重ねた末
に、米国は1997年の会議で京都議定書を支持した。しかし、
2001年2月、米国のブッシュ新政権は、京都議定書が科学的
根拠が弱く、すべての国の二酸化炭素排出量の制限につなが
らないという理由で同議定書の不支持を表明し、別の合意を
要求した。ここで要求されている排出量削減は、米国経済に
打撃を与えるというのが米国の主張であった。
世界の反応はおおむね批判的であり、特に科学界と欧州連

合（EU）諸国でその傾向が強かった。2001年5月に、米国政府
が温室効果ガス排出の主要因である化石燃料のガス、石油、
石炭の供給量増加を目指す新しいエネルギー政策を発表した
際には、さらに懸念が強まった。世界人口の4.6％を占めるに
すぎない米国は、すでに世界の温室効果ガス排出量の4分の1
を占めている。米国民1人当たりの排出量は、深刻な温暖化
を引き起こさずに大気圏が維持できると科学者が考える水準
の5倍に達している。
他の先進国の中にも、議定書にある排出量削減期限内での

達成に確信をもてないと表明する国が複数出てきた。
次回の京都議定書に関する交渉は、本白書の発表後に実施

される予定である。米国とそれ以外の国の間にある行き詰ま
りを打破できなければ、排出量削減は先送りされる。世界で
最大の経済圏であり、温室効果ガスの最大排出国である米国
を除いた合意は、実効性に乏しくなるであろう。
科学面における合意は一層強固なものとなった。2001年に

は、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の作業部会が、温
室効果ガスが環境と人類にもたらす可能性のある影響に加え
て、気候に対する影響の予測についてもより広範囲にわたる
合意に達し、確信を深めている。
しかし、取るべき行動については依然として意見の一致が

見られない。IPCCは各国に対し、温室効果ガス排出量を制限
または削減する一連の政策手段（課税、許認可制、助成金、技
術性能に関する基準設定、エネルギー源多様化の要求、製品
禁止、自主協定、公共投融資、研究開発援助を組み合わせた
手段）を採択し、よく計画された国際協定を締結するよう求め
ている。気候変動が緩和できるかどうかは、これらの政策を
より広範な政策目的に統合できるか、また長期的な社会変動
および技術転換を達成する戦略を採用するかどうかにかかっ
ていると同パネルは断言した。
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超えた範囲で上下している。1950
年に開発途上国（非付属書B国）の
1人当たりの平均排出量は0.1tにす
ぎなかったが、1996年までには6
倍になって0.59tに達し、現在も増
加し続けている（図5参照）78。開
発途上国の1人当たりの排出量は
先進国の排出量を依然として大き
く下回っているものの、その差は
1950年の1対17から1996年には1
対5にまで縮まり79、この傾向は
今後も続くと見込まれる。

差が縮小した理由のひとつに
は、米国をはじめとする先進国で
すでに見られるように、開発途上
国でも子どもの数が少なくなるに
つれて世帯規模が小さくなり、エ
ネルギー使用における規模のメリ
ットが失われつつある点がある。
1990年に平均的な世帯の規模は、
先進国で2.7人、開発途上国で4.8
人であった。ある分析では、2050
年までにこの比率が2.6対3.4にな
って差が縮まる可能性があると推
定している80。また、人口の高齢
化も世帯1人当たりの温室効果ガ
ス排出量に大きな影響を与える可
能性がある81。

1995年には、1人当たりの化石
燃料による二酸化炭素排出量が最
も多い国に住む世界人口の20％
が、世界全体の総排出量の63％の
原因をつくっていた。1人当たり
の排出量の少ない方の世界人口
20％が排出したのは、二酸化炭素
総排出量の2％にすぎない82。

今後の目立った人口増加のほと
んどは、開発途上国で生じると予
測される（特筆すべき例外は米国
である）83。開発途上国の排出量は
21世紀はじめには重大な要因とな
り、今後の国際的な気候変動に関
する条約は、この来たるべき人口
の現実に対応する必要がある 84。
先進国のみならず、中国やメキシ
コなどの主要な開発途上国の1人
当たりの排出量も削減されなけれ
ばならない。

森林、生息地、
生物多様性

現在、人間は農業、林業、その
他の活動を通して、地球上の生物
の産出物の39―50％以上を利用ま
たは自分たちのためだけに専有し

ていると推測される85。最後の氷
河時代が終わってから、世界の森
林の半分が失われ、人為的な影響
を大きく受けずに残っている大規
模な未開墾の原生林は22％にすぎ
ない86。過去数十年間で人口増加
が頂点に達するにつれ、森林破壊
の率も史上最高の水準に達した。

過去40年間で、世界の1人当た
りの森林面積は平均 1.2ha から
0.6ha以下へと50％以上も減少し
た。これは森林面積の減少と人口
増加の両方に起因し、人間と人間
が依存する森林の良好な状態を脅
かしている。森林の削減率（残存面
積と比較した消失面積）はアジアで
一番高く、次いでアフリカと中南
米が高い。現在進行中の森林消失

は、先進国の一部で見られる森林
の植林と再生の増加によって、一
部（約10％）相殺されている87。

熱帯林には、世界に残存する多
様な生物（動植物の種）の50％が生
息すると推定される88。現在の急
速な森林破壊に何も手を打たずに
いると、最後の貴重な原始熱帯林
が50年以内に伐採される可能性も
ある89。生息地の破壊が種の絶滅
の主要因になっているため、熱帯
林の消失が地球の生物多様性の取
り返しのつかないほど深刻な減少
に直結する公算は大きい90。

熱帯林のバイオマス（地上と地
下の双方を含む）は、地球の生態
系において相当量の炭素を吸収し
ている。化石燃料の燃焼に次いで、

囲み　７

環境に関する国際合意と人口

人口変動は、天然資源または世界共有の資源の減少および
使用に関する国際的な政策に重大な影響を与える。例えば、
気候に関する国際的な合意の実効性と公平性は、人口の分布、
移動、増加率または減少率に加え、人口の規模と1人当たり
の炭素排出量の影響を受ける。
同様に、ある国が森林、生物多様性、淡水、沿岸および海

洋地域の保護を目指した合意を遵守できるかどうかは、その
国の現在および将来の人口の規模、増加（または減少）率、国
内分布にある程度左右される。
ほとんどの先進国の1人当たりの温室効果ガス排出量は、

地球温暖化を減速または停止させるために達成すべき水準を
はるかに超えている。多くの開発途上国では、1人当たり排出
量がこの基準を下回っている。
また、人間の健康に関する合意、例えば淡水と食糧の必要

量や品質に関して最低基準を設けている合意なども人口変動
によって大きく左右される。
環境に関する目標は、法的拘束力の有無にかかわらず、人

口が安定し、その増加がわずかもしくは若干の減少が見られ
る場合には、ほとんど例外なく達成が容易になる。しかし人
口は、環境に関する国レベルの戦略や行動計画と同様に、環
境に関する合意の交渉と形成の場においてもないがしろにさ
れることが多い。あらゆる規模の環境に関する合意に人口の
データ、推移、予測をよりうまく組みこむ機会は数多くあり、
そうすることで、環境に関する合意の効率性、公平性、長期
的視野での柔軟性を向上させることができる。

Sources: Meyerson, F.A.B. 1998. "Toward a Per Capita-based Climate
Treaty: Reply." Population and Development Review 24:804-810; and
Engelman, R. 1998. Profiles in Carbon; An Update on Population,
Consumption and Carbon Dioxide Emissions. Washington, D.C.:
Population Action International,
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熱帯林破壊が、温室効果ガスの主
成分である二酸化炭素の2番目の
主原因になっている。現存する熱
帯林のうち法律で明確に保護され
ているのは8％にすぎず、法的な
保護が実際の保護につながってい
ない場合も多い91。

国際的な開発および環境保護団
体は、保護区内の土地と生物資源
に依存する開発途上国のための戦
略として、「開発・環境保護プロ
ジェクト」を推進してきている92。
熱帯公園は周辺の未管理地域に比
べると、いくらか土地開拓（森林
伐採）を抑制する効果をはたして
いる93。しかし、このようなプロ
ジェクトを実施することで、残存
する森林に対する人々の関心をか
えって高めてしまうこともあり、
熱帯林伐採を緩和する効果がまち
まちであったり、成果があまりな

かったりしている94。
人口増加、人口密度、上述以外

の人口変数、およびそれらが森林
破壊に及ぼす影響は、このような
背景において非常に重要でありな
がらあまり研究されていない要因
である95。残存する大規模な熱帯
林地帯を抱える国の多くは、人口
増加率が最も高い国々（年間 2 ―
4％）でもある96。引き続く国内お
よび国際間の人口移動も、森林、
生息地、生物多様性に影響を及ぼ
す重要な要因である。

中央アメリカで行われた最近の
研究によると、人口密度と森林地
帯の消失には密接な関係が見ら
れ、このことは地域、地方、国家
のレベルにかかわらず、時間を超
えて、保護管理区内外の双方で当
てはまるという97。

これまでの事実から、非常に低

い人口密度（km2当たり1―2人）を
維持できる地域でなければ、保護
区内の森林を基本的に未開墾のま
ま守ることはできないことが明ら
かになっている98。残念なことに、
開発途上国の森林保護区内および
その周辺の人口増加率と出生率は
非常に高いことが多く、隔離され
た状態にあることが多い。このよ
うな遠隔地域ではリプロダクティ
ブ・ヘルスケアへのアクセスと避
妊実行率は非常に低い99。

持続可能な森林管理とその他の
持続可能な開発のアプローチによ
り、生息地破壊と生物種の絶滅を、
ある程度は止められる見込みがあ
る。しかし、熱帯地域を中心に今
後数十年にわたって人口増加が予
測されており、森林、生息地、生
物多様性の保護を目指す土地利用
と食糧や燃料の生産などの人間の
ための土地利用との間で、今後も
厳しい選択を迫られることは避け
られない。

地域別の環境動向
以下は、国連環境計画（UNEP）

の『世界環境概況2000』（GEO－
2000）で報告されているアジア、ア
フリカ、ラテンアメリカの主要な
環境動向のハイライトである100。

アジア・太平洋地域

世界の陸地の29.5％を占めるア
ジアは、世界人口の60％を支えて
いる。アジアでは人口密度が高く
貧困が広範囲に及んでいるため、
環境に大きな負荷がかかってい
る。主な課題には以下の点が挙げ
られる101。

土壌劣化：最低でも13億人（ア
ジアの人口の39％）が、干ばつや
砂漠化が起こりやすい地域に住ん
でいる。アジアではすでに 3 億
5000万ha以上の土地が砂漠化して
いる。アジアの植物栽培地の約
20％（約5億5000万ha）は、土壌
劣化の影響を受けている。インド、
イラン、パキスタンでは、水と風
による浸食が土壌劣化の主要因に
なっている。インドでは、土壌の
27％もが深刻な浸食の影響を受け
ている。中国、インド、パキスタ
ンはいずれも、過度の地下水灌漑

囲み　８

「生物多様性ホットスポット」の保護

生物多様性（生物学的多様性）とは、すべての生物体、生物
種、個体数、これらの遺伝子多様性、群集・群落と生態系の
複雑な群がりを示す。また、遺伝子、種、生態系の相関関係
とそれらと環境との相互作用にも関連している。
「生物多様性ホットスポット」とは、動植物の種が非常に

豊かでありながら、それらが人間の活動によって脅かされて
いる地区である。ホットスポットをすべて合わせても世界の
陸地のわずか2％を占めるにすぎないが、地球上のすべての
種の半分強がここに存在している。
ほとんどのホットスポットの悲惨な状況は、人口増加とホ

ットスポットへの人口移動が直接の原因となって生じている。
ポピュレーション・アクション・インターナショナルが実施
した調査によると、1995年までに世界人口の20％に相当する
約11億人が25のホットスポットで生活していたことが判明し
た。さらに、これらの地域の年間平均人口増加率は1.8％で、
世界全体の増加率1.4％より大幅に高く、開発途上国の平均で
ある1.6％さえも上回っていた。
壊れやすい生態系を有する様々な場所で、国連人口基金

（UNFPA）は国際および国内NGO（非政府機関）と協力して、収
入創出、環境保護、リプロダクティブ・ヘルスを結びつけた
地域に根ざしたトレーニングを実施している。
国連財団からの資金提供により、バングラデシュとインド

においてサンダーバンスを保護する活動が始まっている。サ
ンダーバンスとはベンガル湾の低湿地と森林からなる他に類
を見ない地域で、様々な動物が生息しベンガル文化の中で大
事にされている場所である。その一方で、世界で最も貧しい
人々が暮らす地域でもある。
また、UNFPAはエクアドルの要生態系保護地帯でもプログ

ラムを開始している。コンサベーション・インターナショナ
ル、ワールド・ネイバーズ、世界自然保護基金（WWF）とこれ
らの地元の支部によっても、同様の努力が進められている。
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に起因する土地の塩類化に悩まさ
れている。また、過剰な農薬の投
入もアジアの多くの国で土壌劣化
を引き起こしている。

森林破壊：主に木材資源の持続
不可能な伐採と無制限な農業拡大
が原因で、アジア全体で森林地帯
が急速に減少している。アジアに
おける最近の森林破壊の4分の3
を6カ国（中国、インドネシア、マ
レーシア、ミャンマー、フィリピ
ン、タイ）が占めている。メコン
川流域など数多くの森林が、ほぼ
壊滅に近い状態になるまで伐採さ
れてしまっている。アジアの数カ
国では、違法な伐採が森林資源へ
の負荷を増幅させている。また、
薪集め、灌漑計画、水力発電プロ
ジェクト、都市化、インフラ開発、
自然災害、火災も、森林破壊の原
因になっている。ベトナムとラオ
スでは戦争により森林がはだかに
され、インドネシアでは森林火災
が森林破壊の大きな要因になって
いる。タイ、ベトナム、カンボジ
アでは持続可能な森林および農業
管理政策が採用され、森林の減少
速度が遅くなっている。

水資源の枯渇：アジアでは世界
のどの地域よりも、淡水の用途に
占める農業用水の割合が高く、淡
水は将来の食糧増産を制限する主
要因になると思われる。ダムと地
下水灌漑は水の自然循環を乱し、
河川の水面低下、湿地帯と帯水層
の枯渇、農業用地の塩類化を引き
起こした。不衛生な水と劣悪な衛
生状態により、年間50万人以上の
乳児が死亡している。アジアの河
川は人間の排泄物から生じるバク
テリアを、世界平均の3倍も含ん
でいる。アジアに住む3人に1人
は安全な飲料水を手に入れる手段
をもたないが、その主な原因は、
下水と産業排水による地下水と地
表水の水源汚染である。例えば、
日本の15都市に関するある研究に
よると、産業廃棄物の塩素可溶剤
が地下水供給量全体の30％を汚染
していることが明らかになった。
農薬の投入はそこから浸み出る硝
酸塩が淡水域に流入するため、水
質汚濁の主な原因になりつつあ
る。また、多くの地域で、塩水の
侵入も水の供給にとって脅威にな

っている。例えばインドのマドラ
スでは、内陸10kmに至るまでの
多くの灌漑用井戸水が塩水により
使い物にならなくなった。

生物多様性の減少：国際自然保
護連合（IUCN）は、哺乳類と鳥類が
最も絶滅の危機に瀕している国と
してインドネシア、インド、中国
があるとしている102。インドネシ
アは絶滅が危惧される哺乳類の数
が一番多く（135種）、これにイン
ド（80種）と中国（72種）が続いてい
る。フィリピンには、絶滅の危機
に瀕する鳥類が世界のどの地域よ
りも多くいる。

大気汚染と炭素排出量：大気汚
染はいまやアジア地域の環境問題
の一部となりつつあり、死者まで
出している。例えば中国では、石
炭の燃焼から生じる煙と微粒子の
ために5万人以上が早期に死亡し
ており、慢性気管支炎の患者が毎
年40万人ずつ増加している。中国
と日本を筆頭に、二酸化炭素排出
量は1975年から1995年の間に世
界平均である年間2.6％の2倍の速
度で増加した。

都市化：アジアには、世界中の
人口75万人以上の都市369カ所の
うち、160都市が集中している。
人口増加が都市のインフラ開発を
上回る速さで進んでいることも多
く、多くの都市でスラムやバラッ
ク地区が増加している。例えばコ

ロンボでは、都市人口の約50％が
スラムや不法居住区に住んでい
る。現在、アジアの全人口の35％
は都市人口で占められている。
1990年から1995年の間の農村人口
の増加率が年間0.8％であったの
に対し、都市人口は年間3.2％の
割合で増加した。大部分の国で、
都市人口が今後40年間で3倍に増
加すると見込まれている。中国だ
けでも2025年までに8億3200万人
の都市人口をかかえることになる
と推測されている。

『GEO―2000』は、「特別な政策
や製品基準に関する合意、汚染者
負担原則の施行、食品輸出に対す
る保健・衛生基準の強化を通し
て、一部の政府が通商面と環境面
の利益の融和を試みる行動を取り
つつある」と報告している。

アフリカ

アフリカの人口密度は1000ha当
たり249人であり、世界平均の442
人をかなり下回っている。しかし、
アフリカでは自然環境の完全破壊
が数多く発生しつつある。貧困は
その主な原因であり結果となって
いる。アフリカでは、暴風雨、洪
水、干ばつなどの自然災害が頻発
し、その破壊力も強い。地球温暖
化によって、アフリカは将来一層、
乾燥化が進むことも考えられる。
乾燥化の進行により、自然の生態
系は深刻な打撃を受け、食糧安全

囲み　９

「エコツーリズム」：恵みとなるか、それとも単なるブームか

観光事業から大きな利益が得られることが明らかになると、
政府や地域社会が野生生物の生息地などの破壊されやすい生
態系の保護を優先事項にすることがある。例えば、この戦略
はフィリピンにおいて非常に成功を収め、地元の実業界と地
域団体の連合体がサンゴ礁を保護している。サンゴ礁を保護
し観光事業を促進することに関心をもつ地元の実業界が、地
元の漁師にお金を払い、漁獲量増加のために使われていた爆
発物と有害な化学製品の使用を止めさせている。
一方マイナス面としては、観光客のための宿泊施設と観光

関連事業などの急速な開発が、持続可能な限界点をすぐにも
越えかねないということがある。クジラがたわむれる地域で
あるメキシコの太平洋岸の乱開発は、海岸地帯の悪化につな
がった。
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保障が大きな問題になる可能性も
ある。広範囲に及ぶ貧困、HIV/エ
イズ、水と虫を媒介とする疾病
は、アフリカにとって相変わらず
重要な課題である。主要な環境問
題としては、以下のものが挙げら
れる103。

土壌劣化：土壌劣化はアフリカ
の大きな懸念であり、農地の65％
を含む5億haがすでにその影響を
受けている。現在のペースで劣化
が進行すれば、40年で穀物収量が
半減する可能性がある。アフリカ
南部では、家畜の過放牧が土壌劣
化の主要因になっている。アフリ
カ北部の大部分の地域は、過放牧、
変わりやすい降水、干ばつなどの
条件があいまって、砂漠化の進行
に直面している。アフリカ西部と
中央部では、人口増加と移動式農
業が広範にわたって土地に打撃を
与えている。

森林破壊：アフリカは今でも世
界の森林地帯の17％を占めている
が、人口増加、干ばつ、農地の拡
大、薪集め、商業目的の開拓、山
火事、内戦、政治的不安定が原因
で、森林破壊が絶え間なく進行し
ている。1990年から1995年の間に、
アフリカの森林地帯は年間0.7％
の割合で消失した。アフリカの南
部と中央部では、商業伐採、石油
探査および採鉱に加えて、移動耕
作や焼き畑式農法などの持続不可
能な農法もその大きな要因となっ
た。アフリカの人口の90％は、エ
ネルギー源を薪をはじめとするバ
イオマス（植物体などの有機物質
燃料）に依存している。薪と木炭
の生産と消費は1970年から1994
年の間に倍増し、2010年までにさ
らに5％増加すると見込まれてい
る。

水資源の枯渇：アフリカは再生
可能な淡水資源の約4％しか使用
しておらず、また、豊富な湖沼や
河川に恵まれている国がある一方
で、乾燥地域の国々は限られた地
下水資源に依存している。すでに
アフリカでは14カ国で水問題が深
刻な状況にある。2025年までに、
同様の状況に悩まされる国がさら
に11カ国増える可能性もある。ア
フリカ北部では特に見通しが厳し

い。人口増加と経済開発に伴い、
水の需要は2020年まで毎年最低で
も3％ずつ増加すると見込まれる。
地表水の汚染は公衆衛生上深刻な
影響を与えており、大きな問題と
なりつつある。

都市化：アフリカの年間都市成
長率は現在世界で最も高く、4％
を超えている。1960年代には都市
人口は約20％であった。この割合
が1995年には35％に増加した。
都市のインフラ整備は不十分であ
り、都市周辺地域は計画性のある
サービスや施設がないままに拡大
している。都市人口の大部分は、
大都市に見られる経済的活力に欠
ける中規模の都市に住んでいる。

生物多様性の減少：アフリカ
は、既知の植物5万種以上、哺乳
類1000種、鳥類1500種の生息地
となっている。後世に受け継ぐべ
き多様な生態系が、アフリカ大陸
全域で危機に瀕している。

炭素排出量：アフリカの温室効
果ガス排出量は依然として少な
い。アフリカは世界の二酸化炭素
総排出量の3.5％を占めるにすぎ
ず、この数値は2010年になっても
3.8％に増加するのみと見込まれて
いる。

ラテンアメリカ・
カリブ海地域

ラテンアメリカ・カリブ海地域
における主な環境問題は以下のと
おりである104。

土壌劣化：推定で3億haの土地
が、土壌浸食と化学物質使用を主
因とする土壌劣化の影響を受けて
いる。土壌劣化のうち約1億haは
森林破壊に起因すると推定され、
7000万haは過放牧の影響によるも
のである。

森林破壊：世界で最も豊かに繁
茂する熱帯雨林帯に恵まれたラテ
ンアメリカは、持続可能性の達成
を目指す地球規模の努力の焦点と
なっている。同地域の半分近くは
今でも天然林に覆われているが、
1990年から1995年の間に森林地帯
の3％が消失した。『GEO―2000』

によると、ブラジルは1988年から
1997年の間に約1500万haの森林
地帯を失った。伝統的な焼き畑式
農法による農地の拡大が森林破壊
の主な原因であると考えられてい
る。一方で近代農法、伐採、採鉱、
インフラ開発、火事、都市化も森
林破壊の原因になっている。

水資源の枯渇：ラテンアメリカ
には広範囲に及ぶ淡水系がある
が、その3分の2近くは乾燥また
は半乾燥地帯に分類される。生
活・工業・農業用水の需要が増大
するにつれ、帯水層から持続不可
能なペースで取水を行っている地
域もある。汚染と衛生状況も引き
続き大きな問題となっている。ま
た、ラテンアメリカは大規模な採
鉱や工業活動から出る有害な化学
排出物による水系汚染の被害を受
けやすいところでもある。

都市化：ラテンアメリカでは人
口の75％近くがすでに都市部に住
んでおり、その多くがメキシコシ
ティ（1650 万人）、サンパウロ

（1600万人）、ブエノスアイレス
（1200万人）、リオデジャネイロ
（1060万人）などのメガシティに
集中している。都市住民の人口の
多くが不法占拠地区やスラム地区
で生活している。その中には、リ
オデジャネイロの住民1060万人の
うちの400万人も含まれる。

大気汚染と炭素排出量：主要都
市の多くで大気汚染が住民の健康
を脅かしている。サンパウロとリ
オデジャネイロでは、大気汚染に
より年間4000人が早期死亡してい
ると推定される。1995年のメキシ
コシティの平均オゾン濃度はおよ
そ0.15ppmであり、自然の大気中
の濃度の10倍であった。二酸化炭
素排出の主な原因は森林破壊であ
る。ラテンアメリカは、生産工程
で排出される世界全体の二酸化炭
素総排出量の4.3％を占めており、
土地利用の変化に起因する排出量
においては48.3％の原因を作って
いる。

生物多様性の減少：森林地帯の
消失によりラテンアメリカの生物
多様性が脅かされている。すでに
脊椎動物の1000種以上が絶滅の危
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機に瀕している。ブラジルには絶
滅が危ぶまれる鳥類が世界で2番
目に多く生息し（103種）、64種が
生息するペルーとコロンビアは世
界で5番目に多い国となっている。
アルゼンチンでは、哺乳類と鳥類
の半分以上が絶滅の危険にさらさ
れている。

西アジア

西アジアの人口密度は世界平均
をはるかに下回っている。しかし、
水資源・土地資源の不足および劣
化がますます大きな課題となって
いる。西アジアの石油資源開発は
一部の国に大きな利益をもたらし
ているが、一方で莫大なコストが
かかっている。汚染と不適切な廃
棄物管理が、海洋環境と沿岸の環
境の悪化を引き起こしている。

主な環境問題は以下のとおりで
ある105。

土壌劣化：土壌劣化は長年にわ
たって深刻な問題であったが、過
去数十年でその深刻さは一層強ま
っている。土地の96％近くが砂漠
化の可能性を有し、5分の4近くは
砂漠または砂漠化が進行中の土地
である。人口増加に伴う食糧需要
の増大によって、過放牧状態およ
びぜい弱な生態系の中にある放牧
地まで穀物耕作地が拡大されると
いう事態が起きている。放牧地を
保護する法律や政令は著しい成果
を上げているわけではない。また、
粗悪な灌漑技術が土壌の塩類化と
養分の枯渇を招いている。

森林破壊：かつて西アジアの北
部のほとんどを覆っていた天然林
の大部分が、居住地、農業、放牧、
木炭生産などの開拓事業、その他
の開発のために伐採されてから久
しい。再植林事業により過去20年
間は現在の水準の森林地帯が守ら
れてきたが、木材の輸入コストが
高いために、今後伐採に対する要
求が高まる可能性がある。ヨルダ
ン、レバノン、シリア、イエメン
では、農業目的による山の斜面の
伐採が深刻な土壌浸食を引き起こ
している。

水資源の枯渇：西アジアでは水
は限られた貴重な資源であり、深

刻な国家間の紛争の引き金ともな
り得る。降水量は少なくてバラツ
キがあり、蒸発量は多い。水資源
開発と比較して急速に人口が増加
しているため、1人当たりの水の
使用量は減少しつつある。マシュ
リク区域106には区域外に源を発す
る河川と短い間欠または恒常河川
がある。

アラビア半島はマシュリク区域
に比べ、地表水は乏しいが豊富な
地下水の埋蔵がある。しかし、こ
の蓄えも自然の涵養率を超える速
度で汲み上げられている。水の配
分をめぐる紛争と議論によって、
地表水の利用改善が阻まれてき
た。海水の侵入と人間の排泄物、
産業廃棄物、農薬による汚染のた
め、水質は悪化しつつある。また、
地表水汚染の問題も深刻化し、公
衆衛生上重大な影響を与えてい
る。費用のかかる脱塩処理や排水

処理は、問題の緩和にはなっても
その解決にはつながらない。

地球温暖化による水不足の軽減
は期待できず、むしろそのために
事態が悪化するかもしれない。温
暖化によってわずかな増加が予測
される降水量は、気温上昇と蒸発
率の増加によって相殺される可能
性が高い。

都市化：一部の国では、都市成
長率が国全体の人口増加率の2倍
の速度で進行している。西アジア
では人口の3分の2以上が都市部
で生活している（湾岸諸国ではこ
れより高い水準が見られる）。都
市成長の大部分は、さまざまな機
会とインフラが集中する少数の都
市に集中してきた。土地利用計画
の試みはなされているが、無秩序
な物理的増大と農地への不法拡張
がはびこっている。都市周辺地域

建設ブームの上海。中国の都市人口は2025年までに8億3200万人
以上になる。
Hartmut Swarzbach, Still Pictures
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はしばしば計画性のあるサービス
や施設がないままに拡大してい
る。

生物多様性の減少：西アジアの
多様な生態系は、多くの絶滅の危
機に頻した種の生息地になってい
る。海洋生態系（干潟、マングロ
ーブ湿地、海草、サンゴ礁）は特
に大きな打撃を受けている。海洋
の生物多様性は、乱獲、汚染、生
息地破壊によって損なわれてき
た。西アジア全域に保護区が設け
られているが、水資源の枯渇、土
壌の塩類化、害虫が、数多くの土
地固有の動植物の種に大きな影響
を与えつつある。ペルシア湾への
石油や排出物の流出も、ますます
深刻な打撃を与えている。

炭素排出量：石油産業の発展、
急速な工業化と人口増加により、
一部の国は高エネルギー消費国に
なっている。炭化水素、二酸化炭
素などの汚染源の大気への排出量
は、特に大都市で警戒水準に達し
ている。年間を通して日照があり
気温が高いため、主要汚染源がオ
ゾンと硫酸塩に変化するのが促進
され、健康と環境に対する害は一
層大きくなることがある。

囲み　10

リビング・プラネット・インデックス

「リビング・プラネット・インデックス」は、ある年にお
ける地球の森林、淡水域、海洋と沿岸の天然資源を測る有益
な基準である。これは３つの指数に含まれる情報を統合した
ものである。
森林個体数指標は、過去30年間で哺乳類と鳥類を中心に

319種の個体数が減少したことを示している。熱帯林の種の個
体数が25％減少する一方で、温帯林の種の個体数は同期間に
若干増加した。現在、ラテンアメリカ、アフリカ、東南アジ
アの熱帯林は生態系の深刻な悪化の舞台となりつつある。
淡水域個体数指標は、1970年以降淡水域の鳥類、哺乳類、

爬虫類、両生類、魚類の194種において、世界全体で50％近
くの個体数の減少が見られることを明らかにしている。減少
が最も顕著なのは、ラテンアメリカ、オーストラレーシア
（オーストラリア、ニュージーランドと南太平洋諸島）、アジ
ア太平洋地域、アフリカである。北アメリカとヨーロッパの
淡水域生態系は、1970年以前に大幅な悪化を経験した。
海洋個体数指標は、同様に1970年以降、217の多様な種の

個体数が35％減少したことを示している。個体数の減少が最
もはなはだしかったのは、南大西洋、インド洋、南太平洋を
含む南方の海洋であった。

Source: World Wide Fund for Nature, the UNEP World Conservation
Monitoring Centre and the Centre for Sustainability Studies, 2000.
Living Planet Report 2000, Gland, Switzerland; World Wide Fund for
Nature.
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リオデジャネイロのスラム。開発途上国では、4人に1人が適切な住居をもたない。
Werner Rudhart, Still Pictures
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人間の活動が
与える影響の測定

人類の歴史において、現在ほど
多くの人が集中的に多量の資源を
使っている時代は他に例を見な
い。淡水、耕作地、森林、漁場、
そして生物多様性のすべてが、国、
地域、地球的なレベルで圧力を受
けている兆候が見られる。環境へ
の負荷の増大は、一方では消費、
汚染、廃棄物の増大といった豊か
さの拡大の結果であり、他方では
資源不足やその活用技術の欠如な
どの、根強く残る貧困とその状況
を変化させる力のないことの結果
でもある。

どのシナリオにおいても、人口
増加が影響を与えている。例えば、
世界全体での薪の使用は過去50年
間で倍増した。ワールドウォッチ

研究所は、この増加は主に人口増
加によるものとみている。しかし、
1950年以降6倍になった紙の使用
は、豊かさの拡大とますます都市
化していく環境の中で、紙製品が
多様な用途で使われるようになっ
たことがその主な原因とされてい
る。

人口の規模、増加、分布、移動
は、人間とそれを取り巻く環境を
決定する一助となっている。また、
人口が同じでも、例えば社会制度、
生産手段、資産所有に関する規制、
統治の形態1によって、環境への
影響が非常に異なることもあり得
る。教育、保健、経済的機会への
アクセス、消費レベル、ジェンダ
ー（社会的・文化的性別）の格差

（「人的資本の質」）もすべて影響力
をもっている。

影響の最も基本的な決定要素は
規模である。30年前ポール・アー

リックとJ・ホールドレンは、こ
の相関関係を今では有名になった
方程式で表した 2。つまり、I ＝
PATで、人間が環境に与える影響

（I）は、人口の規模（P）、豊かさ
（A、1人当たりの生産高または消
費レベルに相当）、技術（T、単位
当たりの生産高または生産の効率
性に相当）の相乗積であることを
意味している。

この方程式はよく利用される3

一方、批判されたり、さらに手を
加えて利用されたりすることも多
い4。主な欠点としては、ここで使
われる要因がそれぞれ独立したも
のでなく、複雑に関連している点
である。しかしこのアプローチは、
人口動態が環境変化の主要因であ
ることを示すうえで有益である。

例えば1970年以降、世界全体の
1人当たりの二酸化炭素排出量は
比較的安定して変動がなかった

開発レベルと環境への影響
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が 、 1 人 当 た り の 国 内 総 生 産
（GDP）は先進地域と開発途上地域
の双方で増加した5。これは、技術
の向上によって消費増大の影響が
相殺されたことを意味する6。二酸
化炭素排出量が人口規模と同じよ
うに増加をしていくかどうかは、
経済・社会動向、環境問題への制
度上の対応、技術の進歩の速さに
左右される。

貧困と環境
現在世界全体では、推定で年間

24兆ドルのペースで富が生み出さ
れているにもかかわらず、約12億
人もが1日1ドル以下で生活して
いる。これは「極度の貧困」と分
類される状態であり、飢餓、非識
字、虚弱、疾病、早期死亡などの
特徴をもつ。世界人口の半分は、
1日2ドル以下で生活している7。

また10億人以上が、食糧、水、
衛生、ヘルスケア、住居、教育に
対する基本的ニーズを満たすこと
ができずにいる。開発途上国の人
口49億人のうち60％近くが基礎
的な衛生設備をもたず、約3分の1
が清潔な水を利用することができ
ず、4分の1が適切な住居をもたず、
20％が近代的な保健サービスを利
用できず、5年生を終えるまで学
業を続けられない子どもが20％い
る。世界全体で、11億人が食物エ
ネルギーの最低摂取基準を満たす
ことができない栄養不良状態にな
っており、タンパク質不足と微量
栄養素欠乏症が蔓延している8。開
発途上国に住む人のうち20億人近
くは貧血症である9。

貧困の撲滅は1960年から国際的
な目標であった。1970年から1990
年の間は目覚しい進展を見せたも
のの、1990年代には貧困削減率は、
2015年までに貧困レベルを半減す
るとした国連の公約の達成に必要
なペースの3分の1にまで低下し
た。

豊かな生活は貧しい生活よりか
なり大規模に、また速いペースで
エネルギーを消費し、廃棄物を排
出するが、貧困生活から生じる影
響によっても環境は破壊される。
このため、環境悪化、貧困、持続
可能性の間の複雑な関係に世界の
関心が集まっている。この関係を

理解することが、持続可能な開発
という目標の達成と同じく、貧困
撲滅と貧富の差の解消への手がか
りとなるかもしれない。

複雑な相互作用

都市部・農村部にかかわらず、
貧しくて生態系が破壊されやすい
多くの地域で人口圧力が増大しつ
つある。これらの地域の多くでは
出生率はすでに高いが、自給農業
のための土地が不足しているこ
と、大規模な土地所有と集約的農
業と換金作物を奨励する経済政
策、さらに、別の場所での貧困と
高い人口密度といった要因にかり
たてられて、このような地域にさ
らに多くの人がやむなく入ってく
るのである。

例えば、外部からの移住の急増
と高い出生率のため、メキシコの
ユカタン半島にあるカラクムル生
物圏保護区内とその周辺では、焼
き畑式農業と伐採が拡大しつつあ
る。容赦ない人口圧力の下で、イ
ンド北東部の自給農家はガロ丘陵
の森林地帯を伐採し尽くしてしま
った。同様に、西アフリカでは、
海岸沿いの地域で貧困がひどくな
り、大きな町で急速な人口増加が
起きたため、薪集めや魚をはぐく
む浅瀬でのダイナマイト漁が原因
でマングローブ湿地が破壊されて
いる。

このような多くの例の中で、貧
困層は、悪化した環境を破壊に向
けて進行させている存在として最
も目に付きやすい。貧困層は直接
の所得を得るのに天然資源に大き
く依存しており、他の選択肢はほ
とんどない。ガロの場合では代替
地はなく、西アフリカ沿岸部では、
近くの都市部で魚と薪に対する需
要があったため、それが手近な所
得源となった。これらの、またあ
らゆる事例において、因果関係の
長い連鎖の最後にいるのが貧困層
である。彼らは持続不可能な状況
を生み出しているのではなく、む
しろ伝えているのである。

消費パターン分類でみると、よ
り豊かな層が残す生態系への足跡

「エコロジカル・フットプリント」
（34ページ参照）は貧困層のものよ
りもはるかに深く、地球の再生能
力の限度を超えている場合が多い

ことが明らかになっている。
大規模な植生の伐採、農薬の乱

用、灌漑のための地下水源の使い
すぎ、牧草地への過放牧、輸出用
作物のための土壌の過耕作にかか
わっているのはほとんどの場合、
富裕な農民である。ゆがんだ価格
構造によって投入資源が無駄に使
われる事態が続いている。インド
のグジャラート州では、貧しい農
耕部族民が、NGO（非政府機関）を
通じて提供されたポンプ灌漑の費
用を全額負担する一方で、より豊
かな農民は州の援助で助成金のつ
いた水を受け取っている。

高所得層は貧困層よりも多くエ
ネルギーを消費し、廃棄物を生み
出す。一方、貧困層はゴミからも
価値あるものを捜し出す必要があ
る。パキスタンの所得の非常に低
い世帯では、燃料費が豊かな世帯
の 30 分の 1 であるにもかかわら
ず、その燃料の収集に非常に長い
時間と大きな労力を注いでいる。
農村社会の人々は、今後も生計の
ために農業と天然資源に大きく依
存し続ける。環境悪化によって農
村の貧困はさらに悪くなる一方で
あり、環境保全と貧困緩和が目指
す方向は同じ目的であると言え
る。貧困層でも土地所有権が確保
されている場合には、彼らのほと
んどは自分の土地と環境を守るた
めに投資することをいとわない。

地元による管理は重要であると
思われる。森林資源管理の権限が
地域社会へと分権されて以降、ネ
パールの森林の状態が改善されて
いることが調査から判明してい
る。また、インドの森林共同管理
事業は、資源管理の地元住民への
分権を図り、南西ベンガルなどの
地域で環境面に同様の利益をもた
らしている。地元による管理は、
不法な木材伐採、漁獲、水の利用、
窃盗を制限する上で政府の努力よ
りも有効かもしれないが、政府が
参加することによって環境保全へ
の投資にかかる高いコストや利益
の遅れが埋め合わされることもあ
る。

貧しい農民は、世代をかけて環
境に関する持続可能な利用法につ
いて膨大な量の知識を蓄積してき
た。移動耕作のような方法は、人
口の過剰増加など他の要因が加わ
ってくるまで、貧困層を何世紀に
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もわたって支えてきた。伝統的な
方法には、たとえ専門家であって
も外部の人の目にはすぐにわから
ないような地域の実情を取り込ん
でいるものもある。例えば、スマ
トラ島の山岳部では、農民は石を
組んだ簡易な水量調節装置を使っ
て小川沿いに灌漑システムを作っ
ている。この構造では水の漏出が
多く、一見非効率に思われるが、
この漏出により村全体に均等に配
水できるのである。

貧困層が新しい環境へ移住する
場合、また例えば急速な人口増加
によって彼らの従来の環境のバラ
ンスが変化した場合、適応のため
にある程度の期間が必要となり、
その間にある程度の環境悪化が生
じることもあると思われる。しか
し、土地固有の知識を無視し一掃
するような、標準化された技術的
な解決法を押し付けることは、生
態系に悲劇的な影響を与えかねな
い。

人口増加は環境の持続可能性に
必ずしも悪影響を及ぼすわけでは

ないが、選択肢の幅や、環境への
介入の見通しに影響を与える。非
常に人口密度が低い所で人口が増
加すると初めは必ず環境悪化が起
きるが、それ以降は複数の要因の
絡み具合に左右される。土地改良
に必要な投資があまりにも高額な
場合や、その投資回収に非常に長
い年数がかかる場合は、人口が増
加するにつれ一層の環境悪化が生
じるのはほぼ間違いない。他の例
では、人数が多いために設備投資

（集水技術など）に対する1人当た
りの負担費用が軽減される場合、
協力的な環境の下で持続可能性と
生産性が実際に向上することもあ
る。

人口増加が急速に進む開発途上
国に対して環境汚染の少ない技術
の採用を促し、支援すれば、環境
悪化が緩和される可能性もある。
現在の成長率が続けば、アジアの
温室効果ガス排出量は今後20年間
に3倍になると見込まれる。効果
的な技術が費用負担可能な範囲で
利用できれば、この排出量の増加

は減速するかもしれない。

グローバル化と貧困

過去20年間にわたり、100を超
える開発途上国や経済移行諸国
が、経済効率を向上させる改革手
段の実行に着手してきた。通常こ
れらの改革案には、財政引き締め、
財政赤字の削減、補助金の削減、
税制改革、金融自由化、市場原理
に基づく金利、競争力のある安定
した為替相場、貿易自由化、海外
直接投資の促進、国有企業の民営
化、保護された産業分野の規制緩
和、所有権の保障の強化などが含
まれる。

これらの改革は、世界市場にお
ける各国の競争力を強化すること
を意図してきた。この期間中、国
際貿易は大幅に増加したが、先進
市場経済圏外での増加分のほとん
どは、少数の開発途上国が寡占し
ている。世界経済への統合や金融
危機での損失の埋め合わせを願っ
て、多くの開発途上国は天然資源
の開発を強化してきた。

グローバル化は、明らかに全体
としては富を増大させ、成長を促
してきたが、その一方で、所得の
不平等を拡大し、環境悪化を招い
てきた。貧困の割合は減少したが、
貧困生活を送る人の数は絶え間な
く増加し、多くの開発途上国では
平均所得が依然として低いままで
ある。同時に、環境悪化は、人類
の歴史の中のどの期間と比べても
より深刻な状態にある。環境悪化
とグローバル化に伴う不平等の拡
大の間には、明らかに関連性があ
る。多くの貧しい人々は貧困ゆえ、
自分たちが生き延びるために壊れ
やすい天然資源にますます大きな
負担をかけるようになっている。

グローバル化は重大な経済改革
をもたらしたが、政策決定者たち
は、不平等、貧困、環境悪化の増
大を防ぐために、それに並行して
行うべき社会、環境、制度面での
改革をないがしろにしてきたと結
論づける批評家10もいる。

貧困の各側面の評価

経済学者は伝統的に、各国の所
得の中位値のような相対的基準、
または典型的な商品やサービスを

囲み　11

農村地域における移住

辺境の土地への貧困層の移住によって、生物多様性の保護
区が脅かされ、地球温暖化を抑えるのに必要な森林地帯が減
少している。
フィリピンでは、国の面積3000万haのうち60％が高地に

分類されている。総人口の約3分の1を占める高地の住民は、
主として土地の所有権が保障されていない貧しい農家である。
彼らの水源は山の湧き水か小川である。住民の数が急増し最
近の工業化の促進もあって、彼らの多くはさらに土地のやせ
た高地へと追いやられている。
森林破壊による大きな影響として、その土地固有の野生生

物の減少がある。現在までに、鳥類89種、哺乳類44種、爬虫
類8種が絶滅の危機に瀕していると国際的に認識されている。
耕作地を求めて高地へと移動する低地の住民は、不適切な

農業技術に頼っている場合が多い。また、低地からの移住者
は、伝統的に高地に住む民族とは異なる文化的価値観を持ち
込み、従来は伝統的な移動耕作で農耕が行われてきた土地の
所有をめぐってしばしば地元の住民と衝突を起こす。
「人口の自然増加と低地からの移住によって高地の人口は

増加してきている。このため農民は急勾配の斜面や劣悪な土
壌での耕作を余儀なくされ、土地の休耕期間が短くなってい
る。そのために、浸食、土地の肥沃度、水資源保全の問題が
一層悪化している」と国際農村再建研究所は説明している。
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一括した費用といった絶対的基準
を用いて、所得の側面から貧困を
定義してきた。

最近の定義は、保健、教育、安
全保障、政治的影響力、差別とい
った尺度にまで及んでいる。『世界
開発報告2000－2001』11では、機
会、エンパワーメント（能力強化）、
安全保障の3つの側面から貧困を
評価している。世界銀行は、「諸能
力」というもう一つの側面も含め
ている12。

これらの側面の中には複合的な
決定要素が含まれるが、環境の持
続可能性は共通の要素としてすべ
てに一貫して存在している。

機会は、個人の所得、消費、社
会における不平等の度合いを評価
するものである。経済環境の安定、
公平な資産分布、インフラの利用

しやすさは、機会の向上につなが
る。機会を向上させる特定の環境
上の介入には、土地や漁場の生産
性の改善、環境に配慮した価格構
造が含まれる。
エンパワーメントは、地域社会

での意思決定への個人の参加を評
価するものである。エンパワーメ
ントは、地方分権、天然資源の管
理をはじめとする統治のあらゆる
側面での透明性とアカウンタビリ
ティー（説明責任）によって強化さ
れる。
安全保障は、経済的ショックや

個人への暴力に対する個人の保護
を評価する基準である。環境に焦
点をおいた介入には、災害の予知
と予防システム、不法な資源開発
からの保護などがある。
諸能力は、個人の識字能力と健

康を測定するものである。安全な

飲料水と良好な衛生設備が利用で
きること、室内大気汚染と都市部
の大気汚染の緩和、リプロダクテ
ィブ・ヘルスケア、媒介動物によ
る病気を撲滅する統合的なプログ
ラムは、諸能力を向上させるため
の、環境に焦点を当てた介入であ
る。

これらの次元は、全国平均だけ
を見るのではなく、その分布の公
平性の点からも評価しなければな
らない。女性は二重三重に不利益
を被っていることが多い。

貧困と環境の問題を
共に解決する方法

貧困と環境悪化の問題に対して
総合的な取り組みをしない限り、
持続可能な開発は達成できないと
いう点については、ますます意見
の一致が見られるようになってい
る（6章参照）。持続可能な開発戦
略の基本要素としては、以下が挙
げられる。

• 貧困層の資源基盤の強化 これ
は土地所有権の改革、共有資源
の関係者参加型管理、土地保全
への公共投資、雇用機会の創出
などの手段を通して達成され
る。

• 代替エネルギーの供給とインフ
ラへの投資 衛生設備、清潔な
水、教育、ヘルスケア、その他
のサービスなどが含まれる。

•「グリーン（環境への影響が小さ
い）」テクノロジーへの支援

• 価格政策 電気、水、肥料など
の資源の乱用を奨励しないよう
にする。

エネルギーと貧困

エネルギー消費の増加は、経済
の進展と関連し、同様に平均寿命
の延び、教育水準の向上、またそ
れ以外の社会開発指標とも関連し
ている。この相関関係は必ずしも
正確なものではない。例えば先進
工業国の中でも、米国はヨーロッ
パ諸国や日本と比較して、1人当
たりまたは国内総生産（GDP）1ド
ル当たりのエネルギー消費水準が

囲み　12

人口の課題の解決に取り組むケニアのある県

ナイロビに近いケニアのマチャコス県では、急激な人口増
加に対応するために新しい農業技術が導入されたが、その結
果は成否が入り混じっている。
農業普及活動と資金・技術支援によって可能になった技術

革新には、段丘化農地の活用拡大、多様な穀物の導入、土壌
安定のための植林、水と薪の管理などの戦略が含まれる。
家族の食用となり市場価値もある果樹の植林や、ウシの共

同放牧から農場飼育への移行により、女性が市場で販売でき
る日常の産物の生産高が上がり、女性が利益を得るようにな
った。
マチャコス県は首都に近いため、輸送と貯蔵面の課題が軽

減されて効率的な市場システムへの統合が進んだ。また、マ
チャコス県と首都の間での人の往来により、地域開発のため
の新しい技術がもたらされ、資金が増額し、利益を生んでい
る。しかし、多数の男性が首都へと流出したため労働力不足
が生じ、すでに家事、育児、薪集めと水汲みをしている女性
の負担は、農作業が増えたためにさらに重くなった。
また、新たに導入された丘陵斜面での耕作技術も、この地

域の水の需要を増大させた。農家の規模は平均1ha強にまで
縮小し、増加する世帯に残されたのは劣悪な土地だけになっ
ている。農業生産の増大は、地域の野生生物と生物多様性の
減少という結果をもたらした。

Source: UNDP, UNEP, the World Bank and the World Resources
Institute.2000. World Resources 2000-2001: People and Ecosystems:
The Fraying Web of Life. Washington, D.C.: World Resources Institute,
pp. 149-158.
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はるかに高い。また、例えばイン
ドのケララ州やスリランカのよう
に、高水準のエネルギー消費がな
くても、特に社会開発はしばしば
達成され得る。

旧ソ連のように、多量のエネル
ギー消費が誤った方向を向いた場
合、経済成長に結びつかないこと
もあるが、大規模な経済成長には
必ずそれに伴ってエネルギー消費
が増加する。

これは開発をめぐる中心的な謎
の一つである。すべての開発モデ
ルは経済成長を目指している。し
かし、すべての国が米国の水準、
またはたとえヨーロッパの水準で
あっても、それと同水準でエネル
ギーを消費した場合、エネルギー
源は急速に枯渇し、エネルギー使
用から生じる不要な副産物がそれ
を吸収する環境の能力にどうして
も重い負担を課すことになるであ
ろう。より裕福な人々に対しては
エネルギー消費による負荷を軽減
する手段を見出すこと、また貧し
い国や人々に対しては経済も生態
圏も損なうことなく貧困から脱出
する手段を見出すことが課題とな
る。

貧困からの脱出は、単にエネル
ギー消費を増大する方法を見出す
ことができるかという問題にとど
まらず、使用するエネルギーの種
類を変更できるかという問題でも
ある。

貧困層のエネルギー源は、効率
が悪く、汚染を引き起こし、体に
有害である。使用される光や熱の
単位当たりでみると、貧困層は燃
料の入手や収集にかける時間も含
めて富裕層よりも高い代価を支払
っている。バイオマス（植物体な
どの有機物質）燃料を燃やす調理
コンロでは、利用可能なエネルギ
ーの約15％しか活用できない。木
炭、石炭、灯油コンロの効率は約
50％である。電気や液化プロパン
ガスのバーナーはエネルギーの
65％を転化できる。

パキスタンでのある研究による
と、貧困世帯の90％近くは料理の
際にバイオマス燃料を使用してお
り、大部分の世帯が照明には電気
ではなく灯油を使っていることが
わかった。対照的に、より裕福な
世帯では3分の1以上が調理用に
ガスを使い、大部分が電気照明を

使っていた。
バイオマスを使う調理によっ

て、煤煙やその他の物質13が発生
し、急性呼吸器疾患、慢性閉塞性
肺疾患、肺がん、眼病や低体重児
出産14につながる。覆いのないた
き火やコンロで石炭を使うと、ヒ
素、フッ化物、鉛などの毒素や硫
黄が発生する。このような汚染物
質の影響は、換気が不十分だと一
層悪化する。

また、燃料不足や燃料の効率が
悪いために、食品や水の加熱が不
十分になり、その結果、栄養不良、
腸の不調、寄生虫が多くなること
もある。

薪やその他の燃料資材の収集
は、時間を費やすこととケガをす
る危険性の面で、特に女性に被害
を及ぼしている。タンザニアのあ
る研究15は、農村地帯の頑強な体
をもつ女性は薪集めのために年間
で約25t·km（重量と距離の合算）を
運んでいることを明らかにした。
男性が費やすのはこの労働量のほ
んのわずかである。アディスアベ
バでのある研究では、燃料集めを
する人は自分の体重とほぼ同じ重
量を運ぶことが珍しくないため、
しばしば転倒や骨折、眼病、頭痛、
リウマチ、貧血症、胸部・背中・
体内の疾患、流産16などに悩まさ
れていることが判明した。

貧困世帯が燃料集めに費やす時
間は、より豊かな世帯が費やす時
間の2倍以上である17。富裕世帯
がエネルギーにかける費用は貧困
世帯の30倍にもなるが、そのエネ
ルギーはより汚染が少なく、効率
的で、手間がかからない。また、
富裕な世帯はエネルギーを優遇価
格で入手している。特に一部の恵
まれた都市住民に対しては、電気
代に対して補助金が出されている
場合が多い。

貧困層が少量のエネルギーを入
手する際には単価が高くなる。少
量エネルギーとは、例えば、電池、
充電式の電池、ろうそく、灯油、
木炭などの品目である。ウガンダ
のある調査では、農村部や都市周
辺地域の世帯はろうそく、照明、
灯油、電池、自動車のバッテリー
の充電に1カ月当たり10ドル以上
をかけていることがわかった。ウ
ガンダでは公共の送電線が通じて
いる世帯より、車のバッテリーか

ら電気を引いている世帯のほうが
多い。

このような状況を是正する政策
行動には、莫大な費用をかける必
要はなく、むしろそのことによっ
て長期的には節約につながると思
われる。太陽熱発電を供給するほ
うが、配電線の延長より費用がか
からないことが多い。補助金や信
用保証によって、より効率のよい
コンロが入手しやすくなる。富裕
層を対象とする電気料金への補助
金は、貧困層を対象とする低公害
燃料への補助金に移行させること
が可能である。

農村開発と人口

農村地域における人口増加の影
響は、プラスの場合もマイナスの
場合もあり得る。

例えば、ごく低い人口密度から
適度な人口密度への緩やかな移行
が起これば、新たな農法が促進さ
れて、収穫高が増し、より多くの
人口を支えることができる。この
ような過程が集約的な定住農業の
発展を促進してきたとも考えられ
る18。農村地域の人口密度が高く
なると、防火や消火などの火の管
理、灌漑水路や段丘化農地などの
インフラ整備、および土壌改良の
ために使える労働力が増大する。

しかし、人口増加が住民とその
環境に不利に働いてきた事例も数
多くある19。過去50年間の急速な
人口増加によって農村地域の貧困
層は2倍、そしてさらに倍加と、
彼らの適応能力を超える速さで増
加してきた。貧困層の資源基盤は
過剰使用と商業利用のため大幅に
減少した。また、投資にあてる剰
余金を持たないため、農村の貧困
層が利用できる技術は変化しなか
った。

農業生産高と生活水準が継続的
に向上するかどうかは、環境条件、
利用可能な技術、社会組織の間の
複雑な相互作用にかかっており、
さらに土地利用に関する選択に左
右される。人口密度が高くなれば
なる程、新しい状況への絶え間な
い適応を必要とする。灌漑用水供
給の限界などの自然の限界、化学
肥料の使用を繰り返したことによ
る土壌悪化のような技術的結果、
土地利用や社会組織に関する政治
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的決定、貧困などの経済的要因に
より、さらなる進歩がいつかは抑
制されるかもしれない。

よりよい技術が利用可能であ
り、また、教育やリプロダクティ
ブ・ヘルスを含むヘルスケアなど
の社会資本を利用できる地域社会
は、これらを最大限活用して資源
を保護し、活力のある農村経済を
構築してきた。このような例はイ
ンドのケララ州やスリランカの一
部に見られる。これらの地域社会
は、所得が低いにもかかわらず、
ジェンダーの不平等が少なく、晩
婚で、出生率が低く、人口増加が
緩やかであるという特徴がある。

集約農業は多くの農村地域で生
産高を増加させたが、農村人口に
生活の糧を提供してきたというよ
りは、むしろ増加する都市人口に
安い食糧を提供してきたと言え
る。個人が共有地を活用して行う
商業目的の農業や木材業は、投入
物が入手できて、資源が続く限り
は収益性が高いが、その利益が地
元社会に渡ることはほとんどな
い。農村地域の貧困層は、商業活
動に使われずに取り残されたあら
ゆる土地、水、木材資源を利用し、
酷使していることが多い。このよ
うなことが重なった結果が、裸地
化した丘陵斜面、細くなった水流、
洪水、干ばつ、野生生物の絶滅な
どに表れている。

インドでの緑の革命に関する最
近の研究20は、生産性の向上が耕
作地を拡大しようとする動機付け
の強化につながったことを明らか
にしている。森林を共同所有して
いる地域では共有地の使用に対す
る規制がなかったため、森林破壊
につながった。また別の研究から、
緑の革命は主に大規模な土地所有
者と共有資源の使用者に利益をも
たらしたことが判明しているが、
おそらくこれは彼らが投資するも
のを最も多く持ち、そこからの見
返りも一番大きかったためであ
る。元は自給農家だった世帯が土
地を失うことになり、共有資源が
なくなったことで貧困化が進んだ
ことは、緑の革命の予期せぬ結果
であった。

個人の所有権は、個人による資
源基盤の保護への意欲を高めるか
もしれないが、人口の絶対数や商
業開発の影響を必ずしも埋め合わ

せはしない 21。個人の所有権は、
共有財産を守る方策によって制限
が必要な場合もある。世界の主要
な漁場の多くは商業目的の乱獲に
よって衰滅している。漁獲量を規
制する公共政策によって回復が実
現できるかどうかは今後の進展を
待たなければならない。

都市化
人口の集中は、輸送、生産、消

費のコストや、清潔な水と効果的
な衛生設備などの保護を提供する
ことによって、規模の経済を可能
にする。一方で人口が集中すると
負担も増大し、人間と環境の双方
を持続可能な形で効果的に保護す
るために、より包括的で時として
費用がかさむ技術が必要になる。

都市化は、前世紀の最も顕著な
発展の一つであった。例えばアフ
リカでは、1900年には都市部の住
民は人口の5％のみであったが、
1960年には約20％になり、今日で
は約38％に達している。アフリカ
の現在の年間都市成長率は世界で
最も高く、4％を超えている。

アジア・太平洋地域もこれに急
接近している。現在全人口の約
35％を占める都市人口は、1995年
から2000年の間に年間約2.6％成
長した。これに対して農村人口の
増加率は年間0.7％だった。

開発途上国では、今後30年間に
都市人口が19億人から39億人へ
と倍増する。経済・社会開発にお
ける発電機として、現在都市は資
源需要の多くを占め、その割合は
増加し続けている。世界人口の半
分強を占めるにすぎない都市部
が、炭素排出量の少なくとも80％、
木材使用の75％、人間が使用する
ために取水された淡水（都市人口
が消費する灌漑作物のための水を
含む）の60％を占めていると指摘
する分析もある22。

今日、約30億人が都市部で生活
している。北アメリカ、ヨーロッ
パ、ラテンアメリカの人口の75％
以上が都市で生活しており、世界
全体では、人口100万人以上の都
市が1990年の326都市から現在の
411都市に増加した。西ヨーロッ
パと北アメリカでは、他のほとん
どの地域とは対照的に、大都市か

ら郊外やより小規模な都市中心部
への人口流出が見られる。

2015年までに、人口100万人以
上の都市に住む人の数は16億人に
なり、500万人以上の都市に住む
のは6億2200万人になる。開発途
上国では、都市人口が今後15年間
で19億人から29億人へと急増す
る（先進国では9億人から10億人
に増加する）。2030年にはすべて
の地域でほとんどの人が都市部で
生活することになる。このような
規模での成長は、生活の質と周囲
の環境に深刻な影響を与える。

1970年代に、国連は1000万人以
上の人口をかかえる都市を表すメ
ガシティ（巨大都市）という用語を
創り出した。1975年には世界全体
で5つのメガシティがあった。現
在では、19のメガシティがある。
2015年までにはメガシティの数は
23に増加するであろう。

開発途上国の多くの場所で、人
口全体の増加率の2倍の速さで都
市が成長している。毎日約16万人
が農村地域から都市部へ移動して
いる。このような爆発的な都市膨
張には、農村地域の環境の崩壊、
貧困、土地を失ったり、雇用機会
がないという「押出す力」と、都
市部の恵まれた雇用機会と社会サ
ービスという「吸引力」が働いて
いることが多い。

移住しても生活が一層苦しくな
ることは多い。都市成長が最も急
速なのは、インフラが欠如してい
ることが多い小規模な都市や多く
の大都市周辺にあるスラム地区や
不法占拠区である。アフリカでは
都市人口の37％がこのような「非
公式な」居住区に住んでおり、こ
の割合はアジアでは18％、ラテン
アメリカとカリブ海地域では9％
である。例えばリオデジャネイロ
の人口1060万人中の400万人とい
うように、多くの都市ではこの数
値が25―30％に達しており、この
ような住民の中には、危険な状態
で、急勾配の丘陵斜面や氾濫原、
他に選択の余地がない人が住むよ
うなひどく汚染された地域に住ん
でいる人もいる。密集居住区は、
きちんと建てられていない場合は
特に、洪水、嵐、地震などの大災
害による被害を非常に受けやす
い。
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汚染

急速な工業化と都市人口の集中
が重なって、水と大気が汚染され
る。未処理の下水が浄化されない
まま工業排水とともに地元の水路
に流されていることもしばしばあ
る。開発途上国のほとんどは、人
間の出す廃泄物や近代化学汚染物
質を監視し、処理する財源を持っ
ていない。

都市人口が増加し続けているた
め、現在利用できる水がどの程度
であっても、その量を多くの人と
分け合わなければならない。ロン
ドンに拠点を持つウォーター・エ
イドは、世界の大規模な都市での
水の需要はすでに供給量を上回っ
ていると報告している。ニューデ
リー、サンティアゴ、メキシコシ
ティなどの都市中心部では、水を
汲み上げる場所が次第に遠くなっ
ている。インド北部と中国の都市
は、周辺地域の地下水面を大幅に
低下させている。

人が多ければ、それだけ大気汚
染も進む。インドでは、10大都市
の浮遊粉塵のレベルが世界保健機
関（WHO）の基準の3倍から5倍に
なっている。ジャカルタは、ゴミ
焼却と自動車の排出ガスの汚染が
深刻なアジアの多くの都市の一つ
である。マニラでは、農薬、アス
ベスト、その他の何千という製品
から拡散する微小な固体粒子であ
る浮遊粒子状物質が、ニューヨー
ク、ロンドン、東京の大気中より
はるかに高い水準で存在すると報
告されている。

世界のほとんどの都市は、処理
が可能な範囲を超えるゴミやその
他の廃棄物を排出している。

マニラの基幹下水道網は、20世
紀初頭に約50万人の需要を満たす
ために設計された。だが、下水道
が通っているのは、マニラ首都圏

（メトロマニラ）の人口の11％のみ
である。下水道が通っていない地
域では、下水は、道路の側溝やフ
タのない溝や運河を通り過剰に負
荷がかかった本管に到達し、そこ
から未処理のままポンプで汲み上
げられマニラ湾に排出されるか、
潮流にのって流れ込んでいる。

メキシコシティの周辺では、周
辺部の300万人が下水道の整備の
ないところで暮らしている。地下
の帯水層の汚染も深刻化してい
る。

多くの都市では、ゴミの 30 ―
50％は未収集のままである。先進
地域でさえ、増大の一途をたどる
消費に伴うゴミの増加に追いつく
のが困難になっている。旧ソ連で
は、収集・処分システムの減少が
消費の減少より速く進んだ。ロシ
アでは、1997年に地方自治体が収
集した固形家庭ゴミ1億3000万m3

のうち、処理工場と焼却炉に送ら
れたものはわずか3％だった。

農地の消失

また、都市の拡大によって耕作
される農地が減少し、また農民が
都市に移動するにつれ家族経営農
場の数が減少することから、都市
化は食糧生産にも影響を及ぼす。
例えば1987年から1992年の間に、
中国では都市化と道路や工業地帯
の拡張のため、毎年100万ha近く
の農地が消失した。米国では、都
市の無秩序な膨張により、毎年40
万haの農地が消えている23。

一方で、人々は都市部でより多
くの食糧を生産するようになって
いる。世界全体で、約2億人の都
市住民が食糧を生産しており、約
10億人に対して少なくとも食糧供
給の一部を提供している。例えば
ガーナのアクラでは、都市部の菜
園が都市の野菜の90％を供給して
いる。タンザニアのダルエスサラ
ームでは、成人の5人に1人が果
実か野菜を栽培している。

菜園や屋上植栽は付加的な利益
をもたらし得る。これらは光や熱
の反射を減らし、熱の取り込みを
緩和する。また、自動車、工業、
エネルギー生産から排出される汚
染物質の除去も促進する。

都市部は地球温暖化ガスを排出
し、酸性雨の原因物質を発生させ
ることで、地域と地球の環境にも
影響を与える。

大気中の汚染物質を分散させる
都市の能力は、気候、標高、地形、
風や降水のパターンなどの自然条
件に左右され、これらの自然条件
が都市の直接的な環境に及ぼす影
響を決定する。サンティアゴの大
気汚染は、より大規模なサンパウ
ロに比べて排出量が10分の1であ
るにもかかわらず、同じ程度に深
刻で激しくなっている。

成長がもたらす問題

世界最大規模の都市の中には、
過去に比べて成長が減速されてき
た都市もあるが、その環境への影
響は増大し、現地の状況は悪化し
ている。急速に成長する都市の中
には、政策を講じ、環境の改善と
保護を実現してきた都市もある

（ブラジルのクリチバやポルトア

東京（19.8），ニューヨーク（15.9），
上海（11.4），メキシコシティ（11.2），
サンパウロ（10）

東京（26.4），メキシコシティ（18.1），
ムンバイ（18.1），サンパウロ（17.8），
上海（17），ニューヨーク（16.6），
ラゴス（13.4），ロサンゼルス（13.1），
カルカッタ（12.9），ブエノスアイレス（12.6），
ダッカ（12.3），カラチ（11.8），デリー（11.7），
ジャカルタ（11），大阪（11），
メトロマニラ（10.9），北京（10.8），
リオデジャネイロ（10.6），カイロ（10.6）

東京（26.4），ムンバイ（26.1），ラゴス（23.2），
ダッカ（21.1），サンパウロ（20.4），
カラチ（19.2），メキシコシティ（19.2），
ニューヨーク（17.4），ジャカルタ（17.3），
カルカッタ（17.3），デリー（16.8），
メトロマニラ（14.8），上海（14.6），
ロサンゼルス（14.1），ブエノスアイレス

（14.1），カイロ（13.8），イスタンブール
（12.5），北京（12.3），リオデジャネイロ
（11.9），大阪（11.0），天津（10.7），
ハイデラバード（10.5），バンコク（10.1）

表1：1975年、2000年、2015年（予測）の世界のメガシティ（単位：百万人）
1975年 2000年 2015年
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レグレなど）。しかし、急速に成
長する都市の大部分は、環境衛生
が深刻な問題になったり悪化の一
途にある状況に直面しており、特
に新たに移住者が定住するように
なった地区や都市成長を管理し規
制する制度が不十分な地域でその
傾向が見られる。

アフリカ、アジア、ラテンアメ
リカの小・中規模の都市の成長は、
特に水の供給、衛生設備、ゴミ収
集の問題を引き起こしている 24。
このような都市の計画・規制シス
テムは未発達であることが多い。
これらの都市は、大都市には向け
られる公共投資や関心の対象とは
ならず、またサービスの提供、土
地利用、輸送、水とエネルギーの
供給の点で、大都市に匹敵する規
模の経済を達成することができな
い。

ほとんどの開発途上国では、外
からの人口の流入と自然増加の双
方によって起こる急速な都市成長
のために、保健サービスの提供が
追いつかなくなっている。特に、
よりよいヘルスケアを求めて農村
地域から都市部に移住する若い女
性が増えており、リプロダクティ
ブ・ヘルス・サービスに対する負
荷が高くなっている25。

国連の予測は、都市部の15歳か
ら39歳の女性人口は、2020年まで
に農村地域よりも多くなると指摘
している。ケニアでは、15歳から
39歳の女性の割合は、農村地域で
35％であり、都市部では53％であ
る。同様の差が、バングラデシュ、
ハイチ、インドネシア、ニカラグ
ア、イエメンでも見られる。

都市部の女性が望む子どもの数
は農村の女性より一般に少ない
が、家族計画サービスへのアクセ
スが不十分で、これらのニーズを
満たせないでいる。都市周辺地域
では、リプロダクティブ・ヘル
ス・サービスが行き渡っていない
ことが多い。中心都市の診療所は、
拡大地域に住む多くの住民や労働
者にとって、都合のよい時間まで
開いていない場合もある。

無駄の多い
消費パターン

消費は、人口と環境への負荷の

関係を考えるうえで重要な要因で
ある。およそほとんどの人間の活
動は、天然資源に対する需要を増
加させる。例えば、食糧、住居、
衣服、交通機関は、可耕地、水、
石油、ガス、木材などの資源を必
要とする。また、人間活動の大部
分は廃棄物を生み出すが、それら
は環境への影響を緩和する処理を
ほとんど、あるいは全くされない
まま、大気、水、土壌に放出され
る。人口増加は資源の需要を増大
させるが、所定の人口が環境に与
える影響は、人口の規模、消費水
準、利用可能な抽出・再生技術の
組み合わせによって決まる26。

20世紀において物資とサービス
の消費は、世界経済の拡大を促進
し、何十億もの人々の生活の実体
を変化させつつ、例を見ない水準
にまで上昇した。しかし、膨大な
数の人々が消費ブームから取り残
されてきた。このため、現在大き
な「消費の格差」が生じている。
世界全体で見ると、所得の最も高
い国々に住む世界人口の20％が個
人消費総額の86％を占めている
が、対照的に最も貧しい状態にあ
る世界人口の20％が占める割合は
1.3％にすぎない27。

現在先進工業国で生まれる子ど
も１人が一生に生み出す消費と汚
染は、開発途上国で生まれる子ど
も30人から50人によって生じる
消費と汚染よりも大きくなる 28。
現在、大気に排出される二酸化炭
素の半分以上が、先進国に住む世
界人口の5分の1の人によって生
み出されている。一方、世界人口
の 5 分の 1 に当たる最も貧しい
人々が排出する量はたった3％で
ある29。世界人口の4.6％を占める
にすぎない米国だけでも、地球全
体の温暖化ガスの25％近くを排出
している30。

先進工業国の消費は、開発途上
国に直接影響を及ぼす。例えば、
先進国での家畜飼料と油の需要に
よって拍車がかかった魚の乱獲の
ために、すでに減少しつつある水
産資源への圧力がさらに増大し
た。このため開発途上の40カ国の
およそ10億人が、主要タンパク質
源である魚を入手できなくなるお
それに直面している31。また、今
後50年間で米国の人口は1億1000
万人増加すると推定されている。

これによって、現在のアフリカと
ラテンアメリカのエネルギー消費
の合計より多くのエネルギー需要
拡大が必要となる32。

先進工業国で使われる商品の生
産のために、膨大な量の天然資源
が必要とされる。往々にしてその
影響を感じているのは、金属の採
鉱、石油採掘、木材の切り出し、
食糧の栽培が行われている自国か
らは遠く離れた原産地である。ま
た、これらの商品の輸送にも、相
当量のエネルギー資源が消費され
る33。

個人と国家が豊かになるにつ
れ、その需要は基本的ニーズを超
え、貧しい地域においてさえ人口
増加の影響を拡大させている。ま
た、西側の消費文化のグローバル
化に伴い、自動車、コンピュータ
ー、エアコンなどの製品に対する
幅広い需要が増加の一途をたど
り、天然資源と廃棄物を吸収する
生態系の能力に対する負荷は一層
大きくなる34。

消費過多を急激に緩和し、また
消費不足による欠乏状態に終止符
を打つという難題はあるものの、
前向きの変化の兆しが見え始めて
いる。政府と産業界は、再生可能
な資源と汚染が少ない、または全
くない技術の利用を増やし、将来
の可能性を探求しつつある。持続
可能な管理事業が試みられている
森林地帯は、徐々に増えている。
様々な環境問題（エネルギーと土
地利用の政策を含む）に関する公
開討論は活発化し、国際的な合意
が検討されつつある。

だが、30年ほど前に経済学者ヘ
ルマン・ダリーが書いたことは今
日にも当てはまると思われる。

「持続可能な経済が実現すれば、
われわれの環境資源に対する要求
は減少するが、われわれの道徳資
源に対する要求は一層増大するだ
ろう」35。

人類の
「エコロジカル・
フットプリント」

人が環境に及ぼす影響の大きさ
を測定するため、ある科学者たち
が「エコロジカル・フットプリン
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ト」という指標を考案した36（図7）。
これは、特定の資源の 1 人当た
り・絶対量の消費が最も多い地域
を表示するものである。

このエコロジカル・フットプリ
ントは、ある人口の食糧、原材料、
エネルギーの消費を、それらの天
然資源を生産するのに必要な生物
学的に生産性のある土地または海
の面積に換算して見積もり、ある
いはエネルギーの場合は相応する
二酸化炭素排出量を吸収するのに
必要な土地、または海の面積に換
算して推計している。測定単位は

「エリアユニット」である。1エリ
アユニットは、1ha当たりの生産
性の世界平均と等しい。

各地域は長方形で表される。幅
は人口と比例し、高さは1人当た
りの資源消費量を表し、面積は地
域の総消費量に相当する。このた
め、北アメリカの10倍以上の人口
をかかえながら、1人当たりの資
源消費水準はその6分の1にすぎ
ないアジアのエコロジカル・フッ
トプリントは、北アメリカより少
し大きいだけである。

この分析は、持続可能性を推進
するうえで最も重要な2つの側面、
つまり、1人当たりの資源消費量
と人口増加を的確にとらえてい
る。

またこの指標によって、自然の
生物学的な許容量が高い地域と低
い地域、および資源消費が持続可
能な使用水準を超過している「環
境上の赤字」が発生している地域
を識別することができる。『生き
ている地球レポート2000』(Living
Planet 2000 report）によると、1996
年の世界消費は1人当たり2.85エ
リアユニットで、生物学的な許容
量（2.18エリアユニット）より30％
多かった。

経済協力開発機構（OECD）に加
盟する富裕国のエコロジカル・フ
ットプリントの合計は、1996年に
1人当たり7.22エリアユニットで、
生物学的な許容量3.42ユニットの
2倍以上であった。OECD非加盟
国のエコロジカル・フットプリン
トの合計は1人当たり1.81エリア
ユニットで、生物学的な許容量
1.82ユニットを若干下回った。

アフリカでは、1996年に環境上
の黒字が1人当たり0.40エリアユ

ニットあった（エコロジカル・フ
ットプリントが1.33エリアユニッ
トで、生物学的な許容量は1.73エ
リアユニット）。アフリカの多く
の国は大きな環境上の黒字に恵ま
れており、1人当たり1エリアユニ
ットを超える赤字をかかえる国は
非常に少ない。しかし、このよう
な黒字は、有益な管理の帰結とい
うよりは極度の貧困の結果であ
る。
ラテンアメリカ・カリブ海地域

は、自然の生物学的な許容量の大
きさ（6.39ユニット）と比較的少な
い資源消費（2.46ユニット）のため
で、1人当たり3.93エリアユニッ
トという世界で最も大きな環境上
の黒字に恵まれた。1人当たりの
黒字が最も大きいのはボリビア、
ブラジル、ペルーであった。
中東と中央アジアでは、生物学

的な許容量（0.91ユニット）が低い
ことが主な原因で、1 人当たり
1.82エリアユニットの環境上の赤
字があった。同地域全体のエコロ
ジカル・フットプリントは、1人
当たり2.73エリアユニットであっ
た。アラブ首長国連邦やクウェー
トなどの豊かな産油国で環境赤字
が最も大きかった。
アジア・太平洋地域では1人当

たり0.67エリアユニットの環境赤
字があったが、この一因は生物学
的な許容量を1.11ユニットにまで
減少させてしまう人口の多さにあ
る。同地域全体のエコロジカル・
フットプリントは、1996年に1人
当たり1.78エリアユニットであっ

た。シンガポール、日本、韓国の
環境赤字が最も大きかった。
北アメリカは、世界で2番目に

大きな生物学的な許容量（6.13ユニ
ット）をもちながら、1996年当時、
すでに世界で最大の環境赤字（1人
当たり5.64エリアユニット）をか
かえていた。米国は 1 人当たり
6.66エリアユニットの環境上の赤
字を記録した。
西ヨーロッパは、世界で2番目

に大きい1人当たり3.35エリアユ
ニットの環境赤字をかかえた。生
物学的な許容量2.93ユニットに対
し、エコロジカル・フットプリン
トは6.28ユニットであった。英国、
スイス、デンマークが最も大きな
赤字を示した。
中央ヨーロッパと東ヨーロッパ

は、1996年に1人当たり4.89エリ
アユニットのエコロジカル・フッ
トプリント、3.14エリアユニット
の生物学的な許容量、つまり1.75
ユニットの赤字を示した。チェコ
共和国とエストニアの赤字が最も
大きかった。

『生きている地球レポート2000』
は、エコロジカル・フットプリン
トの5つの構成要素についても報
告している。耕作地、牧草地、森
林（薪と紙を含む木材製品）、漁場

（家畜飼料用の魚肉や油を含む海
洋魚と海産物）、二酸化炭素（化石
燃料消費に輸入製品の製造に必要
な純エネルギーを足したもの）で
ある39。これらの構成要素におい
ても、先進地域と開発途上地域の

表2：1970年から1995年までの総消費支出額の伸び
（単位：兆米ドル）（1995年価格）37

1970年 1980年 1990年 1995年
先進国 8.3 11.4 15.7 16.5
開発途上国 1.9 3.6 4.3 5.2

表3：最富裕層と最貧困層の消費水準38

先進国の人口によって 開発途上国に住む最も貧しい人口
消費される割合（％） 20％によって消費される割合（％）
エネルギー資源合計 58 4以下
食肉と魚 45 5
紙 84 1.1
乗り物 87 1以下
電話線 74 1.5
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間に大きな消費格差が見られる。
例えば、北アメリカの耕作地の

フットプリント（1人当たり1.44エ
リアユニット）は、世界平均（0.69
ユニット）の 2 倍以上であった。
OECD加盟国の消費者の漁場のフ
ットプリントは、OECD非加盟国
の3倍であった。1996年のOECD
加盟国の消費者の二酸化炭素の平
均フットプリントは、OECD非加
盟国の消費者の5倍以上であった。
北アメリカの二酸化炭素のフット
プリントは、1人当たり7エリアユ
ニットで、世界平均の5倍、ラテ
ンアメリカ・カリブ海地域、アジ
ア太平洋地域、アフリカの各平均
の7倍以上であった。

環境難民
自然災害、戦争、乱開発による

環境悪化に起因する人口移動は、

最近始まった現象というわけでは
ない。最近の特徴と言えるのは、
数ある要因の中でも、資源の枯渇、
回復不能な環境破壊、人口増加と
いう要因の組み合わせから生じる
人口大移動の可能性である40。

1998年にパプアニューギニアの
海岸を大津波が襲った際、海岸線
と礁湖の堤に沿って村落が散在し
ていたため、死者数は何千にも上
った。中国で長江が大洪水を引き
起こした際には、流域の人口過密
状態を原因とする森林破壊と浸食
のために事態が一層悪化した。

2001年の1月と2月に強烈な地
震がエルサルバドルを襲った際、
自給農業のために伐採された山の
斜面で大きな地すべりが起こり、
何千もの人が住みなれた土地を離
れていった。

世界銀行は、1998年に環境悪化
によって2500万人の人口移動があ
ったと推定しているが、これは戦

争に起因する難民の数を史上初め
て超えた数である。

難民は、その滞在先の地域にと
って脅威となることが多い。1994
年のルワンダの危機によってタン
ザニアの北西部に殺到した60万以
上の人は、薪集め、杭の打ち立て、
禁猟区での鳥獣の密猟、土地耕作
により深刻な環境への打撃を与え
た。

環境難民は、重大な経済的・社
会文化的・政治的影響を及ぼす。
現在、先進国は難民救済のために
毎年80億ドルを拠出しているが、
これは開発途上国に供給される海
外援助の7分の1に相当する。
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図７：エコロジカル・フットプリント（地域別・1996年）�

Source: World Wide Fund for Nature (WWF), United Nations Environment Programme  World Conservation Monitoring Centre, Redefining Progress, 
Center for Sustainability Studies, and Norwegian School of Management. 2000. Living Planet Report 2000.  Gland, Switzerland: World Wide Fund 
for Nature
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作物の残留物を燃やして調理をする女性（バングラデシュ）－開発途上国では、室内空気汚染によって毎
年220万人以上が死亡している。
Shehzad Noorani, Still Pictures

女性と環境

2001年 世界人口白書

「女性から発言を奪い、女性を
無力にしている様々な社会的・経
済的な悪条件をくつがえすことに
よりジェンダー（社会的・文化的性
別）の平等を促進することは、環境
を救い、過密状態の危険性や人口
圧力に伴うその他の逆境を阻止す
る最善の方策の一つであるかもし
れない。女性の声は、単に女性の
将来のためだけでなく、世界の将
来にとって非常に重要である」

―アマルティア・セン1

女性と天然資源の直接的で重大
な関係のよりどころは、生物学的
理由にあるわけではない。女性は
女性として生まれてきたことで天
然資源との結びつきが強くなるの
ではなく、ジェンダー、つまり世
界中の世帯、地域社会、生態系で、
女性に課せられ続けている社会的

につくられた役割と責任ゆえに結
びつきが強くなるのである。

女性は育児と子どもの栄養、ヘ
ルスケア、教育のニーズを満たす
に足る十分な物資を確保すること
に関して主要な責任を担ってい
る。また、開発途上国の農村地域
では、清潔な水、調理と暖房用の
燃料、家畜の飼料などの必要不可
欠な家庭資源も女性が中心になっ
て管理している。女性は自家用と
販売目的で野菜、果物、穀物を栽
培しており、アフリカの多くの地
域でみられるように主要農作物の
大部分を生産していることも多
い。東南アジアでは、コメ栽培の
労働の90％を女性が担っている。

女性は世界の農業人口の半分以
上（51％）を占めている2。経済的
機会が広がるにつれ、開発途上国
の女性は自国内での消費用と最近

増えている海外向けにも天然素材
を原料とする食品以外の製品の生
産、加工、販売を行うようになっ
ている。

例えばブルキナファソでは、女
性が毎年何百トンものシアバター
を生産し、そのほとんどを欧州の
化粧品市場に販売している3。コロ
ンビアでは、何千人もの女性労働
者が米国で販売する花を栽培して
いる。しかし、このような暮らし
は環境と健康を損なう新たな危険
性を生じさせかねない。コロンビ
アの園芸農家は127種類の異なる
化学物質にさらされていると推定
され、そのうちの多くは米国や英
国では使用が禁じられているもの
である4。

これらの活動の多くは、男性に
よる資源利用のすき間で行われて
いる。女性は伝統的なジェンダー



38

女性と環境

の構造によって許されているすき
間、または経済的・社会的変化に
よって開かれたわずかなすき間を
占めている。モザンビークの沿岸
地域では、女性は男性の獲ってき
た漁獲物を加工し、販売するもの
の、男性が海洋漁業に使うボート
に近づくことや自ら海洋で漁を行
うことは許されていない。彼女た
ちが漁場とできる場所は海岸近く
で、そこで貝類、カニ、その他の小
さな海洋生物を採取して販売す
る。最近の研究によると、このよ
うな女性の仕事が平均月間家計所
得の約20％をもたらしている5。

世界の多くの地域で貧困が根強
く続き、深刻化するにつれ、この
ような活動から得られる女性の所

得は家族の生存にとって重要にな
っており、女性の生活における環
境の重要性を一層大きくしている

（また、環境悪化による危険が増
大している）。女性を世帯主とす
る家庭の数は増えているが、その
ような家庭では、特に子どもたち
にとっては、この仕事が不可欠に
なる。世界の最貧国では、農村世
帯のすでに約4分の1は女性が世
帯主である6。また、女性の所得は、
機会、選択、自立の拡大という状
況も生み出す。これらはすべてジ
ェンダーの公正と平等という、よ
り大きな目標に向けた前進とな
る。

環境悪化が女性に
及ぼす影響

女性は家庭の管理に対して責任
を負っているにもかかわらず、一
般にそれに対する管理権限はもっ
ていない。女性が日々の生活を通
して様々な形で環境と接触する場
面を考えると、環境悪化によって
最も大きな影響を受けるのは女性
であることがわかる。例えば、

• 森林破壊や汚染は、女性が薪や
安全で清潔な水を探すために費
やす時間を増やし、水を媒介と
する病気にかかる危険性を高め
る。インドのグジャラート州で
は、女性は現在、薪集めに1日4
―5時間を費やしているが、以前
は4―5日に1回の収集ですんで
いた7。

• 土壌浸食、水不足、不作によっ
て収穫高が減少する。酷使によ
りやせた土壌は家庭菜園の生産
性を低下させる。

• 大気中、水中、地中の有害化学
物質と農薬は、女性の様々な健
康上のリスクの原因になってい
る。これらは体の組織や母乳に
入り込み、そこから乳児の体に
入る8。中国甘粛省のある村では、
国営肥料工場からの排出物のた
めに、死産や流産の件数が多か
った。ロシアの3つの河川での
水質汚染は妊婦の膀胱や腎臓の
障害を倍増させる一因になって
おり、スーダンでは農薬にさら
されることと周産期死亡率の間
に関係があり、農家の女性にそ
の危険性が高いことが確認され
た9。

• 特に都市部の生活環境では、大
気汚染と水質汚濁がはなはだし
く、衛生設備と廃棄物処理は不
十分であったり、全くなかったり
する。このことが健康への新た
な脅威をもたらしている。特に、
この状況にさらされる度合いが
最も高い女性の健康にとっては
脅威である。例えばインドの都
市デリーとアグラでは、飲料水の
水源はDDTやその他の農薬によ
る汚染が深刻な河川である10。

ゴミ捨て場でゴミを集める女性（マリ）－女性は、大気中、水中、地中
の有害化学物質によって、様々な健康上のリスクに直面している。
Erik Just, Denmark
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環境悪化は、女性が燃料探しや
食糧生産のためにより多くの時間
と労力をかけなければならないこ
とを意味するが、だからといって、
世帯のニーズを満たし、家族の健
康を確保するために女性が担う他
の責任が軽くなるわけではない。
これまでのところ、男女の労働分
業は本当の意味で変化を見せてい
ない。多くの国で、女性はすでに
家庭の内外で1日12時間以上働い
ている。アフリカとアジアでは、
女性は男性より、週当たりで平均
13時間多く働いている11。

無力であることとその影響

同時に、女性は自分たちの生活
条件に対する影響力をほとんども
っていない。決定権をもつ者たち
はしばしばこの現実を見落として
いるが、女性による地域の環境資
源の使用と管理は、家庭と地域社
会のウェル・ビーイング（良好な状
態）の基本である12。農業技術指導
は男性に非常に偏って提供されて
いる。持続可能な農業と土地管理
の方法に関する教育と普及活動は、
女性を対象としていないことが多
い。

女性が土地の所有権を維持した
り土地を相続したりする権利が、
国の法律や地域の慣習によって、
事実上認められていない場合がし
ばしばあり、このため女性は信用
貸しを得ようとしても担保がな
い。貧困、不安定な土地の保有権、
専門家による支援の欠如のため、
女性は新しい技術や輪作、休閑期、
持続可能な耕作水準、再植林など
の長期的な戦略に投資することを
半ばあきらめざるを得ない。それ
ばかりか、この状況により、土地
を急速に疲弊させる綿花などの発
育の速い換金作物の栽培や、短期
的な所得を得るための森林地帯の
伐採が進んでいる。

限られた土地資源に対するこの
ような負荷によって、土壌養分は
枯渇し、土壌が劣化する。土壌劣
化によって収穫高は低下し、それ
がより集中的な土地使用、一層の
土壌悪化、さらなる収穫高の低下
という悪循環につながる。農業就
業者が新たな土地を探そうとして
も多くの場合、辺境・境界地域に
しか土地はなく、しかも女性の場

合、売買を取りまとめたり、貸付
金の交渉をしたりすることができ
ないことが多い。

ヒト免疫不全ウィルスおよび後天
性免疫不全症候群（HIV/エイズ）の影
響が最も深刻な国々では、この蔓延
のために貧困がさらにその度合いを
増し、選択肢が減っているため、
人々は基本的ニーズを満たすために
天然資源に頼らざるを得なくなって
いる。南アフリカでは、女性を中心
とする数多くの貧困層が、辺境の土
地で食糧生産と燃料探しを試みてお
り、壊れやすい生態系に対する負荷
を一層重くしている13。

持続不可能な土地利用の原因の多
くは、技術や資金を手にできなかっ
たことである。機会が与えられれば、
おそらく女性は、普段から天然資源
に強く依存していることを考える
と、持続可能な農業を実践し、土地
の全体的な質を維持する素質のある
ことを示すにちがいない。事実、ガ
ーナでの世界銀行のある研究による
と、同じ世帯内でも、女性が耕作し
た区画のほうが男性の区画に比べて
土壌の肥沃度の低下率が小さいこと
が明らかになった14。

インドでは、女性が先頭に立って
持続可能な農法を推進し、強力な化
学肥料と農薬に依存する大規模な農
業経営に反対する農村運動を実施し
ている。また、英国では農業は男性
中心であるが、有機農業従事者の半
分は女性である。これは農業全体に
占める割合の10倍である15。

天然資源の所有や管理をする権
利をもたない女性は、生活のその
他の側面でも権利を認められてい
ないことが多く、ジェンダーによ
る不平等が拡大している。世界中
の何百万人もの女性と同様、マダ
ガスカル南東の家父長制が根強く
残る農村社会に暮らす女性は、資
産、ウシ、農地のような地位をも
たらす資源を手にすることができ
ない。この結果として、女性は地
域社会や家庭での決定にほとんど
参加していない。これには、出産

（出生率は高い）、結婚（早婚が一
般的である）、自らの教育と子ど
もたちの教育（男子の就学率は低
く、女子の就学率はさらに低い）
に関する決定が含まれる16。

かつて、農村では大家族が一般
的であった。子どもは（特に大規
模な農地では）農業生産性を保つ

ための重要な働き手であり、しば
しば母親（そして時には父親）を農
地や家庭菜園で手伝い、家畜の世
話をし、水汲み、薪や食用・薬用
植物の収集をして家庭で必要とさ
れる資源の供給の手助けをした。
農村の女性は早婚であり、妊娠の
回数が多かった。

出生率は高いが、乳児死亡率は
低くなり、土地の供給は限られて
いるという状態から生じた遺産の
一つが土地の細分化である17。あ
る世代から次の世代の息子へと受
け継がれるにつれ、土地の区画は
たび重なり分割された。こうした
土地は、家族や市場用に十分な食
糧を供給できるだけの広さがなく
なってしまった。収穫高増大への
圧力は強まり、男性は農業以外の
雇用を求めて家を離れた。住居、
教育、ヘルスケアに加え、残った
土地を改善するために、都市に出
た親戚や家族がしばしば仕送りを
してくれているものの、もしその
ようなことがなければ女性の家族
に対する負担と責務は増大したで
あろう。

都市化は女性に対して危険と機
会の双方をもたらす。都市成長と
貧困は新たな環境面の脅威を生
み、それにより健康を損なう危険
性は高くなる。ここでも最も危険
にさらされるのは女性とその子ど
もたちである18。

一方、ヘルスケアがより利用しや
すい都市部では、妊娠と出産は一般
的に安全になる。また、都市での生
活によって教育、雇用、結婚に関す
る女性の選択の幅は広がるが、その
一方で、性暴力、性的虐待、性的搾
取の危険性も高まる。貧しい女性に
とって、都市化は燃料、食糧、水を
手に入れるための肉体労働が少なく
なることを意味するが、往々にして
彼女たちはこれらの品質や量を直接
管理できなくなる。極貧層にとって
これらの基本的な資源は、絶対的に
も相対的にも裕福な層よりも高くつ
く。環境に関しては、都市化は一方
の手で貧困層に差し出したものを、
他方の手で持ち去ってしまう。例え
ばゴミ捨て場に頼って生きている都
市部の極貧層は、人間的にも経済的
にも間違いなく地球上で最も恵まれ
ない層であると言ってよい。

農村地域から都市部への移住に
女性が加わるようになるにつれ、
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工場での搾取労働、人身売買、虐
待や暴力などの経済的･性的な搾
取の対象になりやすくなってい
る。工場労働者は、化学物質、ほ
こり、その他の形の汚染にさらさ
れる可能性に直面する。

しかし、このような危険に伴っ
て、新しい経済的な機会も生じる。
農村での社会階層やジェンダーに
よる階層から解放され、女性にも
学校、単科大学または総合大学に
行く機会、市場価値のある技能を
習得する機会、結婚をするかしな
いかの選択、またいつ誰と結婚す
るかを選択する機会が開かれる場
合もある。ジェンダーの関係が変
化し、またリプロダクティブ・ヘル
スに関する情報とサービスが利用
しやすいことから、都市部の女性の
ほうが子どもを産む時期、子どもを
産むか産まないかの選択、子どもの
人数を決定できる可能性が高い。

家庭資源とその他の資源を効率
的に管理するために、都市の女性
も農村の女性も幅広い選択肢を必

要とする。つまり、子どもの数と
出産間隔、リプロダクティブ・ヘ
ルスをはじめとするヘルスケア、
教育、男性とのパートナーシップ
に関する選択である。女性による
資源管理と女性のリプロダクティ
ブ・ヘルスの双方を強化する女性
のエンパワーメント（能力強化）のた
めのプログラムの事例は数多くあ
る。一般に能力強化普及計画では、
資源管理に対する情報や支援と合
わせて様々なリプロダクティブ・
ヘルスケアの側面を提供できる。

環境と健康に関す
る決定への女性の
参加促進

持続可能な開発のために求めら
れるのは、女性の生活が環境の現
実と多くの面で密接にからみ合っ
ている点を認め、それを尊重する
ことである。女性の土地所有権と

土地相続権を施行し、個人や共同
社会の土地保有に対する安全保障
を確立する必要がある。女性にも
信用貸しや農業関連サービス、資
源管理のサービスを受ける道筋を
つけるべきであり、これらのサー
ビスの実行や内容に関する決定に
女性も加えられるべきである。

女性の参加は、リプロダクティ
ブ・ヘルス/ライツのための情報、
教育、サービスにまで及ぶ必要が
ある。出産に関する選択は平等に
向けた一歩である。こうして力を
つけた女性は家庭や地域社会で、
例えば女子の教育とヘルスケア、
共有資源の利用、経済的な機会の
開発など他の決定にも関与できる。
健康と環境に関する決定に女性が
参加することは、個人、社会、そ
して環境自体に利益をもたらす。

実際、多くの経験から明らかに
なっているように、リプロダクテ
ィブ・ヘルスと環境面のサービス
が地域社会独自の優先事項に沿っ
て計画された場合、この2つの組
み合わせにより、非常に有益な効
果が発揮される。2つを統合する
ことで、サービス提供の二度手間
を省き、相関する女性のニーズに
1回で対応できる。

信頼はこのような試みのカギと
なる。あるラテンアメリカのプロ
ジェクトでは、地元の村の住民と
親密な関係を築いた環境団体の女
性スタッフのところには、リプロ
ダクティブ・ヘルスの情報とケア
に関する要請が殺到した。一方、
同様の関係を築いていなかった政
府の保健ワーカーはこのような要
請をほとんど受けなかった。また
当然ながら、リプロダクティブ・
ヘルスと環境の統合サービスを成
功に導くうえで最も重要な要素
は、女性の積極的な巻き込みであ
ることが調査によって明らかにな
っている19。

環境の変化が新たなより激しい
ジェンダーの衝突を引き起こす可
能性もあるが、女性と男性がジェ
ンダーの平等について話し合う機
会をもたらす場合もある。

例えばカナダのニューファンド
ランドでは、北大西洋の漁場が衰
滅し、かつてはほぼ全面的に漁業
に依存していた地域で大量の失業
者が生まれた。この危機の前には、
男性は漁に出て、女性は魚の加工
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場で働いていた。しかし、男女双
方とも日中家にいるようになり、
家庭内の不和が増加した。女性は
男性により多くの家事の手伝いを
望みながらも、同時に自分の本領
を侵害されている気分になった。
男性は、女性から家事を手伝うよ
うにとの要求を受けて男ではなく
なったように感じることが多かっ
た。アルコールへの依存や家庭外
での男同士のけんかも増加した。
若い女性は夫やボーイフレンドを
好ましくないと感じるようにな
り、女性が世帯主の家庭の数は増
加し、高等教育を受けている層を
中心に女性も男性も移住が大幅に
増加した20。

環境の変化に対するより前向き
な反応は、ニジェールのビルマに
おける岩塩坑労働者の事例に見て
取れる。何百年もの間、多くの男
性が一度に何カ月もかけてサハラ
砂漠を縦横に往来し、塩を輸送し
ては果物、穀物、黄金と交換して
きた。近年、塩の価値は下がり、
ラクダによる交易のほとんどは大
型トラックが取って代わり、大部
分の男性はやむを得ず、移動交易
をせずに今までより長く家にいる
ようになった。これに対応し、男
性と女性は新たなパートナーシッ
プを築いている。現在多くの女性
が、夫と一緒に岩塩坑で塩をすく
い上げながら働いている。これは
一世代前には考えられなかったこ
とである。当時は、父親が死んで
も娘たちは父親の採掘坑を受け継
ぐことはできなかった。男子か男
性が必要であった。しかし今日、
女性は結婚すると採掘坑で夫を手
伝うことができる。一緒に採掘し
ている夫婦も数組あり、岩塩坑労
働者の中には未婚の女性さえいる
ようになった21。

環境の変化は女性と男性の生活
に新たな負荷と選択をもたらして
いる。環境の変化が引き起こす性
別役割分業の変化が、両性間の意
思疎通の向上と共同で物事を決定
することにつながる可能性もあ
る。しかし、新たな役割分業と責
任について話し合いを重ねること
は、困難な過程ともなる。女性と
男性が互いに折り合いをつけ、ま
た自然界とも折り合いをつけるた
めに、お互いがもつ社会的柔軟性
と知恵を最大限発揮することが重

要である。

新しい関係の形成
話し合いを成功に導くうえで、

情報と教育を受けることができ、
また農業関連サービスとリプロダ
クティブ・ヘルス・サービスを利
用できることは大いに助けとなる。
女性の権利と平等、また天然資源
の持続可能な使用と保護に関する
法律と政策による支援も不可欠で
ある。このような支援があれば、
女性と男性は持続可能性と公正の
好循環を形成することができる。
このような支援がない限り、環境
悪化の継続、貧困、高い出生率、
機会の限定という悪循環に陥り、
環境と社会の崩壊につながる。

自分たちの生活に影響を及ぼす
政策決定に最大限関与することを
目指して、政治過程に女性を完全
に参加させるために、女性団体が
組織されつつある。このような政
策には、農業目的の土地と水資源
の利用、電力・飲料水・エネルギ

ーの供給、保健・教育サービス、
経済的機会に関する政策がある。
多くの国で、このような団体は成
功を収めつつある。

実りの多い成果を上げられるか
どうかは、女性と環境の間、そし
て女性と世界全体の間の新しい関
係の形成にかかってくる。ワンガ
リ・マータイはケニアの環境保護
論者であり、20カ国で女性と共に
植林活動を行っているグリーンベ
ルト運動の創始者である。彼女が
指摘するように、このような社会
的・生態学的な変容はすでに進行
中である。彼女は語っている。

「植林活動には、市民教育が含ま
れているのです。人々の能力を強
化して、自分の運命は自らが掌握
するという気持ちを彼女らにもた
せる戦略であり、恐れを取り除い
て環境に関する権利を主張できる
ようにすることを目的としていま
す。つまり、女性自身が自分の人
生の方向を自分で管理できるよう
にすることなのです」22。

調理中の女性を見つめる少女（マリ）－女性の権利を支援することで、貧
困、無力さ、環境悪化という悪循環を断ち切ることができる。
Erik Just, Denmark
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壷を運ぶ女性（インド）－貧しい農村女性は、重い荷物を長距離にわたって運ぶことが多く、そのために不健康に
なっていく。
Martha Cooper, Still Pictures

健康と環境

環境条件はそこに住む人々が健
康であるかどうか、そして彼らの
寿命がどの程度かを判断する助け
となる。環境はリプロダクティ
ブ・ヘルスとそれに関する選択に
影響を及ぼし、社会の結束と経済
成長に関する将来展望や健康に対
する一層の影響についても見極め
る助けとなる。また、汚染と悪化、
気候変動、極端な天候などの環境
の変化は、保健と開発に対する見
通しも変化させる。

感染症は世界全体の年間死亡数
の約20―25％を占めているが、環
境条件は感染症を引き起こす大き
な原因となる。感染症と寄生虫病、
呼吸器感染症と呼吸器疾患などの
環境と最も密接な関連をもつ病気
は、特に貧困国、そしてあらゆる
国の貧困層において開発の見通し
を危うくしている。不潔な水とそ

れに伴う劣悪な公衆衛生のため
に、毎年1200万人以上が死亡して
いる。大気汚染によりさらに300
万近くの人が死亡している。

土地利用の変化が疾病の新たな
温床を生み出すこともある。例え
ば、灌漑やダムの建設は水を媒介
とする感染症を広める可能性があ
る。アスワンダムの建設後、エジ
プトとスーダンでは住血吸虫病が
蔓延した。熱帯林の伐採によって
硬い岩盤層が形成され、そこに雨
水がたまり蚊が繁殖する場合があ
る。マラリアは毎年100万人以上
を死に至らしめ、毎年新たに約3
億の臨床件数が報告されている。
マラリアは、サハラ以南のアフリ
カにおける全死亡数の10％の死因
になっている1。

推定によると全世界の急性呼吸
器疾患の約60％、下痢性疾患の

90％、慢性呼吸器疾患の50％、マ
ラリアの90％は、簡単な環境改善
で回避できる2。

開発がある程度進んだ国では、
疾病全体の中でこのような状態が
占める割合は比較的低いが、それ
でも衛生設備やその他の清潔な水
の供給サービスが行き渡っていな
い地域では特に、依然として疾病
が大発生している。中央ヨーロッ
パと東ヨーロッパにおけるジフテ
リアの大発生は、政治変動の結果、
公衆衛生サービスが低下したこと

（予防接種率の低さなど）と感染者
と感染しやすい人の双方の移住が
増えてきたことを反映している3。

健康状態の変化は、開発の見通
しと貧困撲滅の可能性に直接の影
響を及ぼす。いずれも人間環境と
社会環境における様々な状況の影
響を受ける。

健康と環境
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人口変動と健康
19世紀にヨーロッパの諸都市で

発達した水道と下水処理が古来の
コレラの脅威を消し去ったよう
に、環境の変化は都市住民の健康
を大幅に改善する可能性をもつ。
1940年代にスリランカなどアジア
の国々では、DDTの散布と蚊の温
床の除去を組み合わせることで、
一時的にではあるがマラリアを一
掃した。このような公衆衛生上の
改善処置は、多くの開発途上国で、
特に大都市を中心に疾病を減らす
が、多くの場合は、人口増加、産
業による汚染、インフラと住宅の
劣悪化、資源不足を相手にした勝
ち目のない戦いになっている。

人が密集した生活状態は、特に
都市部で感染症を蔓延させる。貧
困層は住居費の問題と家族の人数
が多いことから、最も密集した生
活環境にいる。都市の中でも貧困
と密集状態がより深刻な地域にい
る乳児が死亡する確率は、豊かな
近隣地域の乳児に比べて最低でも
4倍高い。特に結核とチフスのよ
うな環境に起因する疾病が、この
ような乳児死亡率での格差の一因
となっている。

各国の経済が世界経済の仕組み
に統合されるにつれ、大都市とそ
の周辺の農村地域や小都市間の商
業上の結びつきが急速に進展して
いる。中央市場への輸送手段が改
善されたことで、ヒト免疫不全ウ
ィルスおよび後天性免疫不全症候
群（HIV/エイズ）を含む性感染症

（STD）の蔓延が進んだ。感染率は、
大型トラックの通る道路沿いやド
ライバーが集まる国境の町で著し
く高くなっている。

また、輸送・交通が容易になっ
たことで、疾病が宿主となる人間
や他の動物または貨物に入り込ん
で地域や大陸間を移動するように
なった。コレラは、貨物船のバラ
ストタンクに入ってバングラデシ
ュからチリまで移動している。イ
ンドで災害に続いてコレラが大発
生したのは、その地域を離れた感
染者によって広まったのである。

政府公認および政府支援の入植
事業4の一環として実施されるこ
ともある新開地への移民により、
リプロダクティブ・ヘルス・サー

ビスを含む保健システムが行き渡
る範囲から移住者が外れてしまう
ことが多い。医者や看護婦を農村
地域へ赴任させる奨励策は、一般
に不十分で効果がない。遠隔地の
施設を整え必需品を再補給するこ
とは困難であり、設備が不十分な
ために移住者は利用したがらな
い。

都市周辺の新開地の保健サービ
スも同様に貧弱である。若者の死
亡率は、より長く定着している農
村の新開地に比べて高いことさえ
ある。

妊産婦死亡率はその実態調査が
困難であるが、出産に専門技能者
が立ち会うことが少なく、妊娠合
併症の際の搬送が困難な農村地域
のほうが、明らかに都市部より高
く、農村の中でも新開地ではさら
に高くなる傾向がみられる。

新開地の大家族は、少人数の家
族に比べて、周囲の環境に大きな
影響を及ぼす。大家族の食糧、燃
料、水の需要は小家族より大きく、
さらに資源あさりをする人が加わ
ることでその環境への影響も大き
くなる。

汚染と健康に対す
る脅威

大気汚染により推定で毎年270
万から300万の人が死亡しており、
そのうち約90％が開発途上地域の
住民だと推定される。最も危険な
要素としては、二酸化硫黄（石油
と高硫黄炭の燃焼から発生）、粒
子状物質（家庭で使う火、発電所
と工場、ディーゼルエンジンから
発生）、一酸化炭素と二酸化窒素

（自動車の排出ガスから発生）、オ
ゾン（自動車の排出ガスに起因す
るスモッグに日光が当たることで
発生）、大気中の鉛（有鉛ガソリン
または石炭の燃焼から発生）が挙
げられる。

屋外での大気汚染によって特に
都市部を中心に、毎年11億人以上
が健康を害し、推定で50万人が死
亡している5。これらの死亡者の
30％近くは先進国に住んでいる。
微粒子汚染は、ヨーロッパの子ど
もが患う呼吸器感染症の原因の
10％にも及んでいる（また、最も
汚染が深刻な都市ではこの割合は

2倍になる）6。工業生産水準の低
下にもかかわらず自動車交通が著
しく増加した旧ソ連では、特に状
況が深刻である。

人口密度が高く、急速に成長す
る開発途上国のメガシティ（巨大
都市）では、世界保健機関（WHO）
が勧告する許容量をはるかに超え
る水準の大気汚染に住民がさらさ
れている7。

メキシコシティでは、オゾンに
対する年間最高1時間という制限

（0.1ppm以上に相当）と、全般的に
ひどいオゾン汚染状態は年間30日
という制限を日常的に超えてい
る。1991年には、わずか145日の
間に、オゾンに対する制限値を
1400時間以上も超過した。同様の
過度の汚染状況は、サンティアゴ
やサンパウロでも一般的である。

アジアのメガシティはオゾン汚
染の点ではこれよりよい状態にあ
るが、浮遊粒子状物質と二酸化硫
黄に関するWHOの基準に関して
は深刻な状況にある（例えば、北
京、デリー、ジャカルタ、カルカ
ッタ、ムンバイなど）。カイロ、
ラゴス、テヘランも高い濃度を示
している。

多くの開発途上国で自動車の所
有者が急速に増加している。北京
では、調査回答者の4分の3以上
が近い将来に自動車を購入する意
向を示している8。インドは、自動
車の排出ガスが都市汚染に果たす
役割が大きくなってきていること
を認めた。しかし、タクシーの燃
料として液体プロパンの使用を義
務化するというムンバイ市当局の
努力は、ドライバーとタクシー会
社の所有者たちに激しく反対され
た（同様に、産業廃棄物を規制す
る試みは小企業経営者たちの反発
を招いた）。

調理や暖房のために薪や動物の
糞、作物の残留物、石炭を燃やし
て出る煤煙による室内空気汚染
は、女性や女児を主として約25億
人に影響を及ぼし、毎年220万人
以上の死因になっていると推定さ
れる。そのうち98％以上が開発途
上国に住んでいる9。

大気汚染の影響は、健康への直
接の影響を超えてさらに広がって
いる。酸性雨は降水に溶けた化学
物質が原因である。酸性雨は建物
や構造物に対する雨の腐食作用を
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増加させ、これを受ける大地や河
川の生産力を損なう。土壌や水の
化学的バランスの変化は、植物と
動物に広範囲にわたる影響を及ぼ
す。また、大気汚染は光合成を妨
げることで、食糧の生産と木材の
産出を減少させる。ドイツに関す
るある推定は、高水準の硫黄、窒
素酸化物、オゾンのために47億ド
ル相当の農産物が失われていると
指摘している10。

重金属

重金属11は、金属製錬所やその
他の産業活動、産業廃棄物の安全
性を欠いた処分、送水管とガソリ
ン中の鉛の使用により環境に放出
される。自然に発生する水準以上
の濃度になった場合に最も危険な
金属には、鉛、水銀、カドミウム、
ヒ素、銅、亜鉛、クロムがある。
これらの金属は、がん（ヒ素とカ
ドミウム）、遺伝子の損傷（水銀）、
脳と骨の損傷（銅、鉛、水銀）に関
連する様々な影響を及ぼす。

非効率的または整備不良のエン
ジンを使用することで悪化する有
鉛ガソリン（過去30年間で米国と
欧州共同体では段階的に使用をな
くしてきた）に起因する鉛汚染が、
広範囲の健康問題を引き起こして
いる国もある。これは汚染にさら
された子どもの知能水準の低下、
後に成人してからは生産性低下の
原因となる。

原子力発電所による汚染

ウクライナのチェルノブイリ原
子力発電所周辺の汚染地域は、安
全性に欠ける原子力使用がもたら
す大惨事の危険性の最も歴然とし
た例を示している12。50万人の子
どもを含む200万人以上が直接の
影響を受けた。甲状腺がんが大幅
に増加しており、発生件数が予測
の100倍以上になっている地域も
ある。甲状腺がんやその他のがん
に対する影響の全容は、今後徐々
に明らかになっていくだろう。ま
た、数年にわたって事故現場の復
旧に当たった60万人の兵士と一般
市民も、放射能被曝の重荷を背負
って生きていくことになる。消火
作業と炉心の新たなコンクリート
格納施設を建設するために原子炉

の建物の上で作業をした5万人の
被曝と被害が最も深刻であった。
約30％の人が生殖障害に苦しんで
いることが調査により明らかにさ
れている（その中には不妊や先天
的欠損症の割合が高くなっている
ことも含まれている）。

多くの住民は障害を恐れて子ど
もを産むことをためらっており、
この恐れは保健システムの能力が
衰退しつづけていることで一層複
雑になっている。目に見える影響

だけでも、現場からの距離と被曝
量には明らかに関連がある。奇形

（口蓋裂、ダウン症候群、手足や
器官の奇形など）は汚染が深刻な
地域で83％、汚染が中程度の地域
で30％、汚染が「ない」地域で
24％増加した。隣国ベラルーシの、
影響が最も深刻な地域では、小児
がん（60％以上）、血液疾患（54％）、
消化器疾患（85％）の増加がみられ
る。

土地の汚染は、農業生産を抑制

出産中の女性（バングラデシュ）－環境に関連する健康上の問題によっ
て弱っている女性は、妊娠・出産時の危険がさらに大きくなる。
Shehzad Noorani, Still Pictures
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し、木を枯らし、水を汚染した。
3500万人の水源となっている近隣
の河川・水路の汚染の監視と防止
に向けて、細心の注意を払う必要
がある。

石油、ガス、石炭をエネルギー
源とする火力発電所が健康と気候
に影響を与えるという認識がます
ます高まっているため、原子力発
電への依存は増大する可能性もあ
る。これらの設備の適切な運営と
管理、また事故の場合の緊急対策
法を準備し、実行できる能力をも
たない国はいまだに多い。

リプロダクティブ・
ヘルスと環境

環境要因は、個人のリプロダク
ティブ・ヘルス、またリプロダク
ティブ・ヘルスの状況に対する地
域社会の対応に直接の影響を及ぼ
す。また、これらの要因はサービ
スの利用しやすさと質にも作用す
る。貧困層は汚染源の近くに住ん
でいたり、汚染された資源を使用
している場合が多いため、これら
の要因の影響は貧困層に最も顕著
に現れる。

環境の影響は出生時または出生
前から始まっている。ある種の農
業・工業用の化学物質や有機汚染
物質にさらされることは、不妊や
妊娠の異常や乳幼児の発育障害、
疾病、死亡との関連が指摘されて
いるものもある。核放射能や重金
属の一部にさらされると、遺伝子
への影響が出る。数世代にわたっ
て生殖機能を損なう恐れのある新
しい相互作用の影響も増大しつつ
ある。

貧血症は栄養状態が悪い女児や
女性によくみられ、初経発来年齢
に影響を与えかねない。出産の間
隔が短いと貧血症の発症やそのひ
どさが増大する。

農村の貧しい女性たちは水や家
庭用の燃料（木、石炭、その他の
生物物質）という重い荷物を頻繁
に運んでおり、しかも長距離の運
搬である場合が多い。多くの地域
社会で、環境破壊のために女性が
燃料や水を求めて歩く距離は大幅
に長くなっている。このような重
い荷物は健康への全般的な影響と
ケガの可能性に加え、女性の低体

重と低体脂肪率の原因となる。体
重がある水準を下回ると無月経と
出生力の低下につながる。

全般的に不健康であったり、感
染症や呼吸器疾患などで弱ってい
る女性は、妊娠・出産時の危険が
大きくなる。特に女性が非常に若
い場合、出産可能年齢の最終期に
かかっている場合、あるいはすで
に子だくさんの場合はそうであ
る。このような女性はHIVにも感
染しやすいと言える。

リプロダクティブ・
ヘルス・サービスの課題

都市周辺地域と辺境地域の土地
利用 都市周辺地域の無計画な土
地開発と、多くの場合辺境地域で
行われる新しい農地の開拓は、保
健サービスの提供施設がない地域
に住む人の数を増加させる。これ
らの地域ではリプロダクティブ・
ヘルス・サービスがあまり利用で
きないことから、妊産婦死亡と望
まない妊娠の危険性が高まる。

水の利用 保健予算が削減され
つつある貧困国や経済移行国で
は、保健施設での水や清潔な水の
欠如が深刻な問題になっている。
リプロダクティブ・ヘルスケアを
含む良質なヘルスケアは、清潔な
水が適切に供給されない限り達成
できない。

季節によって異なる負荷 多く
の疾病の発生件数は、蔓延しやす
い条件がそろう季節に増加する。
例えば、雨季の最中や雨季の後に
は水や昆虫を媒介とする感染症が
増加し、人が屋内や過密状態の学
校にいることが多くなる寒い季節
には感染症が増加する。また同様
に妊娠も、例えば農作業が休みに
なる期間や祝日と関連したある傾
向に従う場合がある。これらの傾
向は、診療所や病院に来る人の流
れに影響する。カウンセリングと
フォローアップに十分な時間をと
ることなど適切なサービス水準を
年間を通じて維持するためには、
フローマネージメント（人・物の
流れの管理）の改善とスタッフの
トレーニングが求められる。

分解されにくい有機汚染物質
にさらされる危険

排出物、製造工程、肥料、農薬、
廃棄物に起因する汚染は、かつて
ないほど大量で、多種類の化学物
質に人々をさらしている。50年か
ら100年前には存在していなかっ
た多くの化学物質が、現在われわ
れの環境全体に広く散在してい
る。

人間は食物連鎖の上位に位置し
（汚染された農産物や汚染された
微生物、水、餌動物を食べている
動物、鳥、魚を食べている）、濃
縮された汚染物質にさらされてい
る。これらの化学物質が健康に及
ぼす影響は、そのほとんどが単独
でも複合的にも研究されていな
い。特にこれらが胎児の初期の発
育や幼児の発育に及ぼす影響の可
能性については、多くの疑問が残
っている13。

このような新しい物質の主な生
産者である先進国は、国によりこ
の問題に対する関心度と注目度が
大きく異なっている。例えば欧州
共同体は米国に比べて、新しい化
学物質の規制についてより慎重な
姿勢をとる傾向にある。

1900年以来、以前は知られてい
なかった約10万種類の化学物質が
工業化によって環境の中に持ち込
まれた。これらの多くは、大気、
水、土壌、食品の中に入り込み、
そして人間の体内にも達してい
る。このような化学物質の一種で
ある内分泌撹乱化学物質（環境ホ
ルモン）は、人間の生殖障害と不
妊の重要な原因ではないかと現在
疑われている14。

環境ホルモンは合成化学物質
で、体内に吸収されるとホルモン
の量を不適切に変更したり、あた
かもホルモンのようにふるまった
り、ホルモンの作用を妨害したり
して、正常なホルモンの機能を乱
す。この攪乱作用で、知能が衰え
たり、病気への抵抗力が弱まった
り、生殖能力が損なわれかねない。

地球上のほとんどすべての人間
は、農薬やその他の化学物質との
直接の接触、または汚染された水、
食糧、大気の摂取を通じて、環境
ホルモンにさらされてきている。
その多くは分解されずに脂肪やそ
の他の組織に蓄積されるため、脂
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肪分の多い食品や汚染された魚の
摂取により人間が受ける影響の度
合いが高くなることも考えられ
る。

環境ホルモンには、先進国と開
発途上国において最も一般的に使
用されている物質も一部含まれ
る。例として次のような物質があ
げられる。

• フタル酸化合物―ポリ塩化ビニ
ールに使われる可塑剤で、せっ
けん、ヘアスプレー、マニキュ
ア、化粧品に加え、ビニール袋
や静脈注射用器具に使われてい
る。

• ポリ塩化ビフェニール（PCB）―
以前は電気器具に使われていた
が、現在でも汚染された流域、
ゴミ埋立地、その他のゴミ処理
場に存在する。

• ダイオキシン―ゴミの焼却や製
紙などの製造工程で発生する。

• 最低でも84種類の農薬―最も普
及している農薬には、DDT、リ
ンデン、ビンクロゾリン、ジェ
ルドリン、アトラジン、2-4D

（エージェント・オレンジ）、
2,4,5-t（トリクロルフェノキシ酢
酸）、ある種のピレスロイドと
マラチオンがある。これらの多
くは米国とヨーロッパでは禁止
されているが、現在でも開発途
上国に輸出され、使用されてい
る。実際、農薬の使用と人間が
これにさらされる危険は世界中
で急速に増加しつつある。

いたる所に存在するこれらの化
学物質の影響に関する研究結果は
確定的ではないが、環境ホルモン
と幅広い問題を関連付ける証拠は
増えつつある。これらの問題の中
には、女性の不妊、流産、精子数
の減少、精巣がんと前立腺がん、
尿道下裂（ペニスの奇形）・停留睾
丸（陰嚢に降りない睾丸）・女児の
思春期の早発傾向をはじめとする
生殖障害、子宮内膜症、乳がん・
卵巣がん・子宮がんなどがある。
子宮内で影響を受けている子ども
は、発育障害や学習障害、認知障
害を起こす可能性が高くなる。

以下は、最近の研究結果の一部
である。

• ノースカロライナ大学（米国）の
2001年2月の調査によると、カ
リフォルニア州のある農薬散布
地域の近くの農村地域に住む妊
婦の間では、胎児死亡が通常の
2倍近くになることが判明した。
妊娠初期の間に農薬にさらされ
たことが死亡の原因であると考
えられた。これと類似した結果
が、化学物質の利用規制が緩く、
先進国では禁止されている危険
性の高い化学薬品が依然として
農業振興と作物の病気予防のた
めに使用されている開発途上国
でもみられる。

• 1996年の米国とカナダの五大湖
地域における調査では、非常に
高い水準のPCBを含む五大湖の
魚を食べた女性から生まれた子
どもは、運動機能の発達が遅れ、
非常に低い知能水準を示すこと
が明らかになった。PCBは特に
貧困国を中心に、世界中のいた
る所に存在する。

• 1997年に国際がん研究機関は、
フランス、パキスタン、ロシア
連邦、米国、ベトナムなどの調
査対象国32カ国のうち29カ国
で、母乳の中に高いレベルのダ
イオキシンが含まれることを発
見した。WHOは環境中に存在
するダイオキシンとその他の有
機塩素を規制し、削減する対策
の必要性を訴え、これらにさら
される危険の根絶または最少化
を目指している。

• 米国の女児を対象とした賛否両
論のはげしい一連の調査では、
全国的に思春期の早発傾向が示
されている。他の研究では、子
宮内で高いレベルのPCBとDDE

（DDTの分解から生じる物質）に
さらされた女児は、そうでなか
った女児に比べて11カ月早く思
春期に入ったことが明らかにな
っている。

今までに示された証拠からはっ
きりしているのは、欧州連合（EU）
が現在提案しているように、化学
物質のより詳細で厳密な検査を実

施し、個人がさらされている化学
物質についてその個人に情報を提
供する「知る権利」に関する有効
な法律を制定し、汚染物質にさら
されていることを探知する技術を
向上させ、そして何よりもまずそ
のような危険を低減し根絶させる
必要がある。

この危険の低減と根絶の目標の
達成に向けた重要な一歩として、
2000年5月に国連では「残留性有
機汚染物質（POPs）に関するストッ
クホルム条約」が調印された。こ
れは、50カ国が批准した時点で発
効する条約で、12種類の有毒物質
の制限または全廃を意図してい
る。そのすべてが環境ホルモンで
ある。

HIV/エイズと環境
HIV/エイズ危機の原因と結果

は、貧困、栄養不良、エイズ以外
の感染症にかかる危険、ジェンダ
ーによる不平等、不安定な生計な
ど開発の幅広い問題と密接に関連
している。この感染症は健康と家
族に直接的・壊滅的な打撃を与
え、また環境保護の問題を複雑化
し、農業労働力の問題を深刻化さ
せ、農村の生活環境の中で女性の
負担を一層重くする。

国連食糧農業機関（FAO）は、農
業の持続可能性に対するエイズの
影響を指摘している。農村の女性
は、土地所有に関する権利が弱く、
資源の利用手段も少なく、すでに
選択肢は限られている。このよう
な不利な状況は、農家の世帯主で
ある男性がエイズで死亡すること
によって一層悪化する。

エイズによる労働力の減少は世
帯に大きな打撃を与える。感染率
は女性のほうが高いが、彼女たち
は農業労働力の大部分を占め、世
帯の食糧の80％以上を生産し、家
族にとって不可欠なその他の資源
を集めて管理している。

機械化などの近代的農法がほと
んど行われない労働集約的な農業
を行う貧しい地域社会では、影響
が一層深刻になる。耕作が行われ
ない農地が増え、すき返し、植え
付け、雑草取りが遅れ、害虫の被
害が広がる。また、労働力が少な
くてすむ作物への転換を図った
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り、現金作物の生産から自給生産
へ移行したりする農家が出てくる
こともあるだろう。経験の豊かな
農民や農業普及員を失うことによ
り、地域の人たちは彼らの知識や
管理能力を頼りにできなくなる。

感染が深刻な地域では、残され
た子どもと高齢者の数が多くな
り、地域社会の支援システムに大
きな負担をかけている。土地管理
に対する共同義務の自己負担分も
含めて赤字を出さずに農場を経営
し、子どもに食事を与え、教育を
受けさせ、また高齢者を介護する
のに家族は非常に苦労する。男性
の土地所有者が死亡すると、遺族
の土地保有権さえ危うくなりかね
ない。

都市中心部でのエイズの影響に
よって、環境保護のプログラムを
含む開発の前途は制限されてしま
う。生産性の高い産業の従業員や
医師、看護婦、教師などの公共セ
クターの従事者をはじめとする働
き盛りの人たちを死に至らせるこ
とで、この感染症は経済・社会開
発に対する一世代にわたる投資を
無効にする可能性がある。

生物多様性の減少
と健康

世界で最も有効な医薬品の大部
分は、植物や動物から抽出した化
合物から発見されてきた。これら
は生物多様性が最も豊かな熱帯性
気候帯に頻繁に見られ、また人間
による負担がますます大きくなっ
ている「生物多様性ホットスポッ
ト」で見つかる場合も多い。

また、農作物の遺伝子変異性の
低下により、食糧供給が新たな病
原菌の発現による被害を受けやす
くなっている。現在耕作されてい
る一般的な食用作物の品種に、十
分な多様性がなくなると、害虫や
気候の変化に対する抵抗力は低下
する。もし作物が悪影響を受けれ
ば、その後は確実に飢餓と疾病が
蔓延する。

農地の植物の多様性が大きいほ
ど収穫高が多くなり、害虫に対す
る抵抗力が増す、という多くの土
着文化や農学者にとっては既知の
事実を生態学者もまた再発見し
た。人口圧力、増大する消費、安
価な食糧の追求は、農業の増強に
つながった。この変化の多くは、

作物の生産方法の均質化が進むと
いう犠牲のもとで達成されてき
た。この傾向が続けば、食糧安全
保障が脅かされるおそれが高まる
だろう。

土壌の状態、気候または害虫の
いずれに起因するにしても、厳し
い生育環境に耐えるよう適応させ
た遺伝子組み換え作物の開発に大
きな期待が寄せられている。男女
の自由意思による選択と調和する
形で人口増加が減速すれば、この
ような作物が安全であり、持続可
能性に対して長期的な脅威となら
ないことを確認するのに必要な研
究、普及、教育の努力のための時
間が生まれるだろう。また、人口
圧力が緩和されれば、起こりうる
失敗や進歩の逆転による打撃を和
らげる効果も出てくる。

気候変動の影響
地球温暖化による気候変動が健

康に及ぼすかもしれない影響は確
実には把握されていないが、既存
のデータは、起こりうる危険に対
応するために各国が公衆衛生への
投資を増やすべきであることを示

図９：HIV感染者およびエイズ患者の数（成人・子ども）（2000年12月）�
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Source:  UNAIDS/WHO. 2000. AIDS Epidemic Update: December 2000. Geneva: UNAIDS.
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している。環境の変化により、虫
や水を媒介とする病気の発生地が
増え、疾病が蔓延し、その深刻さ
が増す。病気を媒介する虫や動物
が手に追えないほど繁殖したり、
人に免疫性ができていない新たな
場所に移動したりすることで、疾
病の大流行が発生する可能性もあ
る。

気温の上昇により、宿主である虫
の繁殖と丘陵斜面や山の上のほうへ
の移動が促進されることも考えられ
る。また、気温が上昇すると、以前
は涼しい地域であった場所が繁殖好
適地になり、宿主である虫の地理的
分布の変化につながるかもしれな
い。免疫のない新たな集団が虫に接
することで、悪い病気の大発生に至
る可能性もある15。

また、気温変動の結果、季節の
移行時期がずれ、季節的なものに
よる病気の発生時期が狂うことも
考えられる。季節ごとの活動時期

（例えば、収穫や植え付けの時期）
の変化が複雑に作用して、病気に
さらされる時期と病気に関連する
危険性も移り変わる可能性もあ
る。

降雨量が増加すれば、蚊を媒介
とする病気が大発生し、寄生虫病
を蔓延させる洪水が増加し、人間

や動物の排泄物による水の汚染が
悪化し、農薬やその他の化学物質
からの流出物にさらされる危険が
高まる16。ケニアのある湖水地域
の調査から、激しい雨の後の2―3
カ月間にマラリア、急性呼吸器感
染症、下痢症が大幅に増加するこ
とがわかっている17。

地球温暖化は熱ストレスの影響
を受けるおそれと危険を増大させ
る。特に空気の流れるパターンが
阻害されていて、反射面が大きく、
局地的な熱が発生するために、熱
を閉じ込めるヒートアイランド現
象を起こす都市部でその傾向は強
くなる18。

極端な気象現象は、すぐに現れ
る短期的な出生力の低下などリプ
ロダクティブ・ヘルスに様々な影
響を及ぼす。これは主として、結
婚の延期や取り消し、性交渉の頻
度の低下、一時的な離別の増加に
起因する。その後、カップルが延
期していた関係や途切れていた関
係を再開したり、状況や希望の改
善に反応したりするにつれて出生
力が増加する場合もある。

また、災害によりインフラ、設
備、医薬品が消失し、利用が困難
になり、その他の当面の優先事項
が生じるため、保健サービスが中

断する。災害時には、妊娠は緊急
事態とはみなされず、避妊は救援
活動の中で優先されることはない
ため、母性保護を含むリプロダク
ティブ・ヘルスはすぐに犠牲にな
ってしまう。一時的な避難所や難
民キャンプで長く生活すること
は、女性や女児を性的虐待、性感
染症、望まない妊娠の危険にさら
す19。

地球温暖化を進めることなく電力を生み出す地熱発電所（アイスランド）－気候変動によって様々な疾病の発
生が増える可能性がある。
Arnaud Greth, Still Pictures
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新しい合意
かつて「開発」は、主に先進国

による投資、援助、その他の経済
対策によって実現する国民総生産

（GNP）などの経済指標の改善を意
味するものと理解されていた。個
人のウェル・ビーイング（良好な
状態）、女性の地位、子どもの健
康、環境の状況などの問題は二次
的なものと考えられていた。

しかし今日では、国際社会は、
経済開発、環境の状況、男性・女
性・子どもの健康、女性の地位は
すべて複雑にからみ合っていると
認識している。開発には個人の生
活の向上、それも通常自らの手に
よる向上が必要であり、女性の地
位は開発の状況を大きく決定づけ
るものであり、女性は自らの地位

向上のために良質なリプロダクテ
ィブ・ヘルスケアを必要とする。

このような解釈は、1990年代に
開催された一連の国際会議で取り
決められた合意文書に明確に述べ
られている。これらの会議では、
1992年に環境と開発、1994年に人
口と開発、1995年には社会開発と
女性の権利が取り上げられた。こ
れらの合意協定は、世界人権宣言
に始まる一連の人権に関する国際
規約に基づいている（付録を参照）。

環境に関する多国間合意

環境と天然資源基盤の問題に取
り組む30以上の多国間合意が、各
国間で締結されてきた。その中で
最も成功を収めたのは、ハイドロ
クロロフルオロカーボン（HCFC=

フロンガス）の製造と使用の段階
的な禁止を命じた1987年の「オゾ
ン層破壊物質に関するモントリオ
ール議定書」であったと言ってよ
い。さらにその詳細に関する合意
が形成された後、締約国の3分の2
が取り決めた基準の達成に向けて
順調な動きをしている。現在の進
展が続けば、フロンガスにより破
壊された大気のオゾン層は50年以
内に回復するだろう。

その他に、有害廃棄物の管理、
石油汚染、砂漠化、絶滅のおそれ
のある種、象牙の取引、オットセ
イ、漁場、マグロ・鯨の捕獲問題
などを対象とした合意がある。最
近の合意（2001年5月に127カ国が
調印、今後批准予定）は、特定の
残留性有機汚染物質12種類の製造
と使用を禁止または制限すること



50

持続可能で公平な開発を目指した行動

を目指している。
これらの合意は、技術的・財政

的支援があり、実施が厳守され、
法的抜け道を食い物にすることが
少なく、強力な政治的意志がみら
れる場合に、ある程度の成功を収
めてきた。しかし、これらの合意
の多くは、人口動向がそれらの実
施に与える影響、ならびに解決策
を見出すために特に女性を中心と
した地域の人々の能力を強化し、
彼らを巻き込むのに必要となる手
段については十分な考慮を払って
いない。

人口と環境を結び
つける戦略

世界中の様々な組織が、現行の
環境保護活動にリプロダクティ
ブ・ヘルスの情報とサービスを組
み入れたり、リプロダクティブ・
ヘルスや人口の教育プログラムに
環境教育を取り込んだりして、人
口と環境の問題の双方に取り組む
活動をしている。研究者たちは、
例えば環境の負荷、出生率、人口
移動、女性の健康と教育の状況、
経済的決定の押出し/吸引効果など
いくつかの変数の間にある関連性
を測定調査している。政府、国内
外のNGO（非政府機関）、国際開発
機関、場合によっては民間セクタ
ーの間の提携と協力がますます重
要になっている。

アフリカ

ブルキナファソは国連人口基金
（UNFPA）の援助を得て、学校教職
員の間の持続可能性の問題に対す
る認識を深めるプログラム（人口
教育を含む）を作成し、持続可能
性についてのカリキュラムを実施
している中等学校の教師1000人を
対象に研修を実施した。ある学校
は、養魚池、（小規模の）果樹園、
市場向け菜園を作り、地域の水の
汚染レベルを測定してその結果を
一般の人や関係当局に報告するプ
ロジェクトを始めた1。
ケニアでは、ワールド・ネイバ

ーズが農民や村落開発委員会と協
力し、家族計画に対する認識とそ
の利用の促進、性感染症（STD）の
防止、また種の選別、土壌保全、

農業生産の他の側面に関する研修
を通しての、食糧確保の向上を目
指している。ワールド・ネイバー
ズは、 ある村で薬局の開設、 地
元固有の果樹の栽培と保存の促
進、村の穀物貯蔵所の設置を支援
した2。

世界に26カ所ある「生物多様性
ホットスポット」の一つであるマ
ダガスカルでは、コンサベーショ
ン・インターナショナル、世界自
然保護基金（WWF）、野生生物保護
協会、ケア・インターナショナル、
国連教育科学文化機関（UNESCO/
ユネスコ）が、アフリカ地域の
NGO「保健活動援助団体」（Action
Sante′Organisation Secours/ASOS）
と協力して、アンドゥハヘラ国立
公園周辺の保全と開発の統合プロ
ジェクトを実施している。森林と
水の管理、エコツーリズム、養蜂、
改善された稲作法の研修、環境教
育に加え、家族計画教育とサービ
ス、地域社会に根ざした診療所と
巡回保健サービスへの支援が行わ
れている。また、同プロジェクト
では、環境教育普及員と環境保全

員に対して、家族計画と環境のメ
ッセージを合わせて伝えるよう指
導してきた。環境教育普及員は、
以前の、人口増加は環境保全を損
なうというメッセージの代わり
に、今では、出産間隔をあけるこ
とは健康にとって重要であると、
個々の女性や地域の人たちに、身
近な話題で環境との結びつきを強
調している3。

また、WWFは広範囲のアフリカ
地域にまたがる提携関係をASOS
と結び、人口圧力が大きく、森林
破壊が大幅に進んでいる同国南部
のスパイニー・フォレスト生態域
内で、ASOSが環境に関するメッ
セージを伝えながら、プライマ
リ・ヘルスケアと家族計画のサー
ビスを提供するのを支援してきた。

地球情報システム技術を活用し
たもう一つのWWFの事業では、
同国の人口データに生態データを
重ね、スパイニー・フォレストに
おける人口の増加、密度、分布

（農村/都市）と森林地帯の被覆面積
の関連性を検討した4。この調査に
よって、女性の識字率の低さと人

囲み　13

リオ＋10

政府の代表、国連の各機関、国際金融機関、民間セクター、
その他の主要関係者が、2002年9月にヨハネスブルグに集ま
り、1992年の国連環境開発会議（UNCED）以降の進展を振り返
り、今後の行動と優先事項を明らかにする。
リオ＋10として知られる持続可能な開発に関する世界サミ

ットは、UNCEDの行動計画「アジェンダ21」で求められた
持続可能な開発に向けた国家戦略の設定と実施に向けての努
力を検証する。また、同サミットでは、環境と開発に関連す
る様々な文書の批准に向けての各国の行動も再検討する。こ
のような文書には、女性の権利を保護するための条約や生物
多様性の減少を防ぐための条約、UNCEDの気候変動枠組み条
約に基づく合意やその他の多国間の環境に関する合意も含ま
れる。
リオ＋10は、国際人口開発会議（ICPD）やその他の1990年

代の会議で支持された社会的な行動計画を持続可能な開発の
イニシアティブに組み入れる機会になる。つまり、女性のエ
ンパワーメント（能力強化）、人的資本（特に女子の教育）への
投資、リプロダクティブ・ヘルス・サービスの質の拡大と向
上によって、持続可能な開発を推進するための政治的意志、
資源、行動をさらに結集させる好機となる。
また、技術、生物学、通信技術の進歩やグローバル化の影

響などUNCED以降に生じた新しい問題についても話し合わ
れる。
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口増加率の高さとの間の関連性、
また畜牛の放牧密度と土壌肥沃度
の低下の深刻さとの間に関連性が
認められた。また、このプロジェ
クトは、現在の人口移動とトウモ
ロコシ栽培のパターンを前提に、
森林破壊が速く進む可能性がある
地域の特定にも貢献した。
タンザニアでは、人口増加が著

しく、経済開発があまり進んでい
ないゴンベ国立公園周辺のいくつ
かの村で、ジェーン・グドール研
究所が森林破壊と土壌浸食を食い
止め、地域の健康、教育、雇用に
関するニーズに対応する活動を進
めている。同研究所は、女性を教
育して家事と家庭資源の管理を向
上させ、また女性の起業家を生み
出し、学校や村での環境保護教育
を実施し、女性向けの果物と油ヤ
シの栽培と管理の研修を実施し（現
在では27の村に養樹場がある）、女
性が薪を求めて歩く距離を短縮す
るための小規模な植林地を造営し、
持続可能な農法実施のための技術
支援を提供している。地域の保健
当局との協力のもとで、ゴンベ周
辺の村ではプライマリ・ヘルスケ
ア、家族計画サービス、ヒト免疫
不全ウィルスおよび後天性免疫不
全症候群（HIV/エイズ）に関する教
育を実施している。また、女性向
けのマイクロ・クレジット（小規模
融資）プログラムも実施し、女性が
環境的に持続可能な小規模事業を
開始するためのローンを提供して
いる5。

アジア

ネパールのヒマラヤ山脈南部で
は25の村で、タマコシ奉仕委員会

（Tamakoshi Sewa Samiti）のプロジェ
クトが実施されており、リプロダ
クティブ・ヘルスのカウンセリン
グとケア、環境サービス、マイク
ロ・クレジット・プログラムや野
菜の栽培とその販売を含む収入創
出活動が行われている。100を超
える飲料水供給設備が設置され、
20 万本以上の木が植えられた。
1996年と1998年の調査では、全国
の乳児死亡率が出生1000人に対し
て79であったのに比べて、プロジ
ェクト実施地域の乳児死亡率は19
であった。5歳未満児死亡率も同
地域では1000人に対して38で、全

国死亡率の118に比べて低くなっ
ている。また、避妊実行率も高く、
ネパールの農村地域全体では
26.5％であるのに対し、同地域で
は36.2％である6。

ラテンアメリカ

エクアドルでは、同国のNGOで
あるCEMOPLAFが米国に拠点を
もつワールド・ネイバーズの支援
を得て、貧しい先住民の農村20カ
所で農業管理や資源管理の活動と
リプロダクティブ・ヘルス/家族計
画サービスを結合させている。こ
れらの村落では住居が丘陵地帯の
急斜面に建てられており、サービ
スの提供が一つの課題になってい
た。この事業の結果、土壌保全を
実施する農民の数が倍加して50％
になり、近代的な避妊方法の実行
率が12％から 41％に増加した。
同プロジェクトにおける農業管理
サービスの利用者の65％は女性で
ある7。
グアテマラ北部のマヤ生物圏保

存地域では、出生率が全国平均よ
り40％近く高い16カ村で、コンサ
ベーション・インターナショナル
がリプロダクティブ・ヘルスの情
報とケアのニーズに対応するため
の活動をしている。このレメディ
アス・プロジェクトは1998年に始
まり、出産への立ち会い、家族計
画、HIV/エイズを含む性感染症

（STD）の予防をはじめとするリプ
ロダクティブ・ヘルスに関して、
地域に拠点を置く45人の助産婦と
農村地域の16人の保健推進員を養
成してきた。各村落では、地域に
根ざした避妊薬（具）配布プログラ
ムが創設されてきている。教材に
は同地域の先住民とメスティソ（混
血）の伝統が盛り込まれている8。
メキシコのグアナファト州で

は、思春期のリプロダクティブ・
ヘルスの向上を目指すNGOである
サンミゲル・デ・アジェンデ思春
期 セ ン タ ー（ Centro Para Los
Adolescentes de San Miguel de
Allende）が、低所得の患者を対象
に産科とコミュニティー・ヘルス
ケアのための病院を運営し、また
農村では、家族計画カウンセリン
グと避妊薬（具）の提供も実施して
いる。燃料効率のよいコンロ、ト
イレの建造、再植林、薬草の調合

なども含めた環境教育や管理が、
学校でのピア（仲間）・カウンセリ
ングに取り入れられている9。メキ
シコの17の州では、政府の保健機
関の一つであるメキシコ社会保険
庁（Instituto Mexicano del Seguro
Social）が、傘下のリプロダクティ
ブ・ヘルス総合診療所で、薬草園
と菜園づくり、燃料効率のよい薪
ストーブの使用法、堆肥作り、そ
の他の環境に優しい技術の実地指
導を行っている10。

北アメリカ

世界自然保護基金（米国では
WWFは世界野生生物基金World
Wildlife Fundとして知られている）
は、テネシー州ナッシュビルとア
ラバマ州バーミングハム周辺の急
速な成長が河川の生態系に及ぼす
影響を緩和する活動を実施してい
る11。バーミングハムと急速に成
長するその郊外の飲料水の水源で
あるカホーバ川の何カ所かが2000
年夏の干ばつで干上がったことを
きっかけにして、WWFは同河川
の栄養分の水準と、それが魚とイ
シガイを含めて絶滅の危機に瀕し
ている水生生物に与える影響に関
する調査を支援している。

この干ばつのために水の配給が
厳しくなり、カホーバ川の水が富
栄養化して、川の生物は壊滅的な
打撃を受けた。この富栄養化は、
州の水質基準の甘さと設計の悪い
下水処理場に起因していた。

このプロジェクトの結果は、ア
ラバマ州が川の栄養水準に関する
政策と基準を策定し、それによっ
てカホーバ川の生態系に対する人
口増加の影響を最小限にすること
を推奨するために活用される。ま
た、WWFはテネシー州に拠点を
もつある環境保全グループと協力
して、自主的な基準と模範管理方
法を設定しており、請負業者がこ
れらを活用して新しい住宅、事業、
道路の建設現場から川に流入する
堆積物を抑制することで、水中の
生物多様性を保護することを目指
している。
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持続可能で公平な開発を目指した行動

必要とされる資金
と技術支援

1994年のICPDで強調されたよ
うに、「人口の増加を緩和し、貧
困を削減し、経済の発展を達成し、
環境保護を向上させ、持続不可能
な消費と生産のパターンを減少さ
せる努力は、相互に強化し合う」12。
このため、ICPD行動計画を実施す
るために必要な資金を結集するこ
とは、女性の権利と持続可能な開
発の推進に加え、環境保護のため
のカギを握る行動になる。

ICPDでは、開発途上国での人
口・リプロダクティブ・ヘルス・
プログラムの基本パッケージの実
施に必要な年間経費を見積もって
いる。

リプロダクティブ・ヘルスと家
族計画のプログラムは2000年に
152億ドルを必要とし、2015年に
は必要額が199億ドルに増加する
と見積もられた。HIV/エイズ予防
には、2000年に13億ドル、2010
年と2015年には15億ドルずつ必
要であると推定された。また、基
礎研究、データや政策の分析のた
めに必要な資金の見積もりは、
2000年から2015年の間に毎年平均
で4億ドル以上であった（これは国
勢調査のタイミングに合わせて大
幅に変化する）。

必要資金の合計は、2000年には
170億ドル、2015年には217億ド
ルになると見込まれた。この費用
の3分の2を開発途上国が負担し、
残りは国際開発援助を財源とする
ことが期待された。

これらの見積もりにはHIV/エイ
ズ予防が含まれていたが、HIV感
染者に対する治療とケアのために
追加資金が必要になることが確認
された。しかし、HIV/エイズは
ICPDの予想以上に急速に広範囲に
わたって進行したため、この世界
的に流行している疾病の影響を改
善するためには、さらに相当な資
金が必要となる。

その他のリプロダクティブ・ヘ
ルス・サービスのニーズも依然と
して大きい。妊産婦死亡はICPD
で提言された低下率ほど下がって
いない。すべての出産の半分弱は、
いまだに訓練を受けた出産介助者
の立ち会いがない。困難な出産の

際の搬送や周産期救急ケアのため
の資金も必要である。また、思春
期のセクシュアル/リプロダクティ
ブ・ヘルスのプログラムやリプロ
ダクティブ・ヘルスケアの利用者
として、また女性の支えとなるパ
ートナーとしての男性を巻き込ん
でいくことを一層重視する必要性
も認識されつつある。

リプロダクティブ・ヘルス・サ
ービスの拡大に必要な資金の見積
もりは、予測される避妊の需要増
加を反映している。これは、出産
可能年齢人口が増加し、またアン
メット・ニーズ（満たされないニ
ーズ）の今後の減少、つまり、出
産の延期または避妊を望みながら
避妊薬（具）を使っていない女性と
カップルの数が減っていくことに
基づいて算出された13。ICPDの実
施状況の5年目の見直しにおいて、
2015年までにアンメット・ニーズ
を完全になくすという新たな目標
が設定された。このためには、さ
らなる資金と国家的・国際的な努
力が必要とされる。

アンメット・ニーズの解消に
は、サービスを実際に手に入れら
れるようにすること以外に多くの
ことが必要となる。利用可能な避
妊法の副作用に対する懸念、特定
の避妊方法に関連する文化的な問
題（例えば、経血の変化など）、あ
るいは夫や周囲の人たちの反対な
どがあって避妊を実行していない
女性も数多くいる。これらの問題
に取り組むためには、誰もが避妊
法の幅広い選択肢をもてるように
すること、現行の避妊法の副作用

を軽減するための研究への支援、
カウンセラーの養成事業の向上へ
の投資が必要とされる。

行動しないことの代価

リプロダクティブ・ヘルスと人
口に関するプログラムのために活
用できる資金は、ICPDが2000年
に必要になると見積もった170億
ドルを大きく下回っている。開発
途上国が必要資金の負担分のほと
んどを提供しているにもかかわら
ず、国際援助団体からの支援は
2000年の必要額である57億ドルの
半分にも達していない。

人口プログラムに使える資金の
不足は、各国が開発政策の影響を
査定し、進展状況を監視し、計画
段階での優先事項を決定するのに
必要なデータ収集と研究活動にす
でに影響を及ぼし始めている。

資金不足はすでにその影響を見
せ始めている。例えば、出生率の
低下は、望む数だけの子どもを産
むことができるカップルや個人が
もっと多くなることを想定してい
たため、予測よりも緩慢になって
いる。行動を先送りにした場合の
代価は、時がたつとともに急速に
増大するだろう。

囲み　14

リプロダクティブ・ヘルス関連の用品の
確実な入手を目指す努力

国連人口基金（UNFPA）は2000年9月に、避妊薬（具）やHIV/
エイズ予防のためのコンドームをはじめとするリプロダクテ
ィブ・ヘルスの必需品の世界的な不足に立ち向かう新しい世
界戦略を開始した。この戦略は、公共セクター、民間セクタ
ー、NGOの連携によって、避妊薬（具）の供給と配布に関する
国の能力を強化し、持続可能な手段を確立することを意図し
ている。オランダと英国はこの努力を支援するために、それ
ぞれ約4000万ドルを提供した。
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人口関連の投資か
ら得られる環境面
での見返り

人口問題、女性のエンパワーメ
ント、貧困撲滅、環境保護に取り
組むプログラムは、重大な利益を
もたらす。これらの利益の一部を
数量化しようとする試みは進展を
見せている。政策決定者は、資金
配分に優先順位をつけるため、こ
のようなプログラムへの投資の見
返りに関する情報を必要としてい
る。

ソーシャル・セクターでの政策
と投資からどのような環境上の利
点が得られるかは、厳密には予測
できない。なぜなら、特定の政策
によって生じる人口・社会・経済
面での結果とその政策と他の要因
との相互作用を予測することが困
難なためである。例えば、女性の
高学歴化は幅広い社会的・経済的
利益と密接に関連することがわか
っているが、教育の向上が女性の
労働力参加や経済成長率をどのよ
うに変えたかを具体的に特定する
ことは難しい。

この分野の研究は主に出生率を
低下させる傾向をもつ政策に焦点
を当ててきたが、それは出生率が
低下し、人口増加が減速すれば、
人間による環境に対する負荷が緩
和されると考えられているためで
ある。1人の子どもの出生とその
子孫が環境に追加的に与える影響
の推定を試みている研究もある。
また、大きく異なる人口シナリオ
ごとの環境への想定される影響を
対比している研究もある。

子どもを産むことに対する環
境の「外部性」

「外部性」とは、個人の行う活
動が社会全体にもたらす費用と便
益を意味する。この概念は、経済
活動に最も一般的に当てはめるこ
とができる。例えば、ある工場が
ある川を汚染し、この工場の所有
者が責任を取るべきだとはみなさ
れていない場合、社会にとっての
環境面の費用はその所有者の生産
量に関する決定、つまり汚染量に
関する決定の「外部」にある。

外部性はよい影響の場合もあ
る。例えば、ある産業における研
究開発への投資は、他の産業に利
益を与えることができる。投資家
がこの利益を受けることができな
ければ、研究開発への投資が足り
ないという事態につながる。外部
性は政策決定に対する有効な指針
となる。ここで用いた事例では、
外部性によって汚染に対する課税
や研究への公共投資のきっかけが
つくられることも考えられる。

外部性の概念は、出産について
も当てはめることができる14。子
どもがもう1人生まれることは、
両親が考える費用と便益より多
く、同時に広範囲の費用と便益を
社会にもたらす。考えられる外部
の便益としては、税収基盤が大き
くなることで、高齢者に対する公
的年金の支払いの一助になった
り、人口規模に比較的左右されな
い防衛費などの経費を負担するこ
とである。外部費用としては、教
育やヘルスケアに対する公共支出
が増え、漁業権や鉱業権などの国
有資産の1人当たりの価値が減少
することなどがあるだろう。

最近のいくつかの研究が出産に
伴う環境への外部性を推計してお
り、そのすべてがわかりやすい実
例として地球規模の気候変動を用
いている。研究結果には大きな幅
があるが、結局これらの研究結果
は、出生率の低下につながる政策
がもたらす環境面での利益は、開
発面での他のプラスの影響に加え
て、政策自体の費用に匹敵する可
能性があることを指摘している。

個人とその子孫の活動は直接・
間接的なエネルギー使用と土地利
用を通じて、温室効果ガスの排出
量を増大させる。他のすべての条
件が同じ場合は、出産を回避すれ
ば、社会にとっての気候変動の費
用は2つの意味で減少すると考え
られる。第1に、温室効果ガスの
総排出量が減少し、将来の気候変
動の規模とその結果生じる社会へ
の損害が緩和されるかもしれな
い。第2に、人口の減少により、

「気候変動枠組み条約に対する京
都議定書」によって先進国に対し
て想定されているような排出量制
限の適用がより容易になるはずで
ある。

出産に対する気候関連の費用の

見積もりは、出生1人当たり数百
ドルから数千ドルまで幅がある15。
これらの評定額は幅広い要因に左
右される。例えば、1人当たりの
温室効果ガス排出量が比較的少な
い開発途上国での出生は、1人当
たりの排出量が多い先進国におけ
る出生に比較してその影響度が概
して小さい。例えば、アフリカで
の1人の出生がもたらす気候関連
の費用は約100ドルであるが、米
国での1人の出生は約4000ドルの
費用につながる可能性もある16。

子どもが1人生まれると、その
人が将来にもたらす費用は数十年
または数世紀と長期にわたるた
め、分析者は現在の費用に置き換
えた将来の費用の価値の算定方法
を決定する必要がある。将来の費
用は一般に割り引かれることが多
いが、どの程度割り引くのが適当
かについては議論が分かれる。あ
る研究17は、典型的な年3％とい
う割引率を使えば（この率を使う
と世代を経るごとに費用がほぼ半
減する）、開発途上地域における1
人の出生に伴う外部性は約300ド
ルになるだろうと分析した。しか
し、全年を通して費用の価値を均
一に算定すれば、外部性の合計は
2100年までに4000ドルを超えるこ
とになる。

結果に影響を及ぼす他の前提と
しては、将来の排出量削減の要件、
排出量削減の費用、予測される人
口増加がある。このような不確実
性があるにもかかわらず、1人の
出生による費用が相当額になるこ
とは明らかである。その理由の一
つは、大気中の温室効果ガス濃度
の安定には最終的に急激で費用の
かかる排出量の削減が必要となる
一方18、将来人口の規模が小さく
なれば最も費用のかかる排出削減
の必要性は必然的に減少すると思
われるからである。

これに対して、社会的プログラ
ムの費用を、出産を回避した場合
の1人当たりのコストに換算して
見積もると、一般に数百ドルある
いはそれ以下の範囲になる。例え
ばある推定19は、開発途上国での
教育プログラムの費用は回避した
出生1人当たり200ドル以下である
としている。自由意志による家族
計画のプログラムに関する見積も
りは、回避した出生1人当たり30
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ドルから330ドルまで幅がある20。
出生1人当たりの観点からプロ

グラム費用を示したのは、出生率
の低下がプログラムの主要目的で
あったり、またはそれを主要目的
にすべきだということを意味しよ
うとしているわけではない21。こ
れは、包括的なリプロダクティ
ブ・ヘルスのプログラムの中の測
定しやすい要素を算定した費用
と、環境面で生じ得る利益とを比
較するための手段を提供するにす
ぎない。このような見積もりには
不確実な点が多いが、これらの費
用は起こりうる気候関連の利益と
比較して、悪くてもほぼ同額か、
ことによると少なくなると思われ
る。

気候変動は人口の外部性の研究
に役に立つ。それは気候変動が長
期的なものであり、排出の影響は
その地理的な発生源とは無関係で
あり、この問題に関する経済と環
境の統合モデルが20年にわたって
開発されてきたからである。その
他の環境問題は、地域の特性に左
右されるところが大きくなる。例
えば、大気汚染の影響は、地域の
気候状態、大気中の他の汚染物質、
周辺の生態系と人口の特徴によっ
て大きく変化する。

考えられる他のシナリオ

いくつかの将来シナリオを比較
することによって、人口関連政策
が気候変動に与えると思われる影
響を分析する研究が発表されてい
る。これらの研究でも、焦点が当
てられているのは人口政策が人口
面にもたらす結果であり、より幅
広い経済・社会面での結果ではな
い。異なる人口シナリオで起こり
うる結果を比較するためには、エ
ネルギー使用と温室効果ガス排出
のモデルが活用されてきた。また、
これらの研究は、急速な人口転換
をもたらす政策によって、長期的
に温室効果ガス排出量が大幅に削
減される可能性が高いことを示し
ている。

研究の中には、二酸化炭素排出
量を決定する4つの大きな要因に
ついての一連のシナリオの分析か
ら始めているものもある。この4
つの要因とは、人口、1人当たり
の経済生産高、経済生産高1単位

当たりの生産に必要なエネルギー
量、使用エネルギー量の単位当た
りの炭素排出量である。最後の3
つの要因に関する「最良の推測」
である中心となる推定が、様々な
人口シナリオを基に検討され、異
なる人口推移が総炭素排出量に与
える変化の度合いが計算される。
その後、この結果は、その他の変
数に関する同様の感度分析結果と
比較される。

この種の研究は決まって、排出
量は先進国のエネルギー中の炭素
含有量などの要因に加えて、1人
当たりの生産高の増加推定値に最
も影響されると結論づけている。
人口は50年以上の時間枠の中で、
排出量の主要因となることがわか
っている22。

研究結果は、代わりのシナリオ
が中位推計とどれほど異なってい
るかに左右される。人口動向が中
位推計と大幅に異なる可能性は低
いという前提であれば、排出量が
人口の影響を受けやすいという結
果にはならないだろう。

これに反して、異なる人口動向
のシナリオを検討する際に他の変
数を一定にすることは、人口、経
済状況、技術開発の間の重要な相
互作用を無視することになりかね
ない。特に、人口増加の減速は経
済成長を促して排出量の増加につ
ながり、単純な人口/排出量分析で
予想される削減分を相殺すること
になるかもしれない。

しかし、人口、所得、排出量の
実績データを検討しているある研
究23では、経済状況と技術的状況の
影響を調整すると、排出量に対す

る影響は人口規模にほぼ比例する
ことを明らかにした。また、他の
研究では、より単純な分析の基本
的な結論をくつがえすほどに人口
増加と経済成長の間の関係は強力
なはずであることを示している24。

年齢構造の変化

人口の高齢化が将来の消費や排
出量に及ぼす影響を考慮する分析
はほとんどない。人口の高齢化が
進むにつれ、世帯の平均規模は小
さくなる傾向にある。小規模な世
帯は、大規模な世帯に比べて1人
当たりのエネルギー使用が大きく
なる。世帯数に基づくモデルは、
人数に基づくモデルよりも2100年
までの炭素排出量を30％も高く推
定している25。しかし、このよう
な研究でさえ、人口増加が減速す
れば排出量の大幅な削減につなが
ると結論づけている。

また、経済成長への影響によっ
て、高齢化が排出量を左右する可
能性がある。人口の高齢化は公共
の年金制度と保健制度に大変な重
圧をかけるというのが一般的な見
方である26。しかし、高齢化しつ
つある労働人口は若年の労働人口
より生産性が低いという証拠は、
研究者たちの間でほとんど見つか
っていない27。

アジアでの最近の状況分析は、
年齢構造の変化が経済成長に大き
な影響を及ぼすという見方に裏付
けを与えている28。労働人口が多
くの従属人口（子どもと高齢者）を
支える必要がある場合、貯蓄率と
経済成長率は落ち込む。出生率が

囲み　15

死亡率の低下と出産に関する選択

乳幼児死亡率が低下するにつれ、「保険効果」も下がってきて
いる。つまり、高齢になってからの自分たちの生活を支えてく
れる子どもを確保するために、望む人数以上の子どもを親が産
むことである。しかし、地域の乳幼児死亡率が低下していたと
しても、個々人にはわかりにくいので、人々がそれを認識し対
応するまでの間には時間的ずれがある。また、高齢になってか
らの扶養については依然として心配する親も多い。この先行き
不安から保険効果の復活につながるかもしれない。
環境悪化に関連した乳幼児死亡率の上昇は、個人の不安感を
増幅し、子どもの人数に関する決定を左右するとも考えられる。
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低下すると労働者が支えなければ
ならない従属人口が減少し、貯蓄
を増加できる好機につながり、経
済成長が促進される。ただし、こ
れはその国にこの機会の利用を可
能にするだけの経済的・制度上の
環境が存在する場合に限る29。や
がて人口の高齢化が進行するにつ
れ、労働者に対する従属人口の割
合が再び上昇し、経済的ボーナス
が生じうる条件に終止符が打たれ
る。

例えば東アジアでは、1975年以
降の従属人口指数の急速な低下
が、同地域の急速な成長に大きく
貢献した公算が大きい30。南アジ
アと東南アジアでは出生率と従属
人口指数の低下が緩やかなため、
より緩慢な経済成長につながっ
た。南アジアと南米では、2025年
の経済活動が年齢構成の変化を考
慮しない場合に想定される数値よ
り25％高くなる可能性がある。サ
ハラ以南のアフリカでは、この

「人口ボーナス」が50％増加する
ことも考えられる31。従属人口指
数は、東アジアでは2010年に、南
アジアと東南アジアでは2030年ま
でに再び上昇し始め、経済成長の
鈍化につながると思われる。

出生率の低下につながる傾向を
もつ政策は気候変動によってかか
る費用の大幅な減少にもつながり
やすいが、だからといって、人口
増加の減速が気候変動を緩和する
方法として最も効果的、または公
正であるというわけではない。1
人当たりの排出量削減は様々な手
段を通じて達成することが可能で
あり、将来の排出量を削減するう
えで最も重要で直接的な手段であ
ると一般に考えられている。しか
しながら、人口増加の減速は気候
問題の解決をより容易にする可能
性があり、またこのような長期的
な利益を得るには、近い将来の人
口政策に向けた投資が必要とされ
る32。

行動に関する提言
人口・環境・開発の動向におい

てプラスの相乗作用を促進するた
めには、さらなる投資が必要とな
る。以下にいくつかの優先すべき
行動の概要をまとめる。

1. 国際人口開発会議（ICPD）の世
界的合意を実施すること

1994年にICPDは、持続可能な
経済成長の促進、リプロダクティ
ブ・ヘルスに関する権利を含む人
権の保障、すべての生命が依存す
る環境保護を目指した人口・開発
分野での行動について合意に達し
た。この合意の完全な実施を追求
することが経済・社会開発を活発
にし、それが直接または間接的に
持続可能な開発の促進とすべての
人の生活の質の向上につながる。

女性の社会的・経済的・政治的
参加を促進することは、人権と公
正の促進、保健教育分野への投資
の増大、市民社会制度の強化、経
済成長の促進、世界人口の安定化
の加速、天然資源に対する負荷の
緩和につながる。プログラムの計
画、実施、監視に確実に女性を参
加させることはきわめて重要であ
る。

家族計画、母性保護、HIV/エイ
ズを含む性感染症の予防などリプ
ロダクティブ・ヘルス・サービス
へのアクセスを拡大する必要があ
る。特に、移民居住地やサービス
が行き渡っていない都市と都市周
辺地域の居住区など特に開発から
見放されたところや、歴史的にサ
ービスが不足していた破壊されや
すい生態系の中、そして環境管理
を積極的に行う地域のグループに
対して拡大される必要がある。

リプロダクティブ・ヘルス/ライ
ツの保障は、女性に教育と雇用の
機会を提供する試みの強化につな
がる。これは個人と社会の双方に
利益を与える。教育を受けた女性
の選択肢は雇用、婚姻、出産に関
してさらに広がり、彼女たちは自
分の人生について一層の決定権を
もつようになる。また、教育を受
けた女性は出産する子ども数が少
なくなる傾向にあり、生まれた子
どもは健康で十分な教育を受け、
将来の世代への種をまく33。同様
に、女性の経済的機会と土地や信
用貸しなどの資産を管理する力を
強化することは、ジェンダーの公
正と平等を目指すうえで重要な一
歩となり、世界中で女性を苦しめ
続けている貧困、高い出生率、無
力の悪循環から抜け出す明確な道

筋になる。
また、ICPDの目標を達成して人

口増加を減速させれば、環境問題の
解決策を見出すうえで不可欠な時間
が生まれるだろう。解決策として、
例えば化石燃料や森林伐採よりも破
壊的でないエネルギー源を軌道にの
せて、広く利用可能にする方法、環
境面での持続可能性を保ちつつ収穫
高を増加する方法、地下水面や帯水
層を破壊せずに清潔な水と衛生設備
を必要とするすべての人に提供する
方法、必要な原料や廃棄物が少ない

「グリーン（環境への影響が小さい）」
消費財を開発し共有する方法、無駄
が多い消費パターンを抑える一方、
基本的なニーズがいまだに満たされ
ていない何十億人もの消費水準を上
昇させる方法などがある34。また、
人口増加の減速により、政府と市民
社会にとっては、汚染されていない
環境に加え、ヘルスケア、教育、雇
用、公衆衛生、住宅に関する今後の
世代のニーズに向けた計画を立案す
る時間の余裕が生まれる35。

また、人口増加を減速させる行
動が、例えば主な生物多様性地域
の保全、絶滅のおそれのある種の
保護の強化、有機農業の促進、個
人や組織による過剰な消費の削
減、汚染と廃棄物を制限する政策、

「環境税」の案出と課税、環境に
害を与える補助金の廃止といった
環境を支援する直接的解決策と組
み合わされた場合は、その有益な
効果は何倍にもなり加速する36。

2. より持続可能性の高い生産工程
の普及、開発、活用に向けた奨
励策を実施する

先進国も開発途上国も、身近に
ある環境への影響の小さい「グリ
ーン」テクノロジーを農業や工業
で十分に活用していない。また、
鉱物資源の採掘は環境破壊を伴
い、鉱物の価値の少なくとも一部
はこのために相殺されている。

環境コストを査定するのに合意
された基準はないが、それは一つ
には長い時間枠でとらえなければ
ならないこと、もう一つには費用
が複雑な形で拡散していることが
理由である。持続可能な技術への
移行は、多額の費用がかかり混乱
を招くとみなされることが多く、
その利益は現れるのが遅い、また
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は不確かであるということで、価
値が低く見られる。また、環境コ
ストのほうが技術移転にかかる費
用よりも明らかに上回っている場
合でさえ、開発途上国と経済移行
諸国は資金難に直面する。

産業や地域社会に対する基準と
補助金制度を組み合わせること
で、よりクリアで効率的な生産を
すでに推進している経済的動機を
さらに増強できる。開発途上国と
経済移行諸国の多くは、このよう
な動きを進展させるために今以上
に強固な財政・政治構造を必要と
している。しかし、なかにはすで
に競争圧力を受けて生産者と政府
が環境に優しい政策を促進するよ
うになっている国もある。環境悪
化を促進する補助金は廃止される
べきである。

新しい技術の採用に必要な情報
と技術的支援を各国に提供すれ
ば、比較的少ない費用で保健、生
産性、環境の水準を大幅に改善で
きるだろう。

先進国では、自分たちの生産技
術と消費選択が地域や地球全体に
及ぼす影響、また開発途上国に対
する持続可能な開発の支援から得
られる利益について、政策決定者

や一般住民に一層の情報提供を進
める必要がある。

消費者も生産者も、持続可能で
環境への害が少ない消費パターン
に移行する奨励策や選択肢を必要
としている37。商品とサービスは
自然のシステムと調和する形で生
産されなければならない（例えば、
持続可能な形で生産された自然資
源を原料とする製品）。

汚染、密集、枯渇に対して賦課
される環境税は、先進国と開発途
上国の双方で非常に効果的である
ことが証明されている。スウェー
デンの大気汚染税、マレーシアの
汚水税、シンガポールの自動車税
は着実に定着し、効果を上げてい
る。

先進国が消費と環境のジレンマ
に関して自ら負担すべき責任を受
け入れ、開発途上国との協力を通
じて国内外でこのジレンマを緩和
する行動をとるという持続可能な
世界を目指した南北協調の取り組
みにより、最大の利益がもたらさ
れると思われる38。

このような取り組みの主な構成
要素としては以下が挙げられるで
あろう39。

• すべての国における明確な政策
目標として、すべての人に対す
る必要最低限の消費と基本的な
社会サービスを保障すること。

• 貧困層と富裕層のどちらの消費
者にとっても環境面での持続可
能性が高い技術と手段を開発
し、活用すること。これには環
境への影響が少ない製品や、化
石燃料に代わるクリーンなエネ
ルギー源（例えば、太陽光発電
や水素燃料電池など）などが含
まれる40。

• 製品の内容とその環境や社会へ
の影響に対する認識を深め、消
費者が購入する製品について情
報に基づく選択をできるように
する。

• 消費から生じる地球規模の影響
を管理する国際的な合意を強化
すること。これには気候変動と
生物多様性に関する条約の批
准、またその効果的な実行を促
進するための十分な資金の確保
が含まれる。

3. 人口、開発、環境の面でより高
い持続可能性が認められる実践
例についての情報基盤を強化す
ること

ニーズが文書化され、特定の介
入から得られる利益と何もしない
場合の将来のコストが明らかにな
ると、政策上の優先事項が明確に
なる。入手可能な財源に関する情
報は実行を促進する。

開発の活動や生産方法が環境に
与える正確な費用についての情
報、また外部化された費用を価格
に組み込むことに関する情報が一
層広く提供されるようになれば、
管理職、政策決定者、消費者は経
済的にも環境面で意識の高い選択
ができるようになるだろう。無駄
の多い資源使用や破壊的な資源使
用を保護する補助金を廃止し、持
続可能性を促進する補助金を強化
することは可能である41。

例えば、産業向けに低料金の水
を供給し、そこから汚染された水
が環境に戻される場合、複合的な
マイナスの影響が出る。低料金に
より水の無駄遣いが促進される。

囲み　16

生態系の価値を評価する

過去10年にわたり、生態系に値札をつける方法を考案しようと
いう多くの努力がなされてきた。このような天然資源に関する会
計は進展をみせ、スウェーデン、ノルウェー、ドイツ、オランダ
などの一部の国が国内総生産（GDP）を評価する際に資源の減少を
考慮に入れる試みをするまでになっている。それにもかかわらず、
生態系の価値の評価方法はいまだに多くの議論を呼んでいる。
最も広範囲にわたる研究の一つは、世界の生態系は最低でも年
間33兆ドルに相当する品目とサービスを提供し、そのうちの
63％に当たる21兆ドルに世界の海洋が貢献していると推計を出
した。地球の富への海洋の貢献額の半分以上が、マングローブ湿
地、サンゴ礁、藻場などの沿岸の生態系からもたらされるもので
ある。
生態系のサービスと天然資本の「価値」に関して科学界ではほ
とんど意見の一致がみられないが、それでもこれらの推定はこの
ような資源の相対的な規模の例示になっている。さらに重要な点
は、持続可能ではない開発をすれば、経済の見地からみて、どの
くらいの損失になるかをおおよそのところでも経済学者や計画立
案者が把握できることである。

Source: R. Costanza, et.al. "The Value of the World’s Ecosystem
Services and Natural Capital." Nature 387:253-260, 1997.
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汚染の費用は清潔な水に依存する
他の産業と、最終的には健康の喪
失という形で社会の人々が負担す
ることになる。また水の浄化費用
は次の世代に引き継がれる。

人口とリプロダクティブ・ヘル
スのプログラムに関する経済学的
分析では、常に非常に有益な利点
がもたらされることが判明してい
る。このような分析を改善して、
教育の向上、乳幼児・妊産婦死亡
の減少、貧困の削減、女性の社
会・経済参加の拡大から得られる
利益を含める必要がある。

• 人口・開発計画のためのデータ
ベースをさらに発展させる必要
がある。データベースには、人

口水準・人口動態の指標、医療
一般とリプロダクティブ・ヘル
スのサービス、清潔な水、衛生
設備、エネルギーの利用状況、
利用の可否、分布を含める必要
がある。

• 環境の状況、資源の活用、利用
可能なサービスに関する地域デ
ータの収集に地元住民を巻き込
む必要がある。このような試み
の利点の一つには、プログラム
の監視に地域の視点を取り込め
るという点がある。

国連は環境に関する世界規模の
データベースの開発を支援してい
る。環境への影響を含めて人口増

加と開発のバランスを監視する指
標が、開発途上国に対する支援を
より協調的なものにするための共
通各国評価（コモン・カントリ
ー・アセスメント）の手順の一環
として採用されている。

地域にまたがる監視プログラム
によって、資源活用や汚染の国境
を越える影響を測定することがで
きる。人口・環境担当相、NGO、
各機関は情報を共有し、共通の目
標の達成に向けて協力関係を強化
する必要がある。

• 地球情報システム（GIS）が土地
利用、資源の利用可能性、人口
分布の変化を監視するためにま
すます活用されるようになって

囲み　17

ICPD以降の進展状況

カイロ会議の合意事項の実施状況に関する1999年の見直し（「ICPD＋5」）では、ICPDの目標とアプローチが依
然として有効であること、多くの政府が保健・人口プログラムを変更して個人の選択と権利を強調するカイロ会
議の合意に一層適合させる努力をしたこと、1994年以降いくつかの問題は緊急性を増していること、カイロ会
議で明示された見込みと目標に比して資金が非常に不足していることが確認された。
ICPD以後の5年間で、すべての国のほぼ半分が行動計画の新しいアプローチを考慮して自国の政策を見直し
た。3分の1以上の国が人口政策を改定して、ICPDと調和させたり、ジェンダーや健康の問題を開発計画に組み
入れたりした。また、3分の2の国がジェンダーの公正または女性のエンパワーメントに関する対策を打ち立て
た。
インドは人口と避妊に関する数値目標を数十年にわたって掲げた後、1996年にそれらを断念し、リプロダク
ティブ・ヘルスのアプローチによる地方に分権したプログラムの方針を採用した。文章表現と実践の間にギャッ
プがあるものの、政策を変更したことは明らかである。ブラジルはカイロ会議以前から存在する女性のためのヘ
ルスケア・プログラムを基本とし、その焦点を学校での性教育、思春期保健、中絶後のケアにまで広げ、不妊手
術への過剰な依存を減らしつつある。ナイジェリアは、思春期の若者に対する性教育とリプロダクティブ・ヘル
スの教育やサービスの提供に努力している。
女性団体を中心とする市民団体は、リプロダクティブ・ヘルス・プログラムを女性中心の内容にする活動をし
たり、またプログラムが実施されていない場合はその着手に努めたりしている。
このような進展にもかかわらず、妊娠による疾病や死亡、また生殖障害は相変わらず女性の生命を危険にさら
している。何億人もの女性が質の高いリプロダクティブ・ヘルスケアを利用できなかったり、ケアそのものが全
くないという状況にあったりする。安全でない中絶により年間7万人の女性が死んでいる。女性に対する暴力は
ほとんどの社会で横行している。HIV/エイズ感染率は危機的な速度で上昇しつつある。思春期の若者のリプロダ
クティブ・ヘルスに対するニーズは満たされていないことが多い。そして国際開発援助は落ち込んでいる。
見直しの会議（ICPD＋５）で採択された「主要な行動」に関する文書の中で、各国政府は行動計画の原則、目
標、目的へのコミットメントを再確認しつつ、思春期の若者のためのリプロダクティブ・ヘルスの情報とケア、
HIV/エイズの流行、中絶のサービスが違法でない地域では、同サービスの安全性と利用しやすさを向上させる必
要性、「避妊に関する新しい選択肢や利用が浸透していない避妊法」など可能な限り幅広い避妊方法へのアクセ
スをさらに重視することになった。
また、この文書は各国政府に対して、構造調整プログラムにおいて環境の問題が確実に配慮されること、とり
わけ清潔な水の重視、有害物質にさらされる危険の減少、家庭衛生の向上を通じて乳幼児の保健プログラムを強
化すること、食糧安全保障を向上することなど、保健と自然環境が相互に関連するような行動を求めた。

Source: Key Actions for the Further Implementation of the Programme of Action of the International Conference on
Population and Development, adopted by the 21st Special Session of the General Assembly, New York, June 30-July 2,
1999 (New York: United Nations, 2000). 



58

持続可能で公平な開発を目指した行動

いる。これらの技術への投資が
増加すると、環境の動向、影響
を受けやすい地域、人口と環境
の関係に対する理解が大幅に前
進する。

• 人口動態および環境動態のモデ
ル化手法を、新しい情報技術と
改良されたコンピューター技術
を考慮に入れてさらに発展させ
る必要がある。UNFPAが一部支
援を提供するスレッショールド
21（T21）モデルは、主要な人
口・経済・環境の関係を浮き彫
りにするうえで政府の役に立っ
ている42。

また、土地利用の選択と環境へ
の影響に関する研究は、資源利用
を改善する戦略立案に必要な情報
を与えることができる43。

4. 貧困の緩和と社会開発の推進を
目指す国際的に合意された行動
を実行すること。

進展のカギとなる要素の一部に
ついては、国際的な合意が形成さ
れている。つまり、意思決定への

地域参加の促進、ジェンダーの公
正と所得格差をはじめとする公正
の問題への取り組み、民間・公共
セクター、NGO、その他の市民社
会の代表者を含めた協力関係の形
成などである。

農村開発政策は、農村から都市
への人口移動を減少させ、新たな
農村の開拓地が環境に与える影響
の緩和に貢献する。土地保有に関
する政策の変更は、公正の保証、
資源と移動に対する圧力の低減、

農業用の新たな土地の開拓の制限
につながる。

囲み　18

環境アセスメントを支援する資金援助団体

国連財団は2001年6月に、世界資源研究所（主要実施組織）、
地球環境ファシリティー、パッカード財団、世界銀行などで
構成するグループに加わり、天然資源の急速な消費が環境に
与える損害を査定するために400万ドルを寄付すると発表し
た。国連環境計画（UNEP）がプロジェクト活動を調整する。同
プロジェクトには2100万ドルの費用が必要になると見込ま
れ、すでに1700万ドルが確保されている。残りの金額は世界
中の科学界からの任意の寄付によって調達することが望まれ
ている。

農民と様々な品種のコメ。ベトナムの稲作研究所にて。
Jorgen Schytte, Still Pictures
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人権条約

1990年代の国際合意文書は勧告
文書であり、それら自体に拘束力
はないが、いずれも法的拘束力を
もつ人権に関する条約に基いてい
る。すなわち、世界人権宣言

（1948年採択）、市民的及び政治的
権利に関する国際規約（自由権規
約・1976年発効）、経済的、社会
的及び文化的権利に関する国際規
約（社会権規約・1976年発効）、女
子に対するあらゆる形態の差別の
撤廃に関する条約（女子差別撤廃
条約・1981年発効）、児童の権利
条約（1990年発効）である。

すべての国連加盟国は世界人権
宣言に加盟しており、この宣言は

「すべての人間は、生まれながら
にして自由であり、かつ、尊厳及
び権利について平等である」と確
約している。また、この宣言は

「人間の尊厳及び価値並びに男女
の同権」にも言及している1。

生命、自由、身体の安全に関す
る権利から、法的権利と裁判に関
する権利、そして教育と労働に関
する権利に至るまで、およそ24の
権利が列挙されている2。また、世
界人権宣言は、社会保障について
個人が自己の尊厳に不可欠な経済
的、社会的及び文化的権利の実現、
また健康及び福祉のための相当な
生活水準についての権利を求めて
いる3。さらに、宣言の条文は「す
べての者は、…いかなる差別もな
しに、この宣言に規定するすべて
の権利及び自由を享有する権利を
有する」と明記し、性別を含むい
かなる差別についても含まれてい
る4。

社会権規約は、すべての人民は
「その政治的地位を自由に決定し
並びにその経済的、社会的及び文
化的発展を自由に追求する」権利
を有し、締約国はこれらの権利の
享有について男女同等の権利を保

障しなければならないと述べてい
る。また、同規約は、「飢餓から
免れる」権利、教育を受ける権利、

「到達可能な最高水準の身体及び
精神の健康を享受する」権利をす
べての人に認めている。この最後
の権利を達成するため、同規約は
疾病の予防と治療および医療サー
ビスの提供に加え、環境と健康の
結びつきに対する初期の言及であ
る「環境衛生及び産業衛生のあら
ゆる状態の改善」を挙げている5。

自由権規約は、法の保護と表現
の自由は男女に同等に適用される
と述べている。同規約は、すべて
の市民は性別に関係なく、社会参
加を果たし、投票し、選挙される
権利と「一般的な平等条件の下で
公務に携わる」機会をもつ権利を
有すると述べている6。

2001年6月現在で条約加盟国が
168カ国に上る女子差別撤廃条約
は、女性のための国際的な権利章
典になっている。女子差別撤廃条
約はこの条約以前にあった「すべ
ての経済的、社会的、文化的、市
民的及び政治的権利の享有につい
て男女に平等の権利」を求めてい
る条約にふれながら、「国の完全
な発展、世界の福祉及び理想とす
る平和は、あらゆる分野において
女子が男子と平等の条件で最大限
に参加することを必要としてい
る」と表明している7。

同条約は法の前の女子の不平等
な扱い、差別の文化的な形態、社
会生活に参加する女子の権利、教
育と雇用における機会の平等、ヘ
ルスケアの提供における女子差
別、農村の貧しい女子の特別な問
題を取り上げるのに加え、女子の
リプロダクティブ・ライツにも言
及している。教育の条項では「家
族計画に関する情報及び助言」へ
のアクセスに言及し、ヘルスケ
ア・農村開発・婚姻における平等
に関する条項も家族計画サービス

にふれている。婚姻における平等
についての条項は、女子は「子の
数及び出産の間隔を自由にかつ責
任をもって決定する同一の権利並
びにこれらの権利の行使を可能に
する情報、教育及び手段を享受す
る同一の権利」をもつと謳ってい
る8。

女子差別撤廃条約は農村地域の
女子に関する条項の中で、農村の
女子が「適切な生活条件（特に、
住居、衛生、電力及び水の供給、
運輸並びに通信に関する条件）を
享受する」権利を確保するよう締
約国に求めており、環境について
間接的にふれている9。

2000年12月に女子差別撤廃条約
に関する「選択議定書」が発効し
た。この議定書によって、同条約
の履行を促進する連絡・監視の諸
手続きが確立した。2000年6月現
在で、この議定書の調印国は67カ
国、加盟国は21カ国であった。

国連環境開発会議（UNCED）

1960年代以降、環境悪化は開発
への制約という意味でも、悪化自
体としても国際社会の中でますま
す重大性を増していたが、この環
境悪化について幅広い検討を行う
ため、各国首脳が1992年にリオデ
ジャネイロに集まった。国連環境
開発会議（UNCED）は、1972年に
ストックホルムで開催された環境
に関する初の世界会議（国連人間
環境会議）の20年目のフォローア
ップ会議であった。

リオのUNCEDでは、それまで
の国際合意ではみられなかった、
環境と開発の関連づけが行われ
た。この会議で掲げられたスロー
ガンは、「持続可能な開発」であ
った。環境悪化を招かず、また将
来の世代のニーズを満たす能力を
損ねずに、現在の世代のニーズに
対応する経済開発を目指そうとい

付録
人権、環境と開発、リプロダクティブ・ヘ
ルス、およびジェンダーに関する国際合意
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う意味である。また、同会議では、
貧困層も富裕層もともに環境を圧
迫している点を指摘し、先進国は

「持続可能な消費・生産パターン」
を通じて環境への影響を低減する
必要があること、開発途上国は環
境に配慮した経済を構築するため
に支援を必要としていることを言
明した10。

森林、気候変動、生物多様性に
関 す る 条 約 に 加 え 、 リ オ の
UNCEDでは持続可能な開発のた
めの包括的な指針である「アジェ
ンダ21」が採択された。「悪化す
る貧困、飢餓、疾病、非識字率、
そして継続的な生態系の悪化」に
直面しつつ、この文書はわれわれ
が「より安全で繁栄した未来を確
保する唯一の方法は、環境と開発
の問題にバランスをとりながら統
合的に取り組むことである」11と主
張している。

アジェンダ21の4つの主セクシ
ョンでは、持続可能な開発の社会
的・経済的側面、開発資源の保護
と管理、持続可能な開発における
主たるグループの役割の強化、実
施手段を論じている。

セクションⅠの9つのパラグラ
フが「人口と持続可能性」の問題
を扱っている。これらのパラグラ
フは、「世界の人口と生産の増加」
はますます地球の資源に圧迫を加
えていると述べ、人口増加、生態
系の健全さ、技術、資源へのアク
セスの一体となった影響に取り組
む開発戦略の緊要性を訴え、「人
口目標」の策定と持続可能性に向
けた国家戦略に人口問題を統合す
ることを主張し、各国に自国の

「人口扶養力」を計算するよう求
め、「持続可能な開発のためには、
妊産婦死亡率と乳児死亡率を低下
させ、男性と女性に家族の規模を
計画するための情報と手段を提供
するリプロダクティブ・ヘルス・
プログラムが必要である」と述べ、
さらに人口プログラムは「開発途
上国への支援を含めた十分な資
金」と、幅広い支援とを必要とし
ている、と明言している12。

「主たるグループ」を扱うセク
ションの中に女性についての章が
あり、そこでは、「女性は天然資
源の管理と保全に関して豊富な知
識や経験をもっている」が、「教
育、土地、平等な雇用に関する差

別があり、機会が閉ざされている」
ために持続可能な開発を達成する
うえでの女性の役割が制約されて
きたと述べている13。この章では
政府に以下のことを求めている。

•「持続可能な開発及び社会生活
への」女性の完全な参加を妨げ
ている法律、文化、社会、その
他の面での障害を撤廃するこ
と。

• 公務員、科学者、技術アドバイ
ザー、普及啓発員として環境分
野の意思決定に関与する女性の
割合を引き上げること。

• 非識字の解消から中等教育レベ
ル以降の科学教育に至るまで女
性の教育を改善すること。

• 母子保健と家族計画を含むヘル
スケアの改善、労働負担の軽減、
信用貸付へのアクセスの向上、
財産所有権、女性に対する暴力
の排除、公式な経済指標への無
償労働の価値の統合など、女性
が持続可能な開発に一層貢献で
きる環境をつくること。

• 特に先進国の女性に対し、環境
面での持続可能性を保つ消費を
行うよう啓発すること14。

アジェンダ21は人口増加と資源
利用を結びつけ、環境における女
性の役割と教育、ヘルスケア、信
用貸付に関する女性のニーズを認
めてはいるものの、その人口に関
するセクションは人口統計学的な
事柄に焦点を当てており、2年後
の国際人口開発会議（ICPD/カイロ
会議）で採択された人口に対する
より広い視点をもったリプロダク
ティブ・ヘルスと女性の権利から
のアプローチに欠けている。

国際人口開発会議（ICPD）

1994年9月にカイロで合意され
たICPD行動計画は、個人の選択
を拡大するための広域でありなが
ら実践的な手引きである。その骨
子として、リプロダクティブ・ヘ
ルスケアと教育に対する根本的な
投資、女性の経済機会の拡大、真
のジェンダーの平等と公正に向け
た法的、政治的、社会的、経済的
な環境整備の必要性を挙げてい
る。ICPDは、これらの行動はそれ
自体が公正で人道的であり、実践

されれば人口の安定化と環境安全
保障の促進にも寄与するだろうと
認識している。

この行動計画では、「リプロダ
クティブ・ヘルスとは、人間の生
殖システム、その機能と過程のす
べての側面において、単に疾病、
障害がないというばかりでなく、
身体的、精神的、社会的に完全に
良好な状態にあることを指す」と
明記している。リプロダクティ
ブ・ライツは、「国内法、人権に
関する国際文書、ならびに国連で
合意したその他関連文書ですでに
認められた人権の一部をなす」15と
記している。

行動計画の主要な目標の一つ
は、できるだけ早急に、遅くとも
2015年までにはリプロダクティ
ブ・ヘルスケアをすべての人が利
用できるようにすることである。
リプロダクティブ・ヘルスケアに
不可欠な構成要素には、家族計画、
妊産婦保健、中絶の予防と安全で
ない中絶による合併症の管理、ヒ
ト免疫不全ウィルスおよび後天性
免疫不全症候群（HIV/エイズ）を含
む性感染症（STD）の予防と治療、
女性のリプロダクティブ・ヘルス
と身心の健康状態を損ねる女性性
器切除（FGM）などの伝統的慣習の
根絶が含まれている。

また、ICPDのアプローチにとっ
て同じく重要なことは、人権に関
する条約で規定されている女性が
自らの尊厳を経済的、社会的、文
化的に実現することを可能にする
一連の権利である。行動計画は、

「女性のエンパワーメントと自立
はそれ自体きわめて重要な目標で
あり」、さらに、「持続可能な開発
を達成する上で不可欠である」と
述べている。また、「過去の経験
から、人口及び開発プログラムは、
女性の地位を向上させるための措
置が同時にとられると、最も効果
的であることがわかっている」と
付け加えている。このように行動
計画は、女性と女子のための教育、

「生計と経済的資源を確保する」
方法、公的生活への完全な参加を
求めている16。

行動計画の第3章は、人口、経
済成長、持続可能な開発の相互関
係を扱っている。この章はUNCED
で明言された原則の多くを強化し
ている。同章は、「増加し続ける
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人口について人間としての基本的
なニーズを満たせるかどうかは、
健全な環境如何である」と言及し
ている。この文書では人口に関す
る数的目標を避け、貧困及び両性
間の不平等が人口増加、構造およ
び分布に影響を及ぼし、またそれ
により影響される点を強調してい
る。同様に、「持続不可能な消費
と生産のパターン」が天然資源を
過剰使用し、環境を悪化させ、ジ
ェンダーの不平等と貧困を増大さ
せていると述べている。

さらに同計画は、「人口問題を
経済および開発戦略と一体化する
ことによって」、持続可能性、貧
困の緩和、人口増加の減速、生活
の質的向上に向けた進展のペース
が加速されると加えている。また、

「リプロダクティブヘルスと家族
計画プログラムを含む、持続可能
な開発の観点からの効果的な人口
政策の実施」を求めている17。

第4回世界女性会議
（北京会議）

1995年に北京会議で採択された
行動綱領は、その1年前に ICPD

（カイロ会議）で達成された進展を
基にまとめられた。この行動綱領
では、「人間中心の開発」の必要
条件である女性の権利と「社会の
あらゆる分野への」女性の平等な
参加に向けた国際社会のコミット
メントを再確認した18。

行動綱領は、女性のリプロダク
ティブ・ヘルスに対するICPDの
取り組みを強化した。同綱領は、

「殆どの国では、女性のリプロダ
クティブ・ライツの無視が、教育
及び経済的・政治的エンパワーメ
ントの機会を含む、公私の生活の
場での女性の機会を著しく制限し
ている。自らの出産に対する管理
能力は、その他の権利の享受にと
って重要な基礎をなす」と述べて
いる。

また、同文書はアジェンダ21に
言及しつつ、女性は環境悪化によ
り過大の被害を受けており、また
環境の保護と回復においては現在
のところほとんど活用されていな
いものの、強力な役割を担うだけ
の潜在力があると指摘し、「女性
は、持続可能で環境的に健全な消
費及び生産パターンと天然資源の

管理へのアプローチにおいて果た
すべき非常に重要な役割を担って
いる」19と述べた。

北京会議の行動綱領の実施状況
を確認するために2000年6月に開
催された国連特別総会では、北京
会議で承認された公約を再確認す
る政治宣言が採択され、優先すべ
き行動が合意された。この行動に
は、HIV/エイズとその他の性感染
症のジェンダー的側面、女性と女
児に不当に偏るマラリアや結核の
影響、女性と女児の精神衛生、暴
力を受けた女性と女児に対するケ
アに取り組む必要性が含まれてい
る20。

世界社会開発サミット

「人間を開発の中心に置き、よ
り効果的に人間のニーズを満たす
よう、経済を方向づけること」を
目的とした1995年3月の世界社会
開発サミットで、世界の指導者は

「経済発展、社会開発及び環境保
護が相互に依存し、持続可能な開
発のために相互に強化し合う要素
である」と宣言した。

ジェンダーの平等はコペンハー
ゲンでの同サミットの中心的な目
標であった。このサミットでは、

「持続的な社会的・経済的発展は、
女性の完全な参加なしには確保さ
れず」、「男女の平等と公平」を

「経済・社会開発の中心に据えな
ければならない」と強調する宣言
を採択した21。同宣言は、女性が

「極度な貧困生活」を送っている
人々の大部分を占め、「貧困に対
処するという不釣り合いに大きい
問題」を担っていること、ジェン
ダーの平等は継続的な人口増加と
貧困に密接に関連していること、
そして「人々、特に女性の能力を
強化することは、開発の主要な目
標であり、開発の主要な資源であ
る」ことを述べている22。

ミレニアム宣言

2000年9月に各国元首と政府首
脳がニューヨークに集まり、「全世
界に公正で持続的な平和」を打ち
立てることを国連に誓約させ、「人
種・性別・言語・宗教の違いをこ
えた万人の平等な権利の尊重」へ
の献身を同機関に再確認させるミ

レニアム宣言を取り決めた23。
同宣言は、「女性と男性の平等

権利と機会均等は保障されねばな
らない」と確認し、「全ての生物
種および天然資源の管理において
は、持続可能な開発という指針に
したがって、慎重さが示されねば
ならない」と述べている。同宣言
は各国に、「貧困、飢餓や疾病を
なくす取り組み、また真に持続可
能な開発を促進する効果的な方途
として、男女平等と女性のエンパ
ワーメントを促進すること」、「女
性に対するあらゆる形態の暴力に
対抗し、女子差別撤廃条約を実施
すること」、そして「全ての環境
関連の行動において、保全と管理
の新しい倫理を採用すること」を
求めている24。
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死亡率の指標 教育の指標 リプロダクティブ・ヘルスの指標

出生時 初等教育 初等教育 中等教育 15歳以上の 15～19歳の 15～24歳の
乳児 平均余命 妊産婦 就学率 最終学年までとどまる 就学率 非識字率 少女1000人 避妊実行率 HIV感染率
死亡率 （歳） 死亡率 （全体）（％） 児童の割合 （全体）（％） （％） 当たりの すべて 近代的 （％）

（出生千対） 男　　女 （出生10万対） 男　　女 男　　女 男　　女 男　　女 出生数 の方法 避妊法 男　　女

世界全体 55 63.9 / 68.1 400 50 62 56 

先進工業地域（*） 8 71.9 / 79.3 21 27 70 59 

開発途上地域（+） 59 62.5 / 65.7 440 54 60 55 

後発開発途上国（‡） 92 50.6 / 52.2 1,000 127 

アフリカ（1） 83 50.5 / 52.1 1,000 108 25 20 

東アフリカ 94 44.8 / 46.0 1,300 112 20 15 

ブルンジ 111 39.8 / 41.4 1,900 55 / 46 74 / 73 8 / 5 43 / 58 60 9 1 5.69 / 11.60

エリトリア 82 51.1 / 53.7 1,100 59 / 48 73 / 67 24 / 17 32 / 54 112 5 4 

エチオピア 106 42.8 / 43.8 1,800 55 / 30 47 / 46 14 / 10 56 / 65 78 8 6 7.50 / 11.86

ケニア 59 48.7 / 49.9 1,300 85 / 85 26 / 22 11 / 23 90 39 32 6.39 / 13.02

マダガスカル 91 52.5 / 54.8 580 92 / 91 49 / 33 16 / 16 26 / 39 136 19 10 0.04 / 0.13

マラウイ 130 39.6 / 39.0 580 140 / 127 42 / 35 21 / 12 25 / 52 152 22 14 7.04 / 15.26

モーリシャス（2） 16 68.4 / 75.8 45 106 / 106 96 / 98 63 / 66 12 / 18 34 75 49 0.04 / 0.04

モザンビーク 128 37.3 / 38.6 980 70 / 50 52 / 39 9 / 5 39 / 70 129 6 5 6.73 / 14.74

ルワンダ 119 40.2 / 41.7 2,300 82 / 80 12 / 9 25 / 38 60 14 7 5.22 / 10.63

ソマリア 113 47.4 / 50.5 1,600 213 

ウガンダ 94 45.3 / 46.8 1,100 81 / 68 15 / 9 22 / 42 211 15 8 3.84 / 7.82

タンザニア 73 50.1 / 52.0 1,100 67 / 66 68 / 75 6 / 5 15 / 31 92 24 16 3.96 / 8.06

ザンビア 80 42.6 / 41.7 870 91 / 86 34 / 21 14 / 27 146 25 14 8.20 / 17.77

ジンバブエ 55 43.3 / 42.4 610 115 / 111 76 / 76 52 / 45 7 / 14 105 54 50 11.31 / 24.50 

中央アフリカ（3） 87 48.8 / 51.1 1,000 204 10 3 

アンゴラ 118 44.5 / 47.1 1,300 95 / 88 229 1.25 / 2.72

カメルーン 79 49.3 / 50.6 720 93 / 84 32 / 22 17 / 29 127 19 7 3.82 / 7.78

中央アフリカ 93 42.7 / 46.0 1,200 69 / 45 15 / 6 39 / 64 141 15 3 6.91 / 14.07

チャド 116 45.1 / 47.5 1,500 76 / 39 53 / 41 15 / 4 47 / 64 195 4 1 1.92 / 3.03

コンゴ（民主共和国）（4） 77 51.0 / 53.3 940 86 / 59 67 / 45 32 / 19 26 / 48 230 8 2 2.49 / 5.07

コンゴ（共和国） 66 49.6 / 53.7 1,100 120 / 109 25 / 56 62 / 45 12 / 24 146 3.17 / 6.46

ガボン 80 51.8 / 54.0 620 50 / 52 161 2.32 / 4.72

北アフリカ（5） 49 64.8 / 68.0 450 48 44 

アルジェリア 43 68.7 / 71.8 150 113 / 102 89 / 92 65 / 62 21 / 42 20 52 49 

エジプト 40 66.7 / 69.9 170 108 / 94 83 / 73 33 / 55 34 47 46 

リビア 25 69.2 / 73.3 120 110 / 111 9 / 30 35 40 26 

モロッコ 42 66.8 / 70.5 390 97 / 74 69 / 68 44 / 34 37 / 63 28 50 42 

スーダン 78 55.6 / 58.4 1,500 55 / 47 78 / 82 23 / 20 29 / 52 57 8 7 

チュニジア 26 69.6 / 72.2 70 122 / 114 84 / 87 66 / 63 18 / 38 17 60 51 

南アフリカ 63 45.6 / 47.1 360 52 50 

ボツワナ 67 36.5 / 35.6 480 107 / 108 81 / 91 61 / 68 25 / 19 63 33 32 15.84 / 34.31

レソト 111 40.9 / 39.6 530 102 / 114 58 / 77 25 / 36 27 / 6 67 23 19 12.05 / 26.40

ナミビア 65 44.3 / 44.1 370 129 / 132 63 / 70 58 / 67 17 / 18 81 29 26 9.14 / 19.80

南アフリカ 59 46.5 / 48.3 340 135 / 131 63 / 73 88 / 103 14 / 15 73 56 55 11.34 / 24.82

西アフリカ（6） 87 50.7 / 51.8 1,100 123 14 8 

ベナン 81 52.5 / 55.7 880 98 / 57 54 / 45 26 / 11 42 / 74 113 16 3 0.89 / 2.24

ブルキナファソ 87 47.0 / 49.0 1,400 48 / 31 77 / 76 11 / 6 65 / 85 151 12 5 2.31 / 5.79

コートジボワール 81 47.7 / 48.1 1.200 82 / 60 77 / 67 34 / 16 44 / 60 121 11 4 3.78 / 9.51

ガーナ 62 56.0 / 58.5 590 84 / 74 80 / 76 44 / 28 19 / 36 78 22 13 1.36 / 3.42

ギニア 114 48.0 / 49.0 1,200 68 / 41 79 / 52 20 / 7 168 6 4 0.57 / 1.43

ギニアビサウ 121 44.0 / 46.9 910 79 / 45 39 / 80 195 0.99 / 2.48

リベリア 79 54.6 / 56.7 1,000 29 / 61 230 6 6 0.85 / 2.15

マリ 120 51.1 / 53.0 630 58 / 40 86 / 61 17 / 8 50 / 64 195 7 5 1.31 / 2.07

モーリタニア 97 50.9 / 54.1 870 84 / 75 56 / 62 21 / 11 47 / 67 147 3 1 0.37 / 0.59

ニジェール 126 45.9 / 46.5 920 36 / 23 66 / 68 9 / 5 76 / 91 233 8 5 0.95 / 1.50

ナイジェリア 79 52.0 / 52.2 1,100 109 / 87 36 / 30 27 / 43 104 6 4 2.52 / 5.12

セネガル 57 52.5 / 56.2 1,200 78 / 65 87 / 80 20 / 12 52 / 71 100 13 8 0.71 / 1.60

シエラレオネ 146 39.2 / 41.8 2,100 60 / 41 22 / 13 212 1.16 / 2.92

トーゴ 75 51.1 / 53.3 980 140 / 99 71 / 47 40 / 14 25 / 58 93 24 7 2.20 / 5.53

アジア 53 65.8 / 69.2 280 7 66 61 

東アジア（8） 34 69.9 / 74.9 55 82 80 

中国 37 69.1 / 73.5 60 122 / 123 93 / 94 74 / 66 8 / 23 5 83 83 0.12 / 0.02

朝鮮民主主義人民共和国 39 62.5 / 68.0 35 2 62 53 

香港（9） 4 77.3 / 82.8 93 / 95 99 71 / 76 3 / 9 7 86 80 0.10 / 0.05

日本 3 77.8 / 85.0 12 10 101 / 101 100 / 100 103 / 104 4 59 53 0.03 / 0.01

カイロ会議の目標の検証



68

モンゴル 58 61.9 / 65.9 65 86 / 91 89 / 92 48 / 65 53 61 25 

韓国 7 71.8 / 79.1 20 94 / 95 98 / 98 102 / 102 1 / 3 3 81 67 0.02 / 0.00

東南アジア 41 64.8 / 69.2 300 58 50 

カンボジア 73 53.6 / 58.6 590 123 / 104 42 / 36 31 / 17 20 / 41 97 13 7 2.36 / 3.51

インドネシア 40 65.3 / 69.3 470 115 / 110 82 / 84 55 / 48 8 / 17 53 57 55 0.03 / 0.03

ラオス 88 53.3 / 55.8 650 123 / 101 57 / 54 34 / 23 35 / 65 91 19 15 0.04 / 0.05

マレーシア 10 70.6 / 75.5 39 101 / 101 96 / 99 59 / 69 8 / 16 18 55 30 0.57 / 0.09

ミャンマー 87 53.8 / 58.8 170 122 / 117 29 / 30 11 / 19 29 33 28 1.04 / 1.72

フィリピン 29 68.0 / 72.0 240 115 / 113 77 / 78 4 / 5 33 46 28 0.03 / 0.06

シンガポール 5 75.9 / 80.3 9 95 / 93 74 / 70 4 / 11 7 74 73 0.22 / 0.16

タイ 21 67.9 / 73.8 44 98 / 96 38 / 37 3 / 6 51 72 70 1.18 / 2.32

ベトナム 34 66.9 / 71.6 95 115 / 111 48 / 46 4 / 8 20 75 56 0.27 / 0.09

南・中央アジア 69 62.7 / 64.1 410 48 41 

アフガニスタン 161 43.0 / 43.5 820 64 / 32 32 / 12 47 / 77 111 2 2 

バングラデシュ 67 60.6 / 60.8 600 77 / 66 25 / 13 47 / 69 125 54 43 0.01 / 0.01

ブータン 54 62.0 / 64.5 500 69 / 74 57 19 19 

インド 65 63.6 / 64.9 440 109 / 90 61 / 55 59 / 39 31 / 54 44 48 43 0.36 / 0.61

イラン 36 68.8 / 70.8 130 102 / 95 92 / 89 81 / 73 16 / 29 28 73 56 

ネパール 71 60.1 / 59.6 830 129 / 96 52 / 52 51 / 33 40 / 75 124 29 26 0.14 / 0.20

パキスタン 87 61.2 / 60.9 200 87 / 42 33 / 17 39 / 68 50 24 17 0.06 / 0.04

スリランカ 20 69.9 / 75.9 60 110 / 108 92 / 93 72 / 78 5 / 11 23 66 44 0.04 / 0.05

西アジア 39 68.0 / 72.1 230 48 29 

イラク 64 63.5 / 66.5 370 92 / 78 51 / 32 34 / 53 41 14 10 

イスラエル 6 77.1 / 81.0 8 96 / 96 89 / 87 2 / 6 17 0.06 / 0.06

ヨルダン 23 69.7 / 72.5 41 94 / 95 76 / 82 5 / 15 38 53 38 

クウェート 11 74.9 / 79.0 25 78 / 77 94 / 97 64 / 66 15 / 19 28 50 47 

レバノン 17 71.9 / 75.1 130 113 / 108 78 / 84 8 / 19 25 61 37 

パレスチナ占領区 21 70.8 / 74.0 73 / 82 94 

オマーン 23 70.2 / 73.2 120 78 / 74 94 / 93 68 / 66 19 / 37 89 24 18 

サウジアラビア 21 71.1 / 73.7 23 77 / 75 87 / 89 65 / 57 15 / 32 48 32 29 

シリア 22 70.6 / 73.1 200 106 / 96 89 / 89 45 / 40 11 / 38 38 36 28 

トルコ（11） 39 68.0 / 73.2 55 111 / 104 93 / 96 68 / 48 6 / 23 51 64 38 

アラブ首長国連邦 11 74.1 / 78.4 30 91 / 87 95 / 96 77 / 82 26 / 20 64 28 24 

イエメン 62 60.7 / 62.9 850 100 / 40 53 / 14 32 / 73 125 21 10 

ヨーロッパ 9 69.6 / 77.9 28 21 70 55 

東ヨーロッパ 15 63.1 / 73.8 50 63 35 

ブルガリア 15 67.1 / 74.8 23 100 / 98 90 / 89 77 / 76 1 / 2 41 86 46 

チェコ 5 72.1 / 78.7 14 105 / 103 98 / 98 97 / 100 17 69 45 0.06 / 0.03

ハンガリー 9 67.8 / 76.1 23 104 / 102 93 96 / 99 1 / 1 21 77 68 0.08 / 0.02

ポーランド 9 69.8 / 78.0 12 97 / 95 95 98 / 97 0 / 0 16 49 19 

ルーマニア 22 66.5 / 73.3 60 104 / 103 95 79 / 78 1 / 3 37 64 30 0.02 / 0.02

スロバキア 8 69.8 / 77.6 14 102 / 102 96 / 97 92 / 96 24 74 41 0.02 / 0.01

北ヨーロッパ（12） 5 74.9 / 80.5 12 20 78 76 

デンマーク 5 74.2 / 79.1 15 102 / 101 100 / 99 120 / 122 7 78 72 0.16 / 0.08

エストニア 10 65.8 / 76.4 80 95 / 93 96 / 97 100 / 108 27 70 56 

フィンランド 4 74.4 / 81.5 6 98 / 99 99 / 100 110 / 125 7 77 75 0.03 / 0.02

アイルランド 6 74.4 / 79.6 9 105 / 104 99 / 100 113 / 122 16 0.06 / 0.05

ラトビア 14 65.7 / 76.2 70 98 / 93 97 82 / 85 0 / 0 21 48 39 0.18 / 0.06

リトアニア 9 67.6 / 77.7 27 99 / 96 99 / 98 85 / 88 0 / 0 27 59 40 

ノルウェー 5 76.0 / 81.9 9 100 / 100 100 / 100 121 / 116 10 74 69 0.06 / 0.03

スウェーデン 3 77.6 / 82.6 8 106 / 107 97 / 97 128 / 153 5 78 72 0.06 / 0.04

英国 5 75.7 / 80.7 10 115 / 116 120 / 139 24 82 82 0.09 / 0.05

南ヨーロッパ（13） 7 74.4 / 80.8 12 11 67 45 

アルバニア 25 70.9 / 76.7 31 106 / 108 77 / 83 37 / 38 8 / 22 16 

ボスニア・ヘルツェコビナ 14 71.3 / 76.7 15 23 

クロアチア 8 70.3 / 78.1 18 88 / 87 100 / 100 81 / 83 1 / 3 19 0.02 / 0.01

ギリシャ 6 75.9 / 81.2 2 93 / 93 99 / 100 95 / 96 1 / 4 10 0.12 / 0.05

イタリア 5 75.5 / 81.9 11 101 / 100 98 / 99 94 / 95 1 / 2 6 78 32 0.29 / 0.24

マケドニア 16 71.4 / 75.8 17 100 / 98 87 / 89 64 / 62 26 

ポルトガル 6 72.6 / 79.6 12 131 / 124 106 / 116 5 / 10 17 66 33 0.57 / 0.25

スロベニア 6 72.3 / 79.6 17 98 / 98 100 / 100 90 / 93 0 / 0 8 0.03 / 0.01

カイロ会議の目標の検証

死亡率の指標 教育の指標 リプロダクティブ・ヘルスの指標

出生時 初等教育 初等教育 中等教育 15歳以上の 15～19歳の 15～24歳の
乳児 平均余命 妊産婦 就学率 最終学年までとどまる 就学率 非識字率 少女1000人 避妊実行率 HIV感染率
死亡率 （歳） 死亡率 （全体）（％） 児童の割合 （全体）（％） （％） 当たりの すべて 近代的 （％）

（出生千対） 男　　女 （出生10万対） 男　　女 男　　女 男　　女 男　　女 出生数 の方法 避妊法 男　　女
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スペイン 5 75.4 / 82.3 8 109 / 108 98 / 99 116 / 123 1 / 3 6 81 67 0.48 / 0.22

ユーゴスラビア 13 70.9 / 75.6 15 69 / 70 98 60 / 64 25 55 12 

西ヨーロッパ（14） 5 75.2 / 81.7 14 9 75 71 

オーストリア 5 75.4 / 81.5 11 100 / 100 105 / 102 12 51 47 0.19 / 0.10

ベルギー 4 75.7 / 81.9 8 104 / 102 142 / 151 8 78 74 0.11 / 0.11

フランス 5 75.2 / 82.8 20 106 / 104 96 112 / 111 9 75 69 0.33 / 0.23

ドイツ 5 75.0 / 81.1 12 104 / 104 99 / 100 105 / 103 11 75 72 0.09 / 0.04

オランダ 5 75.6 / 81.0 10 109 / 107 134 / 129 4 79 76 0.18 / 0.08

スイス 5 75.9 / 82.3 8 5 82 78 0.37 / 0.33

ラテンアメリカ・カリブ海地域 32 67.2 / 73.6 190 71 69 60 

カリブ海（15） 35 65.4 / 70.9 400 68 59 56 

キューバ 7 74.8 / 78.7 24 108 / 104 100 76 / 85 3 / 3 65 70 67 0.06 / 0.02

ドミニカ共和国 36 64.4 / 70.1 110 94 / 94 47 / 61 16 / 16 93 64 59 2.58 / 2.78

ハイチ 61 50.2 / 56.5 1,100 49 / 46 21 / 20 47 / 51 64 28 22 4.88 / 2.91

ジャマイカ 20 73.7 / 77.8 120 100 / 99 63 / 67 17 / 9 46 66 63 0.59 / 0.40

プエルトリコ 10 71.2 / 80.1 30 6 / 6 63 78 68 

トリニダード・トバゴ 13 72.5 / 77.2 65 99 / 98 72 / 75 1 / 2 34 53 44 0.84 / 0.59

中央アメリカ 30 69.1 / 74.7 110 63 55 

ベリーズ 30 73.0 / 75.9 140 123 / 119 57 / 58 47 / 52 6 / 7 79 47 42 2.17 / 0.88

コスタリカ 11 75.0 / 79.7 35 104 / 103 81 / 85 47 / 52 4 / 4 81 75 65 0.65 / 0.28

エルサルバドル 26 67.7 / 73.7 180 98 / 96 49 / 49 35 / 39 18 / 23 87 60 54 0.68 / 0.27

グアテマラ 41 63.0 / 68.9 270 93 / 82 46 / 42 27 / 25 23 / 38 111 38 31 1.16 / 0.92

ホンジュラス 33 63.2 / 69.1 220 110 / 112 54 29 / 37 25 / 25 103 50 41 1.40 / 1.66

メキシコ 28 70.4 / 76.4 65 116 / 113 82 / 84 64 / 64 6 / 10 64 67 58 0.40 / 0.06

ニカラグア 36 67.2 / 71.9 250 100 / 102 51 / 55 52 / 62 33 / 29 138 60 57 0.22 / 0.06

パナマ 19 72.6 / 77.3 100 108 / 104 60 / 65 7 / 9 75 58 54 1.65 / 1.36

南アメリカ（16） 33 66.7 / 73.6 200 70 73 63 

アルゼンチン 20 70.6 / 77.7 85 114 / 113 73 / 81 3 / 3 61 0.86 / 0.29

ボリビア 56 61.9 / 65.3 550 99 / 90 40 / 34 8 / 20 75 48 25 0.13 / 0.03

ブラジル 38 64.7 / 72.6 260 38 15 / 14 71 77 70 0.70 / 0.28

チリ 12 73.0 / 79.0 33 103 / 100 94 / 99 72 / 78 4 / 4 44 0.29 / 0.08

コロンビア 26 69.2 / 75.3 120 113 / 112 70 / 76 64 / 69 8 / 8 80 77 64 0.44 / 0.10

エクアドル 41 68.3 / 73.5 210 134 / 119 84 / 86 50 / 50 7 / 10 66 66 52 0.37 / 0.08

パラグアイ 37 68.6 / 73.1 170 112 / 109 71 / 74 46 / 48 5 / 8 75 57 48 0.13 / 0.04

ペルー 37 67.3 / 72.4 240 125 / 121 72 / 67 5 / 14 53 64 41 0.39 / 0.17

ウルグアイ 13 71.6 / 78.9 50 109 / 108 94 / 97 75 / 90 3 / 2 70 0.41 / 0.21

ベネズエラ 19 70.9 / 76.7 43 90 / 93 49 / 64 33 / 46 7 / 7 95 49 38 0.65 / 0.15

北アメリカ（17） 7 74.7 / 80.5 11 46 76 71 

カナダ 5 76.2 / 81.8 6 103 / 101 105 / 105 19 75 73 0.29 / 0.07

米国 7 74.6 / 80.4 12 102 / 101 98 / 97 49 76 71 0.50 / 0.23

オセアニア 24 72.0 / 76.9 260 7 39 65 61 

オーストラリア・ニュージーランド 5 76.2 / 81.8 8 10 76 72 

オーストラリア（18） 5 76.4 / 82.0 6 10 101 / 101 150 / 155 18 76 72 0.14 / 0.02

メラネシア（19） 52 59.5 / 61.9 310

ニューカレドニア 7 72.5 / 77.7 10 127 / 123 95 / 106 31 

ニュージーランド 6 75.3 / 80.7 15 10 101 / 101 110 / 116 31 75 72 0.05 / 0.02

パプアニューギニア 62 56.8 / 58.7 390 87 / 74 65 / 67 17 / 11 29 / 42 84 26 20 0.08 / 0.25

バヌアツ 29 67.5 / 70.5 32 101 / 94 89 / 85 23 / 18 54 

経済の転換期にある旧ソ連諸国（20）

アルメニア 15 70.3 / 76.2 29 87 / 91 100 100 / 79 1 / 2 32 

アゼルバイジャン 29 68.7 / 75.5 37 108 / 105 93 73 / 81 26 

ベラルーシ 12 62.8 / 74.4 33 100 / 96 98 / 98 91 / 95 0 / 1 29 50 42 0.40 / 0.19

グルジア 18 69.5 / 77.6 22 89 / 88 98 78 / 76 33 41 20 

カザフスタン 42 59.6 / 70.7 80 97 / 98 92 82 / 91 45 66 53 0.07 / ..

キルギスタン 37 64.8 / 72.3 80 105 / 103 97 75 / 83 29 60 49 

モルドバ 20 62.8 / 70.3 65 98 / 97 93 / 97 79 / 82 0 / 2 43 74 50 0.28 / 0.11

ロシア 17 60.0 / 72.5 75 108 / 107 96 / 97 83 / 91 0 / 1 32 73 53 0.25 / 0.12

タジキスタン 53 65.2 / 70.8 120 96 / 94 83 / 74 0 / 1 24 

トルクメニスタン 49 63.9 / 70.4 65 18 

ウクライナ 15 62.7 / 73.5 45 87 / 86 88 / 94 0 / 0 39 68 38 1.29 / 0.79

ウズベキスタン 37 66.8 / 72.5 60 79 / 76 100 / 88 6 / 15 51 56 51 

カイロ会議の目標の検証

死亡率の指標 教育の指標 リプロダクティブ・ヘルスの指標

出生時 初等教育 初等教育 中等教育 15歳以上の 15～19歳の 15～24歳の
乳児 平均余命 妊産婦 就学率 最終学年までとどまる 就学率 非識字率 少女1000人 避妊実行率 HIV感染率
死亡率 （歳） 死亡率 （全体）（％） 児童の割合 （全体）（％） （％） 当たりの すべて 近代的 （％）

（出生千対） 男　　女 （出生10万対） 男　　女 男　　女 男　　女 男　　女 出生数 の方法 避妊法 男　　女
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世界全体 6,134.1 9,322.3 1.2 47 2.0 2.68 (1,680,520) 79 / 79

先進工業地域（*） 1,193.9 1,181.1 0.2 76 0.5 1.50 10 / 9

開発途上地域（+） 4,940.3 8,141.1 1.5 40 2.7 2.92 54 86 / 86

後発開発途上国（‡） 675.0 1,829.5 2.5 26 4.5 5.24 30 154 / 147

アフリカ（1） 812.6 2,000.4 2.3 38 3.7 4.97 43 468,618 21 143 / 134

東アフリカ 256.7 691.1 2.4 26 4.6 5.83 34 168 / 155

ブルンジ 6.5 20.2 3.0 9 5.9 5.3 6.80 24 570 3.5 0.6 1,601 207 / 188

エリトリア 3.8 10.0 4.2 19 4.6 5.6 5.28 21 1,040 1.5 2.9 4,043 149 / 134 46

エチオピア 64.5 186.5 2.4 18 5.0 4.7 6.75 10 620 3.9 1.7 22,209 190 / 175 284 24

ケニア 31.3 55.4 1.9 33 4.1 4.9 4.15 44 1,010 6.5 2.4 29,047 109 / 98 505 49

マダガスカル 16.4 47.0 2.8 30 4.8 3.6 5.68 47 790 1.9 1.1 9,625 150 / 144 47

マラウイ 11.6 31.1 2.2 25 7.3 4.1 6.34 55 570 5.0 2.8 22,148 224 / 223 57

モーリシャス（2） 1.2 1.4 0.8 41 1.6 1.3 1.90 97 8,950 4.7 1.8 254 21 / 15 100

モザンビーク 18.6 38.8 1.8 40 4.1 4.3 5.86 44 810 2.8 20,853 236 / 212 405 60

ルワンダ 7.9 18.5 2.1 6 4.2 5.6 5.77 26 880 2.0 7,886 206 / 186 41

ソマリア 9.2 40.9 4.2 28 5.2 6.3 7.25 193 / 178

ウガンダ 24.0 101.5 3.2 14 5.7 2.4 7.10 38 1,160 2.4 1.9 43,324 167 / 151 50

タンザニア 36.0 82.7 2.3 33 5.4 5.5 5.03 35 500 1.3 42,070 122 / 111 456 54

ザンビア 10.6 29.3 2.1 40 2.6 1.2 5.66 47 720 2.1 3.6 17,636 143 / 144 630 64

ジンバブエ 12.9 23.5 1.7 35 2.9 2.2 4.50 84 2,690 2.9 21,891 112 / 104 861 85

中央アフリカ（3） 98.2 340.6 3.0 35 4.3 6.33 41 155 / 139

アンゴラ 13.5 53.3 3.0 34 4.9 2.5 7.20 1,100 3.9 6,778 211 / 191 595 38

カメルーン 15.2 32.3 2.1 49 4.0 1.1 4.70 55 1,490 1.0 4,175 138 / 127 432 62

中央アフリカ 3.8 8.2 1.6 41 3.0 1.3 4.92 46 1,150 2.0 1,211 172 / 141 60

チャド 8.1 27.7 3.1 24 4.2 1.6 6.65 15 840 1.7 2.3 2,602 207 / 190 27

コンゴ（民主共和国）（4） 52.5 203.5 3.3 30 4.5 4.0 6.70 1,006 136 / 120 284 45

コンゴ（共和国） 3.1 10.7 3.0 63 3.7 5.4 6.29 540 8.6 2.0 1,244 136 / 108 433 51

ガボン 1.3 3.2 2.5 81 3.1 1.0 5.40 5,280 3.2 2.1 555 139 / 125 1,413 70

北アフリカ（5） 177.4 303.6 1.8 51 2.9 3.13 68 68,729 22 68 / 63

アルジェリア 30.8 51.2 1.8 60 3.2 0.9 2.79 77 4,840 5.3 2.6 852 50 / 44 898 94

エジプト 69.1 113.8 1.7 45 2.3 7.6 2.88 61 3,460 4.9 1.8 35,510 49 / 49 679 95

リビア 5.4 10.0 2.2 88 2.6 0.2 3.31 94 28 / 28 2,343 72

モロッコ 30.4 50.4 1.8 56 2.8 1.1 3.03 40 3,320 5.2 1.2 22,489 58 / 46 336 82

スーダン 31.8 63.5 2.3 36 4.5 1.1 4.47 86 0.9 0.7 4,081 126 / 118 526 75

チュニジア 9.6 14.1 1.1 66 2.3 0.5 2.10 81 5,700 8.1 2.2 2,636 32 / 29 812

南アフリカ 50.1 56.9 0.8 48 1.5 3.03 81 115 / 104

ボツワナ 1.6 2.1 0.5 50 2.2 2.0 3.94 87 6,540 10.1 2.5 1,590 146 / 137

レソト 2.1 2.5 0.7 28 4.6 2.4 4.45 50 2,350 6.4 3.4 984 182 / 180 91

ナミビア 1.8 3.7 1.7 31 2.8 1.0 4.87 68 5,580 8.7 4.1 2,498 123 / 118 77

南アフリカ 43.8 47.3 0.8 50 1.3 0.4 2.85 84 8,710 7.8 3.3 21,286 107 / 95 2,681 86

西アフリカ（6） 230.3 608.1 2.7 40 4.2 5.57 34 148 / 144

ベナン 6.4 18.1 2.8 42 4.4 1.7 5.68 60 920 3.2 1.6 6,469 141 / 123 377 63

ブルキナファソ 11.9 46.3 3.0 19 5.6 3.0 6.80 31 960 1.5 1.4 9,078 151 / 141

コートジボワール 16.3 32.2 2.1 46 3.4 1.0 4.64 47 1,540 5.4 1.2 5,874 144 / 131 77

ガーナ 19.7 40.1 2.2 38 4.2 2.0 4.22 44 1,850 4.3 1.8 17,551 106 / 93 396 64

ギニア 8.3 20.7 1.5 33 4.5 4.2 5.83 35 1,870 1.9 2.2 5,325 188 / 191 48

ギニアビサウ 1.2 3.3 2.4 24 4.0 2.8 5.99 25 630 1.1 1,272 219 / 196 49

リベリア 3.1 14.4 5.5 45 4.9 4.7 6.80 994 118 / 106

マリ 11.7 41.7 2.9 30 4.6 1.9 7.00 24 740 2.3 5.1 14,660 240 / 232 65

モーリタニア 2.7 8.5 3.0 58 4.3 2.7 6.00 40 1,550 4.8 1.4 1,045 163 / 150 37

ニジェール 11.2 51.9 3.6 21 5.5 1.8 8.00 18 740 2.4 1.2 8,814 207 / 213 59

ナイジェリア 116.9 278.8 2.6 44 4.1 1.2 5.42 31 770 0.8 0.8 21,698 130 / 130 716 57

セネガル 9.7 22.7 2.5 47 4.0 3.0 5.11 47 1,400 3.8 2.6 14,762 107 / 102 312 78

シエラレオネ 4.6 14.4 4.5 37 4.0 5.4 6.50 440 0.9 1,579 266 / 242 28

トーゴ 4.7 11.8 2.6 33 4.2 1.2 5.36 51 1,380 4.5 1.3 2,964 132 / 116 54

アジア 3,720.7 5,428.2 1.3 37 2.5 2.54 53 405,287 68 / 73

東アジア（8） 1,491.8 1,665.2 0.7 39 1.9 1.76 68 35 / 42

中国 1,285.0 1,462.1 0.7 32 2.3 6.3 1.80 67 3,550 2.4 2.0 6,693 38 / 45 830 75

朝鮮民主主義人民共和国 22.4 28.0 0.7 60 1.6 3.7 2.07 676 52 / 48 100

香港（9） 7.0 9.6 1.2 100 1.1 5.7 1.17 22,570 2.8 2.1 5 / 5 2,497

日本 127.3 109.2 0.1 79 0.3 1.2 1.33 100 25,170 3.9 5.9 88,879 23 5 / 4 4,035

モンゴル 2.6 4.1 1.1 64 2.3 0.5 2.32 93 1,610 5.6 4.3 3,229 88 / 83 60

韓国 47.1 51.6 0.7 82 1.4 2.4 1.51 98 15,530 3.8 2.3 203 10 / 9 3,519 92

人口・社会・経済指標

年平均 都市人口 都市 可耕地 専門技能者の 1人当たり 政府支出 5歳未満児
人口 推計人口 増加率 の割合 成長率 1ha 合計特殊 立会いの下での GNI に占める 外部からの 死亡率 1人当たり 安全な

（百万人） （百万人） （％） （％） （％） 当たりの 出生率 出産 （米ドル） 割合（％） 人口援助 （出生千対） エネルギー 水の利用
（2001） （2050） （2000-2005）（2000） （2000-2005） 人口 （2000-2005） （％） （1999） 教育費 保健費（1,000米ドル） 男　　女 消費量 （％）
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東南アジア 529.8 800.3 1.4 37 3.2 2.52 60 60 / 48

カンボジア 13.4 29.9 2.4 16 4.2 2.0 4.77 33 1,350 3.0 0.6 21,806 110 / 98 30

インドネシア 214.8 311.3 1.2 41 3.6 3.0 2.27 56 2,660 1.6 0.7 32,848 55 / 43 604 76

ラオス 5.4 11.4 2.3 24 4.9 4.7 4.80 14 1,430 2.1 1.2 3,542 144 / 137 90

マレーシア 22.6 37.8 1.7 57 2.8 0.5 2.90 96 7,640 5.1 1.4 251 15 / 11 1,967

ミャンマー 48.4 68.5 1.2 28 2.9 3.1 2.80 56 [1.2] 0.2 2,424 141 / 124 307 68

フィリピン 77.1 128.4 1.9 59 3.1 3.0 3.24 56 3,990 3.4 1.7 46,625 40 / 30 526 87

シンガポール 4.1 4.6 1.7 100 1.0 6.0 1.45 100 22,310 2.7 1.2 0 6 / 6 6,285 100

タイ 63.6 82.5 1.1 22 2.7 1.5 2.00 5,950 5.0 1.9 4,249 32 / 19 1,153 80

ベトナム 79.2 123.8 1.3 20 2.2 7.3 2.25 77 1,860 3.0 0.8 20,616 52 / 37 440 56

南・中央アジア 1,506.7 2,538.8 1.7 31 3.0 3.25 40 89 / 100

アフガニスタン 22.5 72.3 3.7 22 6.9 1.8 6.80 813 278 / 281 13

バングラデシュ 140.4 265.4 2.1 25 4.0 8.6 3.56 13 1,530 2.2 1.7 87,699 88 / 97 159 97

ブータン 2.1 5.6 2.6 7 6.0 11.8 5.10 15 1,260 924 82 / 78 62

インド 1,025.1 1,572.1 1.5 28 2.8 3.2 2.97 43 2,230 3.2 0.8 58,134 79 / 92 486 88

イラン 71.4 121.4 1.4 62 1.8 1.0 2.76 86 5,520 3.9 1.7 2,127 40 / 45 1,649 95

ネパール 23.6 52.4 2.3 12 5.1 7.2 4.48 9 1,280 3.1 1.3 22,051 91 / 106 343 81

パキスタン 145.0 344.2 2.5 37 4.1 3.5 5.08 18 1,860 2.5 0.9 28,561 121 / 135 440 88

スリランカ 19.1 23.1 0.9 24 2.8 4.6 2.09 94 3,230 3.5 1.4 3,942 30 / 16 389 83

西アジア 192.4 423.9 2.1 70 2.8 3.57 71 35,060 53 / 47

イラク 23.6 53.6 2.7 77 3.3 0.4 4.77 54 3.8 1,004 79 / 76 1,342 85

イスラエル 6.2 10.1 2.0 91 1.8 0.4 2.70 18,070 7.7 6.0 21 9 / 9 3,165

ヨルダン 5.1 11.7 2.8 74 3.5 1.5 4.31 97 3,880 7.1 5.3 10,911 29 / 27 1,063 96

クウェート 2.0 4.0 2.6 98 2.3 2.6 2.66 98 [5.0] 2.9 341 13 / 13 7,823

レバノン 3.6 5.0 1.6 90 1.7 0.4 2.18 98 2.7 2.2 1,134 22 / 17 1,256 100

パレスチナ占領区 3.3 11.8 3.6 95 4.1 5.60 95 2,101 27 / 21

オマーン 2.6 8.8 3.3 84 4.4 14.2 5.46 91 [4.5] 2.9 29 / 25 3,165 39

サウジアラビア 21.0 59.7 3.1 86 3.4 0.6 5.54 91 11,050 7.5 6.4 26 / 23 5,244 95

シリア 16.6 36.3 2.5 55 3.3 0.8 3.65 76 3,450 4.0 0.8 3,463 28 / 25 1,133 80

トルコ（11） 67.6 98.8 1.3 75 2.6 0.8 2.30 81 6,440 2.2 2.9 8,235 56 / 42 1,144 83

アラブ首長国連邦 2.7 3.7 1.7 86 2.0 1.5 2.86 99 [1.8] 0.8 7 16 / 14 10,035

イエメン 19.1 102.4 4.1 25 4.7 5.5 7.60 22 730 7.8 4.8 7,830 87 / 83 201 69

ヨーロッパ 726.3 603.3 -0.2 75 0.3 1.34 13 / 10

東ヨーロッパ 302.6 222.7 -0.5 71 0.2 1.17 26,859 22,24 21 / 16

ブルガリア 7.9 4.5 -1.0 70 -0.1 0.2 1.10 5,070 3.4 3.8 361 22 / 16 2,418 100

チェコ 10.3 8.4 -0.1 75 0.0 0.3 1.16 12,840 5.3 7.0 7 / 7 3,986

ハンガリー 9.9 7.5 -0.5 64 -0.0 0.3 1.20 11,050 4.8 5.2 12 / 10 2,497 99

ポーランド 38.6 33.4 -0.1 66 0.7 0.6 1.26 8,390 7.4 4.5 187 11 / 10 2,494

ルーマニア 22.4 18.1 -0.3 56 0.2 0.4 1.32 5,970 3.7 2.6 1,986 29 / 25 1,760 58

スロバキア 5.4 4.7 0.1 57 0.5 0.3 1.28 10,430 4.8 5.7 10 / 10 3,136 100

北ヨーロッパ（12） 95.2 92.8 0.1 84 0.3 1.57 7 / 6

デンマーク 5.3 5.1 0.2 85 0.2 0.1 1.65 100 25,600 8.3 6.7 (60,114) 7 / 6 3,925 100

エストニア 1.4 0.8 -1.1 69 -1.0 0.1 1.20 8,190 7.7 5.5 38 14 / 10 3,335

フィンランド 5.2 4.7 0.1 67 0.9 0.2 1.55 100 22,600 7.6 5.2 (23,114) 5 / 4 6,493 100

アイルランド 3.8 5.4 1.0 59 1.2 0.3 2.02 99 22,460 6.9 4.5 8 / 8 3,570

ラトビア 2.4 1.7 -0.6 69 -1.0 0.2 1.10 95 6,220 6.6 4.3 285 19 / 15 1,746

リトアニア 3.7 3.0 -0.2 68 -0.1 0.2 1.20 95 6,490 5.9 4.8 42 14 / 10 2,524

ノルウェー 4.5 4.9 0.4 76 0.9 0.3 1.70 100 28,140 7.6 7.4 (71,394) 6 / 5 5,736 100

スウェーデン 8.8 7.8 -0.1 83 0.3 0.1 1.29 100 22,150 8.3 6.7 (78,270) 5 / 4 5,928 100

英国 59.5 58.9 0.2 90 0.2 0.2 1.61 98 22,220 5.5 5.9 (125,934) 7 / 6 3,930 100

南ヨーロッパ（13） 145.1 116.9 0.0 66 0.4 1.29 10 / 9

アルバニア 3.1 3.9 0.6 42 2.0 2.2 2.27 3,240 3.7 3.5 2,515 37 / 31 284

ボスニア・ヘルツェコビナ 4.1 3.5 1.1 43 2.3 0.3 1.30 736 17 / 14 517

クロアチア 4.7 4.2 0.0 58 0.6 0.3 1.70 7,260 5.3 8.1 10 / 8 1,808

ギリシャ 10.6 9.0 0.0 60 0.4 0.4 1.24 15,800 3.0 4.7 8 / 7 2,565

イタリア 57.5 43.0 -0.1 67 0.1 0.3 1.20 22,000 4.9 5.6 (6,385) 7 / 6 2,916

マケドニア 2.0 1.9 0.3 62 1.3 0.5 1.48 4,590 5.3 5.5 19 / 18

ポルトガル 10.0 9.0 0.1 64 1.7 0.6 1.45 15,860 5.9 5.2 (1,244) 9 / 8 2,192

スロベニア 2.0 1.5 -0.1 50 0.3 0.2 1.14 16,050 5.8 6.6 8 / 7 3,354 100

スペイン 39.9 31.3 0.0 78 0.2 0.2 1.13 17,850 5.1 5.4 (4,320) 7 / 6 2,865

ユーゴスラビア 10.5 9.0 -0.1 52 0.6 0.6 1.55 75 17 / 14

人口・社会・経済指標

年平均 都市人口 都市 可耕地 専門技能者の 1人当たり 政府支出 5歳未満児
人口 推計人口 増加率 の割合 成長率 1ha 合計特殊 立会いの下での GNI に占める 外部からの 死亡率 1人当たり 安全な

（百万人） （百万人） （％） （％） （％） 当たりの 出生率 出産 （米ドル） 割合（％） 人口援助 （出生千対） エネルギー 水の利用
（2001） （2050） （2000-2005）（2000） （2000-2005） 人口 （2000-2005） （％） （1999） 教育費 保健費（1,000米ドル） 男　　女 消費量 （％）
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西ヨーロッパ（14） 183.4 170.9 0.1 83 0.4 1.50 6 / 6

オーストリア 8.1 6.5 -0.1 65 0.5 0.3 1.24 100 24,600 5.5 6.0 (1,784) 6 / 5 3,567 100

ベルギー 10.3 9.6 0.1 97 0.1 0.3 25 1.48 100 25,710 3.1 7.9 (10,148) 6 / 6 5,719

フランス 59.5 61.8 0.4 76 0.6 0.1 1.80 99 23,020 6.0 7.3 (16,500) 6 / 6 4,378

ドイツ 82.0 70.8 0.0 88 0.2 0.2 1.29 100 23,510 4.8 7.9 (124,806)26 6 / 6 4,199

オランダ 15.9 15.8 0.3 89 0.3 0.6 1.50 100 24,410 5.0 6.0 (119,230) 7 / 6 4,740 100

スイス 7.2 5.6 -0.1 68 0.6 1.1 1.38 99 28,760 5.1 7.6 (17,818) 7 / 5 3,742 100

ラテンアメリカ・カリブ海地域 526.5 805.6 1.4 75 1.9 2.50 83 237,075 45 / 36

カリブ海（15） 38.3 49.8 1.0 63 1.6 2.41 69 60 / 50

キューバ 11.2 10.8 0.3 75 0.5 0.4 1.55 100 [6.7] 8.2 782 12 / 8 1,066 95

ドミニカ共和国 8.5 12.0 1.5 65 2.3 1.0 2.71 99 5,210 2.5 1.9 7,061 57 / 47 676 79

ハイチ 8.3 14.0 1.6 36 3.4 5.6 3.98 21 1,470 1.4 20,144 111 / 96 271 46

ジャマイカ 2.6 3.8 0.9 56 1.7 2.0 2.37 95 3,390 8.1 3.2 5,588 28 / 21 1,575 71

プエルトリコ 4.0 4.8 0.9 75 1.2 1.6 1.90 14 / 11

トリニダード・トバゴ 1.3 1.4 0.5 74 1.1 1.0 1.53 7,690 4.1 2.5 175 17 / 12 6,964 86

中央アメリカ 137.5 220.2 1.6 67 2.0 2.76 79 41 / 34

ベリーズ 0.2 0.4 1.9 54 3.4 0.8 2.89 77 4,750 112 39 / 38 76

コスタリカ 4.1 7.2 2.0 48 2.6 1.7 2.67 98 7,880 6.4 5.2 239 15 / 11 789 98

エルサルバドル 6.4 10.9 1.8 47 2.7 2.6 2.88 90 4,260 2.6 2.6 7,045 38 / 31 640 74

グアテマラ 11.7 26.6 2.6 40 3.4 2.9 4.41 41 3,630 1.6 2.1 9,980 58 / 51 579 92

ホンジュラス 6.6 12.8 2.3 53 4.2 1.1 3.72 55 2,270 4.0 3.9 8,118 55 / 44 542 90

メキシコ 100.4 146.7 1.4 74 1.7 0.9 2.49 86 8,070 5.5 2.8 28,948 37 / 31 1,552 86

ニカラグア 5.2 11.5 2.6 56 3.4 0.4 3.82 65 2,060 4.4 8.3 15,974 50 / 40 553 79

パナマ 2.9 4.3 1.4 56 2.0 1.0 2.42 90 5,450 5.6 4.9 382 26 / 22 862 87

南アメリカ（16） 350.7 535.5 1.4 80 1.9 2.41 87 45 / 35

アルゼンチン 37.5 54.5 1.2 90 1.5 0.1 2.44 98 11,940 3.5 4.9 1,239 26 / 21 1,726 79

ボリビア 8.5 17.0 2.2 63 3.0 1.6 3.92 59 2,300 5.0 4.1 28,818 80 / 70 581 79

ブラジル 172.6 247.2 1.2 81 1.8 0.4 2.15 92 6,840 5.2 2.9 17,684 50 / 38 1,055 87

チリ 15.4 22.2 1.2 86 1.5 1.0 2.35 100 8,410 3.5 2.7 1,091 15 / 12 1,594 94

コロンビア 42.8 70.9 1.6 74 2.2 2.2 2.62 85 5,580 4.0 5.2 2,297 35 / 30 753 91

エクアドル 12.9 21.2 1.7 65 3.0 1.2 2.76 71 2,820 3.9 1.7 7,640 60 / 49 737 71

パラグアイ 5.6 12.6 2.5 56 3.6 1.0 3.84 71 4,380 3.7 1.7 3,392 51 / 39 819 79

ペルー 26.1 42.1 1.6 73 2.1 1.9 2.64 56 4,480 2.8 2.4 28,296 61 / 50 581 77

ウルグアイ 3.4 4.2 0.7 91 0.9 0.3 2.30 100 8,750 3.4 1.9 832 18 / 13 910 98

ベネズエラ 24.6 42.2 1.8 87 2.1 0.7 2.72 95 5,420 6.1 2.6 619 25 / 20 2,433 84

北アメリカ（17） 317.1 437.6 0.9 77 1.0 1.90 8 / 8

カナダ 31.0 40.4 0.8 77 1.1 0.0 1.58 100 25,440 7.1 6.3 (38,568) 7 / 6 7,747 100

米国 285.9 397.1 0.9 77 1.0 0.0 1.93 99 31,910 5.5 5.8 (619,729) 8 / 8 7,937 100

オセアニア 30.9 47.2 1.2 70 1.2 2.39 32 / 33

オーストラリア・ニュージーランド 23.1 30.9 0.9 85 1.0 1.79 7 / 6

オーストラリア（18） 19.3 26.5 1.0 85 0.9 0.0 1.75 100 23,850 5.5 5.9 (44,562) 7 / 6 5,600 100

メラネシア（19） 6.6 14.2 2.2 24 3.7 4.14 68 / 74

ニューカレドニア 0.2 0.4 1.9 77 2.8 2.47 21,130 9 / 10

ニュージーランド 3.8 4.4 0.7 86 1.0 0.1 1.97 95 17,630 7.5 6.2 (2,316) 8 / 7 4,525

パプアニューギニア 4.9 11.0 2.2 17 4.0 5.4 4.32 53 2,260 2.5 6,312 81 / 88 42

バヌアツ 0.2 0.5 2.5 20 4.0 4.26 87 2,880 32 32 / 39 88

経済の転換期にある旧ソ連諸国（20）

アルメニア 3.8 3.2 0.1 70 0.8 0.9 1.10 97 2,360 1.9 3.1 3,164 19 / 17 511

アゼルバイジャン 8.1 8.9 0.6 57 1.5 1.1 1.51 100 2,450 3.3 1.2 1,160 41 / 38 1,564

ベラルーシ 10.1 8.3 -0.4 71 0.3 0.2 1.20 6,880 6.0 4.9 125 18 / 13 2,614 100

グルジア 5.2 3.2 -0.5 61 0.8 1.0 1.39 95 2,540 4.2 0.5 205 25 / 18 464

カザフスタン 16.1 15.3 -0.4 56 0.2 0.1 1.95 98 4,790 3.7 3.5 2,418 62 / 42 2,590 91

キルギスタン 5.0 7.5 1.2 33 0.9 0.9 2.34 98 2,420 4.6 2.9 1,324 50 / 42 609 77

モルドバ 4.3 3.6 -0.3 46 0.3 0.5 1.40 2,100 8.3 6.4 1,126 28 / 22 943 100

ロシア 144.7 104.3 -0.6 78 0.2 0.1 1.14 6,990 4.3 4.6 2,927 24 / 18 3,963 99

タジキスタン 6.1 9.8 0.7 28 1.3 2.4 2.87 79 2.4 5.2 568 82 / 70 532

トルクメニスタン 4.8 8.4 1.9 45 2.1 0.9 3.17 96 3,340 4.1 730 74 / 61 2,357

ウクライナ 49.1 30.0 -0.9 68 -0.1 0.3 1.10 3,360 6.7 3.6 4,140 22 / 16 2,842

ウズベキスタン 25.3 40.5 1.4 37 1.6 1.4 2.29 98 2,230 7.8 3.4 2,350 56 / 48 1,930 85

人口・社会・経済指標

年平均 都市人口 都市 可耕地 専門技能者の 1人当たり 政府支出 5歳未満児
人口 推計人口 増加率 の割合 成長率 1ha 合計特殊 立会いの下での GNI に占める 外部からの 死亡率 1人当たり 安全な

（百万人） （百万人） （％） （％） （％） 当たりの 出生率 出産 （米ドル） 割合（％） 人口援助 （出生千対） エネルギー 水の利用
（2001） （2050） （2000-2005）（2000） （2000-2005） 人口 （2000-2005） （％） （1999） 教育費 保健費（1,000米ドル） 男　　女 消費量 （％）
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カイロ会議の目標の検証

死亡率の指標 教育の指標 リプロダクティブ・ヘルスの指標

乳児 出生時 妊産婦 初等教育就学率 中等教育就学率 15～19歳の少女 避妊実行率 15～24歳の
死亡率 平均余命（歳） 死亡率 （全体）％ （全体） 1000人当たりの すべて 近代的 HIV感染率（％）

（出生千対） 男　　女 （出生10万対） 男　　女 男　　女 出生数 の方法 避妊法 男　　女

バハマ 17 65.2 / 73.9 10 97 / 97 90 / 90 61 62 60 3.85 / 2.67
バーレーン 14 72.1 / 76.3 38 105 / 106 91 / 98 18 62 31 
バルバドス 11 74.5 / 79.5 33 90 / 90 43 55 53 1.21 / 0.84
ブルネイ 9 74.2 / 78.9 22 109 / 104 72 / 82 30 
カーボベルデ 50 67.0 / 72.8 190 150 / 147 54 / 56 72 53 46 
コモロ 67 59.4 / 62.2 570 84 / 69 24 / 19 77 21 11 
キプロス 8 76.0 / 80.5 100 / 100 95 / 99 10 0.10 / 0.07
ジブチ 117 39.4 / 41.6 520 44 / 33 17 / 12 65 8.80 / 13.92
東ティモール 121 49.2 / 50.9 850 27 
赤道ギニア 99 50.4 / 53.6 1.400 192 0.27 / 0.55
フィジー 17 68.1 / 71.5 20 128 / 128 64 / 65 54 41 35 
仏領ポリネシア 9 70.7 / 75.8 20 118 / 113 69 / 86 58 
ガンビア 115 45.7 / 48.5 1.100 87 / 67 30 / 19 139 12 7 0.86 / 2.17
グアドループ島 7 74.8 / 81.7 5 18 44 31 
グアム 10 72.4 / 77.0 12 109 
ガイアナ 52 58.0 / 66.9 150 97 / 96 71 / 76 64 31 28 3.87 / 2.30
アイスランド 5 77.1 / 81.8 16 98 / 98 109 / 108 18 0.10 / 0.06
ルクセンブルグ 6 74.6 / 80.9 87 / 94 85 / 90 9 
モルジブ 37 68.3 / 67.0 390 130 / 127 67 / 71 53 
マルタ 7 75.9 / 81.0 108 / 107 86 / 82 12 
マルチニーク 7 75.8 / 82.3 4 27 51 38 
ミクロネシア（27） 19 71.0 / 75.5 78 
オランダ領アンティル諸島 13 73.3 / 79.2 20 45 
ポリネシア（28） 17 69.2 / 74.8 33 53 
カタール 11 69.4 / 72.1 41 87 / 86 80 / 79 36 43 32 
レユニオン 8 70.6 / 79.1 39 20 67 62 
サモア 26 66.9 / 73.5 15 101 / 100 59 / 66 46 
ソロモン諸島 21 67.9 / 70.7 60 103 / 89 21 / 14 87 
スリナム 26 68.5 / 73.7 230 16 1.33 / 0.79
スワジランド 92 38.1 / 38.1 370 120 / 114 55 / 54 81 20 17 13.03 / 28.53

人口・社会・経済指標

1人当たり 5歳未満児
人口 推計人口 都市人口の 都市 可耕地 合計特殊 専門技術者の立会い GNI 死亡率
（千人） （千人） 割合（％） 成長率（％） 1ha当たりの 出生率 の下での出産 （米ドル） （出生千対）
2001 2050 （2000） （2000-2005） 人口 （2000-2005） （％） （1999） 男 女

バハマ 308 449 88.5 1.9 1.1 2.31 100 15,500 26 / 20
バーレーン 652 1,008 92.2 1.8 1.2 2.28 98 22 / 15
バルバドス 268 263 50.0 1.5 0.8 1.50 100 14,010 13 / 11
ブルネイ 335 565 72.2 2.4 0.4 2.53 98 10 / 10
カーボベルデ 437 807 62.2 4.0 2.4 3.24 54 4,450 60 / 53
コモロ 727 1,900 33.2 4.4 4.2 4.96 52 1,430 96 / 87
キプロス 790 910 56.8 1.7 0.5 1.92 100 19,080 8 / 8
ジブチ 644 1,068 83.3 2.4 5.77 210 / 194
東ティモール 750 1,410 7.5 2.2 8.8 3.85 182 / 174
赤道ギニア 470 1,378 48.2 4.5 1.3 5.89 5 3,910 167 / 153
フィジー 823 916 49.4 2.9 1.1 2.98 100 4,780 20 / 24
仏領ポリネシア 237 372 52.7 1.6 2.47 22,200 11 / 11
ガンビア 1,337 2,605 32.5 4.5 4.9 4.79 44 1,550 205 / 185
グアドループ島 431 479 99.7 1.2 0.7 2.02 11 / 8
グアム 158 307 39.2 2.5 3.95 13 / 10
ガイアナ 763 504 38.2 2.3 0.3 2.31 95 3,330 80 / 60
アイスランド 281 333 92.5 1.0 4.0 1.90 27,210 7 / 5
ルクセンブルグ 442 715 91.5 1.1 0.3 25 1.76 41,230 7 / 7
モルジブ 300 868 26.1 3.5 26.3 5.37 90 38 / 56
マルタ 392 400 90.5 0.9 0.6 1.77 9 / 8
マルチニーク 386 413 94.9 0.9 0.8 1.70 9 / 8
ミクロネシア（27） 528 1,080 45.1 3.4 4.11 24 / 23
オランダ領アンティル諸島 217 259 70.4 1.4 0.1 2.09 17 / 11
ポリネシア（28） 613 958 40.3 2.3 3.01 76 22 / 20
カタール 575 831 92.5 1.7 0.5 3.34 98 16 / 11
レユニオン 732 1,002 70.9 1.9 0.7 2.14 12 / 10
サモア 159 223 21.5 2.8 4.24 76 4,070 34 / 29
ソロモン諸島 463 1,458 19.7 5.6 5.1 5.26 85 2,050 31 / 30
スリナム 419 418 74.2 1.3 1.2 2.05 3,780 35 / 23
スワジランド 938 1,391 26.4 4.0 1.9 4.44 56 4,380 178 / 163

人口の比較的少ない国・地域の指標
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テクニカル・ノート

この白書で用いられている表示は、いずれの国、地域または
行政府の法的地位ならびに境界の範囲に関する国連人口基金の
見解を表明するものではない。

1990年時点の人口が20万人以下の国と地域のデータについて
は、この表では単独項目としては掲げず、各地域の人口を示す
数字のなかに含めた。

（*） 先進工業地域（More developed regions）は、北アメリカ、日
本、ヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランドで構
成されている。

（+） 開発途上地域（Less developed regions）はアフリカ全域、ラ
テンアメリカ・カリブ海地域、日本を除くアジア、メラネ
シア・ミクロネシア・ポリネシアで構成されている。

（‡） 後発開発途上国（Least developed countries）は、国連の基準
による。

（1） 英領インド洋地域とセイシェルを含む。
（2） アガレザ諸島、ロドリゲス島、セント・ブランドン島を含

む。
（3） サントメ・プリンシペを含む。
（4） 旧ザイール
（5） 西サハラを含む。
（6） セント・ヘレナ・アセンシオン、トリスタン・ダ・クーニ

ャを含む。
（7） 平均値・合計値とも日本、オーストラリア、ニュージーラ

ンドを含まない。
（8） マカオを含む。
（9） 香港は1997年7月1日に中国に返還され、中国の特別行政

区になっている。
（10）ここに記載された値は先進工業地域の総計に含まれるが、

地理上の地域（アジア地域･オセアニア地域など）の推計値
には含まれない。

（11）トルコは地理的理由で西アジアに含まれる。その他の分類
ではヨーロッパに含まれる。

（12）チャネル諸島、フェロー諸島、マン諸島を含む。
（13）アンドラ公国、ジブラルタル、バチカン、サンマリノを含

む。
（14）リヒテンシュタイン、モナコを含む。
（15）アンギラ、アンチグア、バーブーダ島、アルバ、英領バー

ジン諸島、ケイマン諸島、ドミニカ、グレナダ、モントセ

ラト、オランダ領アンティル諸島、セントクリストファ
ー・ネイビス、セントルシア、セント・ヴィンセントおよ
びグレナディーン諸島、タークス・カイコス諸島、米領バ
ージン諸島を含む。

（16）フォークランド（マルビナス）諸島、仏領ギアナを含む。
（17）バーミューダ、グリーンランド、サンピエール・ミクロン

を含む。
（18）クリスマス島、ココス（キーリング）諸島、ノーフォーク島

を含む。
（19）ニューカレドニア、バヌアツを含む。
（20）旧ソビエト連邦諸国は既存の地域により分けられる。東ヨ

ーロッパには、ベラルーシ、モルドバ、ロシア、ウクライ
ナが含まれる。西アジアには、アルメニア、アゼルバイジ
ャン、グルジアが含まれる。南・中央アジアには、カザフ
スタン、キルギスタン、タジキスタン、トルクメニスタン、
ウズベキスタンが含まれる。合計値が下記に別途記載され
ている地域内地域（Sub-region）は地域の総計には含まれな
い。

（21）別個に数値が掲載されている北アフリカを除いたアフリカ
地域の総額

（22）北アフリカ、東ヨーロッパの各地域内地域（Sub-region）
は、UNPFAの区分ではアラブ諸国やヨーロッパ地域に含
まれる。

（23）推計値は前年度の報告に基づく。最新のデータがまもなく
出される予定。

（24）東ヨーロッパ地域の総額の中には、南ヨーロッパ地域のバ
ルカン諸国の一部や、北ヨーロッパ地域のバルト海沿岸諸
国も含まれている。

（25）この数値にはベルギーとルクセンブルグも含まれる。
（26）最新の報告によると、この数値は実際より高く見積もられ

ている可能性がある。今後の出版物では、この報告の評価
をもとに数値の訂正を行う予定である。

（27）ミクロネシア連邦、グアム、キリバス、マーシャル諸島、
ナウル、北マリアナ諸島、パシフィック諸島（パラオ）、
ウェーク島からなる。

（28）米領サモア、クック諸島、ジョンストン島、ピトケアン、
サモア、トケラウ、トンガ、ミッドウェー諸島、ツバル・
ワリス、フテュナ諸島からなる。

今年の『世界人口白書』の指標では、昨年に引き続き、国際
人口開発会議（カイロ会議）の数値目標および質的目標の達成に
向けて、その進捗状況を追跡するのに役立つような指標を用い
ることに特別な注意を払った（とりわけ、死亡率の低下、教育の
普及、家族計画を含むリプロダクティブ・ヘルス・サービスの
利用、といった分野である）。今年度は、地球規模の優先事項と
してHIV/エイズの蔓延阻止を強化していることを反映して、若
者のHIV感染率/エイズ罹患率の指標を付け加えた。その他の指
標についても、下記に記載したようにいくつかの変更が加えら
れた。さらに今後の白書では、カイロ会議のフォローアップに
よって、検証システムが改善され、様々な進捗の評価方法が利
用できるようになれば、それらを取り入れていく予定である。
政府、NGOならびに民間セクターの資金援助を監督するシステ
ムが改善されれば、将来は、カイロ会議の理念を実行に移すた
めの支出および財源の調達努力に関してよりよい報告が可能に
なるはずである。指標の出典ならびに選択の根拠は、カテゴリ
ー別に以下に示してある。

カイロ会議の目標の検証

死亡率の指標
乳児死亡率／男女別出生時平均余命 出典：国連人口部

World Population Prospects: The 2000 Revision（Date diskettes,
“Demographic Indicators 1950―2050”）（2001年）これらの指標は、

それぞれ、（成長段階の中でも最も重大な）生後1年間とその後
の全生涯にわたる死亡率を示したものである。
妊産婦死亡率 出典：世界保健機関（WHO）Kenneth Hill, Carla

AbouZahr & Tessa Wardlaw. "Estimates of Maternal Mortality for
1995." Bulletin of the World Health Organization 79(3):182-193. こ
れらはWHO、ユニセフ、国連人口基金の合意に基づく推計であ
る。 この指標は、妊娠・出産およびそれに関連した合併症で
死亡する女性が、出生10万当たり何人いるかを示す。精度に問
題があるが、それでもおおよその規模の推定はできるのでかな
り有効である。推定値50以下はそのまま表記している。推定値
が50から100までは最も近い5の倍数で表記し、100から1000
までは最も近い10の倍数で、1000以上は、最も近い100の倍数
で表記してある。推定値のいくつかは、各国政府の公式発表の
数値とは異なっている。この推定値は、可能な限り報告に基づ
いた数値を使って、出典の異なる情報の比較をしやすくするよ
うなアプローチを用いている。詳細については、各国別推計値
の原典を参照のこと。これらの推定値と推定方法については、
WHO、ユニセフ、国連人口基金、学術機関など関連機関が定期
的に見直しを行っており、必要があれば改訂されていく。現在
進行中の妊産婦死亡に関するデータの改善過程もその一環であ
る。推計方法が変更されたため、以前に推計した1990年時点の
水準を今回の推計値と厳密に比較することはできない。

指標の注

テクニカル・ノート：指標の解説
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教育の指標
男女別初等教育就学率/男女別中等教育就学率 出典：ユネ

スコ統計研究所　ユネスコのデータシート、1999 UNESCO
Statistical Yearbook および World Education Report 2000より。就学
率は、ある学齢年齢の人口100人当たりの該当学年での在学者
数を示す。遅れて入学したり、中退・復学、留年によって、本
来の年齢よりも高くなった人の数は訂正されずそのまま含まれ
ている。

15歳以上男女の非識字率 出典：ユネスコ　ユネスコのデー
タシートより。これらのデータは2000年2月の改訂に基づくも
ので、Education for All: Status and Trendsシリーズとして近刊予
定。非識字の定義は国によって異なり、一般的には、3種類の
定義が用いられている。本書では、日常生活で使う短い表記文
を、理解はできるが、読み書きができないという定義を用いて
おり、可能な限り、このデータを用いている。15歳以上の非識
字率は、現在の就学率の水準と過去の教育水準の両方を反映し
ている。上記の教育指標は、World Population Prospects : The 1998
Revisionにある国連人口部の推計値を用いて更新されている。教
育のデータは、最新のものを用いているが、1982―1998年の幅
がある。

初等教育最終学年までとどまる児童の割合 出典：ユネスコ
統計研究所　World Education Report シリーズのデータシートよ
り。今年度の白書では、（以前までの）初等教育5年目までの在
学率ではなく、最終学年までの在学率を掲載した。データは、
1980―1998年の間の最新のものを用いている。数値がひとつし
かない国は、男女別のデータが入手不可能な国である。

リプロダクティブ・ヘルスの指標
家族計画の知識 以前まで用いていた家族計画の手段/入手場

所の知識をもっている人の割合は、ほとんどの国が高い水準に
達したため、今年度から割愛した。利用可能な避妊法の推移に
関する指標は、データベースが改良された後に報告する予定で
ある。

15―19歳の少女 1000人当たりの出生数 出典：国連人口部
World Population Prospects: The 2000 Revision（Data diskettes,
"Demographic Indicators 1950-2050"）（2001年）および国連人口部
Age Patterns of Fertility: The 2000 Revision（国連出版物）（2000年）
若い女性に対する出産の負担の指標である。しかし、この年齢
層の女性全体の1年間の水準を示すものである以上、これは若
い時期の女性の出産負担を十分に示すものではない。しかし、1
年当たりの女性1人の出生数の平均を示すことになるので、5倍
すれば、若い女性1000人当たりの十代後半でのおよその出生数
を知ることができる。しかし、この方法では出生数だけを計算
しているので、十代の女性の妊娠の全容を表すことにはならな
い。死産や流産あるいは人工妊娠中絶により、出生に至らなか
った妊娠はこの数値には反映されない。

避妊実行率 出典：国連人口部　Database on Contraceptive Use
（2001年3月更新）この指標は、サンプル調査報告からとったも
ので、それぞれ（同棲を含む）有配偶女性のうち、現在、近代的
な避妊法もしくはあらゆる避妊法を実践している人の割合を推
計している。近代的避妊法、または診療施設による方法あるい
は供給による方法には、男性・女性の不妊手術、IUD、ピル、
注射、ホルモン剤埋め込み法、コンドーム、女性用のバリア法
がある。これらの数字は、調査対象人口の年齢構成が国によっ
て異なり（15歳から49歳が最も一般的で、データベースのほぼ3
分の2を占める）、調査時期も、質問事項の細部も異なるため、
国と国の比較はおおざっぱにしかできず、完全を期すことは困
難である。すべてのデータは1972年以降のものであり、入手で
きる限り最新の調査によるデータを掲載している。データのほ
ぼ8割が1990年から2000年までのものである。

15―24歳のHIV感染率（男女別） 出典：国連エイズ合同計画

（UNAIDS）の国別 HIV/AIDS情報シートより。UNAIDSのHPに
掲載。これらのデータは、調査システムレポートとモデル推定
値から引用した。15－24歳の男女のデータは、それぞれ、各国
の高位推計値と低位推計値の間の平均値をとっている。参照し
たのは1999年のデータである。男女間の感染率に差があるのは、
女性の方が身体的理由からも社会的理由からもHIV/エイズに罹
りやすいことを反映しており、また、性関係をもつパートナー
の間の年齢差にも影響されている。

人口・社会・経済指標
2001年の人口/2050年の推計人口/2000年から2005年の平均増

加率 出典：国連人口部　World Population Prospects: he 2000
Revision（Data diskettes, "Demographic Indicators 1950-2050"）（2001
年）および国連人口部　Annual Populations 1950-2050: The 2000
Revision（国連出版物）（2001年）これらの指標は、各国の人口の
現在の規模、将来の推計規模、現在（2000―2005年）の年間増加
率を示す。

都市人口の割合 /都市成長率 出典：国連人口部　World
Urbanization Prospects: The 1999 Revision（Data sets POP / DB / WUP
/ Rev.1999 / 1 / F4 and F6）（国連出版物）（2000年）これらの指標
は、各国の人口の中の都市人口の比率と、2000年から2005年に
ついて推計された都市地域の増加率を示す。

可耕地 1ha当たりの人口 出典：国連食糧農業機関（FAO）の
データより。国連人口部によるWorld Population Prospects: The
1998 Revision（1999年）の総人口のデータに基づいた農業人口の
データを用いている。この指標は農業生産に適する土地におけ
る農業人口の大きさを示す。これは国の経済構造（農業労働力人
口の比率）の変化ならびに土地開発技術の変化の双方に左右され
る。この指標が高い場合は、土地生産性に対する圧力や土地所
有の細分化に関連している可能性がある。しかしこの指標は開
発レベルや土地利用政策の違いにも関連している。これらは
1998年のデータを参照している。

合計特殊出生率（期間 2000 ―2005年）出典：国連人口部
World Population Prospects: The 2000 Revision（Data diskettes,
"Demographic Indicators 1950-2050"）（2000年） この数値は、15
歳から49歳の間の年齢階級別のそれぞれの女性が当該年齢にお
いて産んだ子ども数を出産可能年齢の生涯において産んだと仮
定した場合の子ども数を表している。国によっては、この期間
のいずれかの時点で推計レベルに達すると思われる。

専門技能者の立会いの下での出産 出典：世界保健機関
（WHO）提供の最新データによる。開発途上国･地域のデータは、
WHO提供のAbouZahr, C. & T. Wardlaw. "Maternal Mortality at the
End of the Decade: What Signs of Progress?"（近刊予定のBulletin of
the World Health Organizationに掲載）（2001年）による。先進工業
国のデータは、ポピュレーション･アクション･インターナショ
ナルのウォールチャートA World of Difference: Sexual and
Reproductive Health & Risks（2001年）による。この指標は、国の
報告に基づく、きちんとした技術を有する保健要員または立会
人―すなわち医師（専門医またはそれ以外の医師）および/または
通常分娩だけではなく産科合併症の診断・処置ができる助産技
能を有する者の立会いの下での出産の割合である。先進国のデ
ータは専門技能者が出産に立ち会う割合が高いことを反映して
いる。全範囲を網羅していると仮定しているため、公式の統計
には辺境地域の住民のデータが欠如していたり調査範囲に入っ
ていなかったり、機会や搬送の遅れによる影響が十全に反映さ
れていない可能性がある。データは、入手しうる最新のデータ
に基づいている。

1人当たり国民総所得（G N I）出典：世界銀行　Wo r l d
Development Indicators 2001（2001年）より1999年の数値。この指
標は（以前は1人当たりGNP（国民総生産）と言っていたが）、国
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内への配当（送金）や国外からの請求は考慮せず、人口の規模に
関して、居住者および非居住者によって生産された最終使用の
財およびサービスの総生産額を示す。従ってある国民の経済的
生産力の指標となる。また、海外からの労働賃金の送金や資本
からの送金、非居住人口に対する同様の支払いを調整している
点、また、為替レートの年次変化を含む様々な技術的な調整を
している点から、国内総生産（GDP）とは異なる。この測定値は、
購買力平価（PPP）を用いた、「実質的なGNP」を含むことで通貨
の購買力の差異についても考慮している。購買力平価の数値の
中には、回帰モデルに基づくものもあるが、そのほかは最新の

「国際比較プログラム」の基準推計値から推計したものである。
詳細は元となったデータを参照のこと。

政府支出に占める（教育費 /保健費の）割合 出典：世界銀行
World Development Indicators 2001（2001年） この指標は、ある国
家の教育部門と保健部門に対する優先度を政府支出の割合から
割り出そうとしたものである。部門内での配分、つまり他のレ
ベルと対比した初等教育や基礎保健サービスへの配分について
は、国によってかなり差があると思われるが、これについては
はっきりしない。中央政府と地方自治体の間の行政および予算
権限の違い、公共セクターと民間セクターの役割の違いなどが
あり、国と国の直接的な比較は複雑である。ここで報告されて
いる推計値は、昨年までの白書で用いていた、購買力平価を勘
案した1人当たりのドル価支出額ではなく、GDPに占める割合
で表示している。（カッコ内の数値は除く。これらはGDPでは
なくGNIに占める割合を表している。）方法論に関する研究は現
在も継続中であるが、本来はこの研究が完成した後に、その転
換が正しいと認められるべきである。部門が異なったり、状況
が変わったりすると投入額に差が出るので、国家間の比較には
よく注意する必要がある。データは、1990―1999年の間の最新
の推計値を用いている。

外部からの人口援助 出典：国連人口基金　Financial Resource
Flows for Population Activities in 1998（2000年） この数値は、各国
の人口活動に対して、1998年に行なわれた対外援助の総額であ
る。対外援助の資金は、多国間および二国間援助機関や、NGO
によって拠出されている。資金提供国の場合は、その援助額が

（ ）の中に示されている。今後の白書では、いくつかの国内お
よび国際的な資金援助団体が、人口活動やリプロダクティブ・
ヘルス・プログラムに協力する資金の流れを、比較、評価する
ための指標も提供していきたい。また、今回の報告にある地域
総額は、特記のない限り、国内レベルのプロジェクトと地域レ
ベルの活動の双方を含む。

5歳未満児死亡率 出典：国連のデータに基づく国連人口部
作成の表および国連人口部　World Population Prospects: The 2000
Revision.（2001年） この指標は、乳児と幼児の死亡件数に関連
する。つまり、乳児や幼児に対する疾病その他の死因の影響を
反映する。さらに標準的な人口統計学測定手段は、乳児死亡と
1歳から4歳の子どもの死亡率で、この年齢層の様々な死亡の原
因と頻度を反映するものである。この測定値は、乳児死亡率に
比べて栄養改善や予防接種で予防可能になるものも含めて、子
どもの病気の負担をよりよく表している。5歳未満児死亡率は、
ある年次の出生児1000人に対する5歳未満の子どもの死亡数で
表される。この推定値は、2000年から2005年の期間についての
ものである。

1人当たりエネルギー消費量 出典：世界銀行　Wo r l d
Development Indicators 2001（2001年） この指標は、年間国民1
人当たりの石油1kgに相当する商業用第1次エネルギー（石炭、
褐炭、石油、天然ガス、水力・原子力・地熱電気）の消費量を示
す。工業の発達度、経済構造、消費パターンを反映する。長期
的な変化をみると、いろいろな経済活動のレベルとバランスの
変化およびエネルギー使用の効率の変化を（浪費の減少、増加も
含め）映し出すこともできる。1998年のデータによる。

安全な水の利用 出典：WHO/ユニセフ　Global Water Supply
and Sanitation Assessment 2000 Report（2001年）（ユニセフのHPで
閲覧可能） この指標は、十分な量の安全な飲料水が、利用者の
住居から便利な距離の範囲内で入手できる人口の割合を示す。
斜体の文字で記された部分は、各国の定義に従って、そのレベ
ルを設定している。これは、不適切な衛生状態から生じるもの
も含めた健康上のリスクにさらされる場合とも関連する。デー
タは2000年の推計によるものである。
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